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用語の定義 
本計画における用語の定義は、特に断りのない限り、次のとおりとする。 

用 語 説 明 

事業継続計画（業務継

続計画） 

人、物、情報等利用できる資源に制約がある状況下におい

て、優先的に実施すべき事業を特定するとともに、業務の執行

体制や継続に必要な資源の確保等をあらかじめ定め、地震によ

る大規模災害発生時にあっても、区職員が適切な業務執行を行

うことを目的とした計画である。 

ＢＣＰとは、Business Continuity Planの略で、事業継続

計画のこと。 

地域防災計画 文京区の地域に係る防災に関し、区の処理すべき事務又は業

務を中心として、都及び防災関係機関の処理する事務又は業務

を包含する基本的な計画のこと。 

非常時優先業務 地震による大規模災害発生時にあっても、優先して実施すべ

き業務のこと。本計画では「応急業務」と「優先度の高い通常

業務」の二つの業務を指す。 

応急業務 区民や区内の被災者に対し、生命、身体及び財産の維持のた

めに行う災害応急対策業務、優先度の高い復旧・復興業務及び

優先度の高い発災後の他の新規発生業務のこと。文京区災害対

策本部条例施行規則第４条第２項及び地域防災計画で定めた災

害対策本部の事務分掌のこと。 

「文京区地域防災計画」の中では「防災事務」という。 

優先度の高い通常業務 通常業務のうち、区民の生活に重大な影響を与えるため、被

災時においても休止や停止をすることができない優先度の高い

業務のこと。文京区事業継続計画【震災編】(Ver.2)の中では

「非常時優先通常業務」という。 

災害応急対策業務 住民の生命や生活、社会経済活動等に影響を及ぼすため、限

られた資源の中にあっても、早期に対策を講じることが必要な

業務のこと。 

優先度の高い復旧・ 

復興業務 

地域防災計画による災害復旧・復興業務のうち、発災から１

か月以内に優先して着手すべき業務のこと。 

リスクシナリオ 事業継続計画は、利用できる資源のリスクを踏まえて計画す

るものであり、策定する際には「どのような事態に対する対策

をするのか」を決定する必要があるが、この想定する事態をい

う。 
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第１章 事業継続計画に係る基本事項 

１ 計画の目的 
本計画は、地震による大規模災害により区の行政機能が低下しても、住民の生命、生

活及び財産を保護し、社会経済活動を維持するために、優先して実施する業務を明確に

するとともに、必要な資源の確保や業務の実施体制を定め、業務の継続又は早期再開に

つなげることを目的とする。 

２ 計画策定の経緯 
○ 区は、文京区地域防災計画（平成19年度修正）の中で、東京都が「都政のＢＣＰ（東

京都事業継続計画）〈地震編〉」を策定した後に、文京区事業継続計画を策定することと

した。平成22年５月には「文京区事業継続計画策定委員会」を設置し、全庁一体となっ

た検討を行い、平成23年６月に「文京区事業継続計画【震災編】(Ver.1)」を策定し

た。 

 

○ 平成23年３月11日に発生した東日本大震災を通して明らかになった課題から、防災対

策を見直す必要性が高まり、平成24年度に文京区地域防災計画を修正した。続く平成25

年度には、事業継続計画を「文京区事業継続計画【震災編】(Ver.2)」（平成26年３月）

に修正した。その後は、毎年度の組織変更等に合わせた更新を行ってきた。その最終版

は、「文京区事業継続計画【震災編】(Ver.2)」（令和元年７月）である。 

 

○ 平成28年４月14日に発生した熊本地震の状況と本区の災害対策の現状を踏まえた検

討の中では、「実行性の高い受援計画の策定」と「事業継続計画の検討」を課題として

挙げており、文京区災害時受援応援計画の策定に合わせて、事業継続計画を「文京区

事業継続計画【震災編】(Ver.3)」に修正を行うものである。 

３ 計画の位置付け 
区は、地震による大規模災害時には、地域防災計画及び職員防災行動マニュアルに基

づいて、応急業務を適切かつ確実に実施することとしており、本計画は、その実行性を

確保するためのものである。 

また、地震による大規模災害が発生した場合は、通常業務に応急業務が加わりその事

務量は膨大なものとなる。発災当初は、本計画により実施する業務は優先度の高いもの

を除き、休止・縮小することになるが、対応できない非常時優先業務については、災害

時受援応援計画により応援職員を受け入れて実施することになる。 

したがって、本計画は、職員防災行動マニュアル及び災害時受援応援計画とともに、

地域防災計画を補完するものとして位置付ける。 
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計画の位置付け（図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害時受援応援計画と事業継続計画との関係（図） 
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４ 事業継続の基本方針 
事業継続の基本方針は、大規模災害発生時の膨大な業務量の中で、優先業務を取捨・

選択する方向性及び災害対策に従事する職員等の確保について示すものである。 

 

●基本方針 

 

大規模災害時における非常時優先業務については、次の方針に基づいて業務継続を 

図るものとする。 

 

１ 地震による甚大な被害が発生した場合は、区の地域及び区民の生命・財産を災害 

から保護するため、地域防災計画による災害応急対策業務を最優先に遂行する。 

 

２ 発災から 72時間までは、人命に係る災害応急対策業務に重点を置くことになる 

ため、区民の生活及び区有施設の維持管理に著しい影響を与える業務以外は、休 

止・縮小する。その後、災害応急対策業務等に影響を与えない範囲で順次、業務 

の再開・拡大を目指す。 

 

３ 休止・縮小をする業務は、平常時における重要性をもって判断するのではなく、 

区民の生活の維持等に係る重要度をもって判断する。 

 

４ 非常時優先業務に必要となる人員及び資機材の配分は、全庁横断的に行う。 

 

５ 非常時優先業務の遂行に不足する人的・物的資源は、公共的団体及び区民等の外 

部からの支援により確保する。 
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第２章 文京区の被害想定 

１ 前提とする地震 
東京都が公表した「首都直下地震等による東京の被害想定」の中で、文京区での被害

が最大となり、文京区地域防災計画において前提としている「東京湾北部地震マグニチ

ュード（M）7.3」を、本計画においても前提とする。 

 

〇 想定地震        

  東京湾北部地震（首都直下地震）Ｍ7.3 震源の深さ 約 20～35㎞ 

〇 発災条件        

① 冬の朝   5時、風速 4ｍ/秒・風速 8ｍ/秒 

② 冬の昼  12時、風速 4ｍ/秒・風速 8ｍ/秒 

③ 冬の夕  18時、風速 4ｍ/秒・風速 8ｍ/秒 

 

【参考】時刻別の想定される被害 

 季節 時刻 風速 想定される被害の特徴 

冬 

朝 

5時 

4m/秒 
 

8m/秒 

○兵庫県南部地震と同じ発生時間 
○多くの人々が自宅で就寝中に被災するため、家屋倒壊による圧死者が発

生する危険性が高い。 
○オフィスや繁華街の屋内外滞留者や、鉄道・道路利用者は少ない。 

昼 
12時 

○オフィス、繁華街、映画館、テーマパーク等に多数の滞留者が集中してお
り、店舗等の倒壊、落下物等による被害拡大の危険性が高い。 

○住宅内滞留者数は、1日の中で最も少なく、老朽木造家屋の倒壊による死
者数は朝と比較して少ない。 

夕 
18時 

○火気器具利用が最も多いと考えられる時間帯で、これらを原因とする出火
数が最も多くなるケース 

○オフィスや繁華街周辺、ターミナル駅では、帰宅・飲食のため多数の人が
滞留 

○ビル倒壊や落下物等により被災する危険性が高い。 
○鉄道・道路もほぼラッシュ時に近い状況で人的被害や交通機能支障によ

る影響拡大の危険性が高い。 

（出典:「首都直下地震等による東京の被害想定」）  
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２ 東京都の被害想定の全体の傾向 

（１）地震動 

区部の東側では震度７の地域がみられる。震度６強の面積は、前回調査の 1.5倍に 

近い約７割に広がり、区部の大半を覆っている。 

（２）建物被害 

建物被害は、区部の木造住宅密集地域を中心に発生し、大規模な火災延焼被害も想 

定される。 

（３）人的被害 

人的被害は、死亡、負傷ともに建物被害を原因とするものが多く、死亡の原因とし 

ては火災によるものも多い。 

（４）交通被害 

道路や鉄道の橋梁などの大規模被害は、阪神・淡路大震災以降、耐震化が進んでお  

り、余り発生しないものと想定される。 

しかし、発災直後において鉄道、バス等の公共交通機関は、安全確認のため、運行  

を停止し、緊急交通路の渋滞も発生する。 

（５）ライフライン被害 

ライフラインは、比較的区部東部に被害が多い。 

（６）避難者 

避難者は、発災直後から、ライフラインの停止などの影響の出る１日以後にピーク 

を迎える。 

（７）帰宅困難者 

鉄道等の運行停止により、大量の帰宅困難者が発生するとともに、ターミナル駅に 

乗客等が集中し、混乱する。 

（８）エレベーターの閉じ込め 

エレベーターの閉じ込めが広範囲にわたり発生する。 
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３ 文京区の被害状況の想定 

（１）震度   

「首都直下地震等による東京の被害想定」によると、東京湾北部地震（首都直下地 

震）マグニチュード 7.3の場合、区の 88.1％が震度６強、11.9％が震度６弱である。 

（２）被害状況 
 

条
件 

東京湾北部地震（首都直下地震）Ｍ7.3 

時期・時刻 冬の朝 5時 冬の昼12時 冬の夕方18時 

風   速 4m/秒 8m/秒 4m/秒 8m/秒 4m/秒 8m/秒 

人 

的 

被 

害 

死者数 226 人 226 人 222 人 223 人 253 人 253 人 

原
因
別 

ゆれ/液状化/建物被害 216 人 216 人 197 人 197 人 185 人 185 人 

急傾斜地崩壊 4 人 4 人 5 人 5 人 4 人 4 人 

火災 2 人 2 人 16 人 16 人 59 人 59 人 

ブロック塀等 4 人 4 人 4 人 4 人 4 人 4 人 

落下物 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

負傷者数 3,920 人 3,920 人 4,547 人 4,547 人 4,214 人 4,217 人 

原
因
別 

（うち重傷者） 550 人 550 人 613 人 613 人 607 人 608 人 

ゆれ/液状化/建物被害 3,743 人 3,743 人 4,343 人 4,343 人 3,815 人 3,815 人 

急傾斜地崩壊 5 人 5 人 7 人 7 人 6 人 6 人 

火災 7 人 7 人 32 人 32 人 229 人 232 人 

ブロック塀等 141 人 141 人 141 人 141 人 141 人 141 人 

落下物 24 人 24 人 24 人 24 人 24 人 24 人 

物 

的 

被 

害 

建物 全壊 3,602 棟 3,602 棟 3,602 棟 3,602 棟 3,602 棟 3,602 棟 

原
因
別 

ゆれ 3,543 棟 3,543 棟 3,543 棟 3,543 棟 3,543 棟 3,543 棟 

液状化 5 棟 5 棟 5 棟 5 棟 5 棟 5 棟 

急傾斜地崩壊 54 棟 54 棟 54 棟 54 棟 54 棟 54 棟 

建物 半壊 7,307 棟 7,307 棟 7,307 棟 7,307 棟 7,307 棟 7,307 棟 

原
因
別 

ゆれ 6,928 棟 6,928 棟 6,928 棟 6,928 棟 6,928 棟 6,928 棟 

液状化 296 棟 296 棟 296 棟 296 棟 296 棟 296 棟 

急傾斜地崩壊 83 棟 83 棟 83 棟 83 棟 83 棟 83 棟 

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン 

電力停電率 24.7 ％ 24.7 ％ 26.0 ％ 26.0 ％ 30.1 ％ 30.2 ％ 

通信不通率 1.3 ％ 1.3 ％ 2.6 ％ 2.6 ％ 7.5 ％ 7.6 ％ 

ガス供給支障率 2.3～100.0 ％ 2.3～100.0 ％ 2.3～100.0 ％ 2.3～100.0 ％ 2.3～100.0 ％ 2.3～100.0 ％ 

上水道断水率 38.5 ％ 38.5 ％ 38.5 ％ 38.5 ％ 38.5 ％ 38.5 ％ 

下水道管渠被害率 29.6 ％ 29.6 ％ 29.6 ％ 29.6 ％ 29.6 ％ 29.6 ％ 

そ
の
他 

避難人口 52,895 人 52,902 人 54,366 人 54,378 人 61,758 人 61,865 人 

避難所生活者数 34,382 人 34,386 人 35,338 人 35,346 人 40,143 人 40,213 人 

疎開者人口 18,513 人 18,516 人 19,028 人 19,032 人 21,615 人 21,653 人 

帰宅困難者数 － 人 － 人 131,632 人 131,632 人 131,632 人 131,632 人 

閉じ込めにつながり得る

エレベーター停止台数 
254 台 254 台 256 台 256 台 266 台 267 台 

災害時要援護者死者数 

（避難行動要支援者死者数） 
102 人 102 人 57 人 57 人 81 人 81 人 

自力脱出困難者数 1,605 人 1,605 人 1,795 人 1,795 人 1,592 人 1,592 人 

震災廃棄物 102 万ｔ 102 万ｔ 103 万ｔ 103 万ｔ 107 万ｔ 107 万ｔ 

※ 小数点以下四捨五入により合計が合わないことがある。 

※ 「首都直下地震等による東京の被害想定」及び「東京都地域防災計画計画震災編（令和元年度修正）」から抜粋 
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（３）リスクシナリオ 
 

項目 想 定 す る 事 態 

建物被害と

人的被害 

・地震直後に、多数の家屋が倒壊する。特に、木造住宅密集市街地等において、

老朽化が進んだ家屋や耐震性の低い家屋等が多数倒壊し、家屋の下敷きによる

死傷等、多数の人的被害が発生する。 

・急傾斜地の崩壊が発生した場合は、家屋が巻き込まれ死者・負傷者が発生す

る。 

・看板・窓ガラス等の落下物やブロック塀の倒壊により負傷者が発生する。 

火災 ・地震直後から火災が連続的、同時に多発し、木造住宅密集地域を中心に、大規

模な延焼火災に至る。 

電気 ・区内の 30％程度が停電となり、復旧見込日数は１週間程度となる。 

・発電所も被災するため、供給の少ない状態が１週間以上継続することも想定され

るため、需要抑制（節電要請、電力使用制限令、計画停電等）が行われる。 

・非常用発電設備が確保されていても消防法等により燃料の備蓄量に限りがある

ため、停電が長期化した場合は、非常用電力が得られなくなる可能性がある。 

通信 [固定電話] 

・地震による不通率は 7.6％であり、復旧見込日数は２週間程度となる。 

・音声通話が集中した場合、通信規制が行われ、ほとんどの一般電話は通話が困

難となり、おおむね通話規制が緩和されるのは２日目になる。 

・電気を必要とする電話機は、停電が継続する間は利用できない。 

[携帯電話] 

・携帯電話の不通率は高く、不通率50％以上の地域が多く存在する。 

・音声通話は、利用の集中・輻輳
ふ く そ う

に伴う通信規制等により、著しく使用が制限さ

れ、ほとんど接続できなくなり、規制の緩和は２日目となる。 

・メールは、おおむね利用可能であるが、集中により大幅な遅配が発生する。 

・伝送路の被災と基地局の停波により１割が利用できなくなる。 

・停電が長期化した場合、基地局の非常用電源の燃料切れ等により、停波すること

が見込まれ、携帯電話の利用ができなくなるエリアが拡大する。 

[インターネット] 

・インターネットへの接続は、固定電話の伝送路の被災状況に依存するため、設備

の破損等による１割程度の地域で、利用ができなくなる可能性がある。 

・非常用発電設備がない場合は、停電によりルーター等が使用できなくなる。 

上水道 ・管路や浄水場等の被災により、約４割の地域で断水となり、復旧見込日数は１

か月程度となる。 

・停電が長引いた場合、非常用発電設備の燃料が無くなることにより、運転停止に

至る断水もある。 

下水道 ・下水道は、約３割の地域で使えず、復旧見込日数は１か月程度となる。 

・停電が長引いた場合、非常用発電設備の燃料が無くなることにより、ポンプ場の

機能が停止する。また、管路等の復旧前に多量の降雨があると、溢水や内水氾

濫のおそれがある。 

ガス ・地震による供給停止率は 2.3～100％であり、復旧見込日数は１～２か月程度と

なる。 

道路 ・停電による信号機の滅灯などにより、交差点などで渋滞が発生する。 

・建物の倒壊や交通渋滞により、緊急車両の通行が困難となる可能性がある。 
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項目 想 定 す る 事 態 

鉄道 ・地震の揺れを感知し、各駅で列車が停止する。 

・架線や電気・信号設備等、非構造部材等の損傷により、すぐには運転を再開しな

いため、数千人の乗客が駅にとどまる。 

・鉄道の運転再開は、1 週間程度を要することが見込まれる。 

燃料 ・応急対応・緊急輸送用のガソリン・軽油、避難所生活のための灯油及び非常用発

電設備用の重油の需要が増大するとともに、激しい交通渋滞によるタンクローリ

ー輸送の遅滞等により、石油製品の供給が困難となる。 

地域特性 [通勤・通学者の動向] 

・交通機関の停止により帰宅が困難となった通勤・通学者が区内に多く発生する。 

[観光客等の動向] 

・東京ドームや東京ドームシティ等のアミューズメント施設、商業施設等の観光客が

帰宅困難者としてとどまる。 
※  太字は、ライフラインの被害と復旧（※「首都直下地震等による東京の被害想定」から抜粋） 

※  ガスの供給については、被害の大きい地域を分離して停止できることから、2パターンで想定したところ、供給停

止率に大きな幅が生じた。 

※  「首都直下地震の被害想定と対策について（最終報告）」（中央防災会議首都直下地震対策検討ワーキングルー 

プ）から抜粋 
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第３章 区の実施する非常時優先業務 

１ 非常時優先業務 
非常時優先業務は、「応急業務」と「優先度の高い通常業務」の二つの業務から成 

る。応急業務は、区民や区内の被災者に対し、生命、身体及び財産の維持のために行う 

災害応急対策業務、優先度の高い復旧・復興業務及び優先度の高い発災後の他の新規発 

生業務である。 

優先度の高い通常業務は、全ての通常業務を洗い出し、住民生活への影響等を念頭 

に、以下の判断基準に基づき選定した。 

（１）住民の生命及び財産への影響 

（２）地域内の経済活動への影響 

（３）法令の適切な運用 

（４）都市機能維持への影響 

２ 目標開始時間の設定 
大規模な地震が発生した場合は、様々なリスクを伴う状況下で事業継続を図るために 

優先的に実施する業務を時系列で絞り込むことが必要となる。本計画では、それぞれの 

業務の目標開始時間について、発災後１か月以内の優先度を「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「Ｄ」 

「Ｅ」「Ｆ」の六つに区分した。 

 

優先度 判  断  基  準 

Ａ 

発災後３時間以内に開始しないと、住民の生命や生活、社会経済活動等に相当の影

響を及ぼすため、限られた資源の中にあっても、早期に対策を講じることが必要な業

務 

Ｂ 

発災後24時間以内に開始しないと、住民の生命や生活、社会経済活動等に相当の

影響を及ぼすため、限られた資源の中にあっても、早期に対策を講じることが必要な

業務 

Ｃ 
発災後３日以内に開始しないと、住民の生命や生活、社会経済活動等に影響を及ぼ

すため、限られた資源の中にあっても、早期に対策を講じることが必要な業務 

Ｄ 
発災後１週間以内に開始しないと、住民の生活、社会経済活動等に影響を及ぼすた

め、対策を講じることが必要な業務 

Ｅ 
発災後２週間以内に開始し、１週間の業務中断が住民生活や社会経済活動に大きな

影響を及ぼさないと見込まれる業務 

Ｆ 
発災後２週間は業務を開始しなくとも、業務の中断が住民生活や社会経済活動に大

きな影響を及ぼさないが、１か月以内には業務を開始することが望まれる業務 
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非常時優先業務は、災害時において優先して実施する業務のことで、③「応急業務」と 

②「通常業務のうち優先度が高いもの」に区分する。③「応急業務」とは、④「災害応急 

対策業務」⑤「優先度の高い災害復旧・復興業務」及び⑥「優先度の高い発災後の他の新 

規発生業務」）を加えたものである。 

 

（出典:内閣府｢市町村のための業務継続計画作成ガイド｣（平成 27年）） 

 

 

① 
② 

③ 

④

⑥ ⑤

 

〈非常時優先業務の定義〉 
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３ 非常時優先業務一覧 
●応急業務一覧 

災対各部 
優先度A 
3時間以内 

優先度B 
24時間以内 

優先度C 
3日以内 

優先度D 
1 週間以内 

優先度 E 
2週間以内 

優先度Ｆ 
1 か月以内 

合計 

災対本部事務局 

●本部の庶務及び統括 
●災害情報の分析及び対策立案 
●東京都災害対策本部及び関係機
関との連絡 

●応援要請業務 

●本部の指示及び要請の発議     

5 

災対情報部 

●防災行政無線の管理及び統制 ●情報の収集及び整理 
●本部の指示、要請及び情報の伝達 
★広報活動 
●災害資料の収集及び記録 

★広聴活動 
●災害対策予算 

 ●災害復旧及び復興計画の立案  

8 

災対総務部 
●職員の配置及び支援 
★所管施設の災害対策及び復旧等 

●支援職員等の受入れ 
●区議会への対応 

●現金及び物品の出納及び保管 
★区有施設の被害調査の統括 

   
6 

災対区民部 

 ★地域における情報収集、救出及び
救護活動 

★帰宅困難者の支援 
●各種民間団体等との連絡及び調整 
★所管施設の災害対策及び被害調
査 

●一般ボランティアの受入れ、総合調
整及び活動支援 

★救援物資及び食糧の受入れ、保管
及び配分 

●被災工場の実態調査及び公害防
除 

★環境モニタリング 
★災害廃棄物、し尿等の処理 
★遺体埋葬・火葬許可書の発行 

 ★住家被害認定調査 
★り災証明書の発行 
★義援金品等の支給 
●融資等の支援対策 
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避難所運営部 

★避難所の開設及び運営管理 
 

★学校教育施設の災害対策及び復
旧 

★妊産婦・乳児救護所の開設及び運
営管理 

★児童施設の災害対策及び復旧等 
★区立図書館の災害対策及び復旧
等 

 ●国民健康保険料の減免又は徴収
猶予 

●国民年金保険料の免除 
●区税等の徴収猶予又は減額若しく
は免除 

●被災した児童及び生徒への学用品
等の支給 

9 

災対保育部 
●園児の避難対策  ★保育所等の災害対策及び復旧等 

●被災した園児等の救援 
★保育再開準備 

   
4 

医療救護部 

 ★医療、助産及び応急救護 
★医療資器材、医薬品等の調達、保
管及び輸送 

★被災者の健康管理 
★被災者のメンタルヘルスケア 
★防疫及び衛生監視 
★所管施設の災害対策及び復旧等 
★動物救護活動 
★遺体の身元確認 

   

8 

災対福祉部 

  ★要配慮者の安全対策及び支援 
★福祉避難所の運営管理 
★避難所外の在宅要配慮者の支援 
★所管施設の災害対策及び復旧等 
★遺体及び行方不明者の捜索及び
収容 

 ★義援金品等の配付 
★災害弔慰金、災害障害見舞金等の
支給 

★応急仮設住宅の運営管理 

8 

災対建築部 
（災対復旧部） 

★区有施設の危険度判定及び応急 
修理 

 ★建築物及び宅地の危険度判定 
★崖及び擁壁の応急対策（区有） 

★応急仮設住宅の建設及び管理 
★住宅の応急修理 

★倒壊建物の解体及び処理 
●災害復旧工事（区有施設） 

●災害街区の復興計画 
8 

災対土木部 

 ●倒壊家屋等からの救出及び救護活動  
●水防に関する業務 
★障害物の除去 
★道路、橋梁等の災害対策及び復旧等  
★飲料水の配送 
★備蓄物資、救援物資、食糧及び資
材の輸送 

★公園等の災害対策及び復旧等    

7 

災対教育部 
●避難所の運営管理に関する連絡及
び調整 

●園児等の避難計画 

●学校及び幼稚園等との連絡及び調
整 

★所管施設の災害対策及び復旧等 

★文化財の災害対策及び被害調査  ★教育活動の再開  
6 

合計 12 23 30 2 13 3 83 

※ ★は受援対象業務
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●優先度の高い通常業務一覧 

各部 
優先度A 
3時間以内 

優先度B 
24時間以内 

優先度C 
3日以内 

優先度D 
1 週間以内 

優先度 E 
2週間以内 

優先度Ｆ 
1 か月以内 

合計 

企画政策部 

●ホームページ運用 
●報道対応 
●有線テレビ広報活動 
●内部情報システムの運営 
●庁内ネットワークの運営 

 ●予算の総括 ●住民情報システムの運営 
●都区財政調整・資金調達 

  

8 

総務部 

●安心・防災メールによる情報配信  ●購買契約事務 ●男女平等センター相談室の運営、
女性相談 

●職員の安全衛生 
●防犯対策 

●郵便・文書交換便等関係業務 
●契約関係事務（請負契約等） 
●検査関係事務 
●収納管理事務 
●特別区民税・都民税賦課事務 
●特別区民税等滞納整理事務 
●調査及び証明事務 

●審査請求・訴訟事務及び情報公開業務等 
●例規の制定・改廃事務 
●職員定数・人員配置 
●給与支給事務（正規職員及び会計
年度任用職員） 

●公務災害補償 

17 

区民部 
 ●戸籍関係事務（受付・審査・記載決 

裁） 
●住民票異動・印鑑登録事務（受付・入力・審査）  
●各種証明発行事務 

●中小企業等資金融資あっせん 
 

 ●収容施設業務 
5 

アカデミー推進部       0 

福祉部 

 ●心身障害者（児）短期保護事業  ●民生・児童委員関係事務 
●緊急ショートステイ事業 
●地域包括支援センター運営 
●障害福祉サービス、障害児通所支 
援等支給決定事務 

●自立支援医療(更生医療）の支給決定事務 
●補装具費の支給事務 
●日常生活用具の給付事務 
●障害者基幹相談支援センター運営 
●介護保険相談窓口運営 
●介護保険システム運用事務 
●介護保険認定調査業務 
●資格保険料事務 
●国民健康保険資格賦課事務 
●国民健康保険給付事務 
●国民健康保険収納・徴収事務 

●後期高齢者医療制度資格事務 
●後期高齢者医療制度給付事務 

●区営住宅等各種住宅の管理運営 
●緊急一時保護事業 
●高齢者自立生活支援事業 
●在宅高齢者支援 
●国民年金事務 
●後期高齢者医療制度収納事務 

24 

子ども家庭部 
●保育園情報の配信（保育園情報配
信システム） 

 ●総合相談事業 ●区立保育園の運営（特定園）   
3 

保健衛生部 

●感染症対策 ●食中毒対策 
●微生物検査業務 

 ●食品衛生監視 
●薬事衛生監視 
●受水槽等給水施設調査及び指導 
●環境衛生監視 
●建築物等衛生監視 
●ねずみ害虫駆除対策 
●母子健康手帳交付 
●障害福祉サービス・障害児通所支
援・地域生活支援事業 

●狂犬病予防 ●収去品等の検査 
●地域安心生活支援事業 
●公害健康被害補償給付事務 
●メンタルヘルス 
●母子保健事業 17 

都市計画部 
     ●区民住宅等各種住宅の管理運営 

●建築指導事務 
2 

土木部 
   ●交通安全対策  ●道路維持工事 

●街路灯・保安灯維持 
●交通安全施設維持 

4 

資源環境部 
  ●廃棄物の収集・運搬（可燃ごみ） 

●公害対策 
 ●廃棄物の収集・運搬（不燃ごみ等）  

3 

施設管理部 ●文京シビックセンター維持管理 ●区有施設維持管理 ●区有施設整備    3 

会計管理室   ●出納事務・書類審査事務    1 

教育推進部 

●学校・幼稚園等情報の配信（学校・
幼稚園等情報配信システム） 

 ●校園舎等各種整備（小・中・幼） ●区立学校・幼稚園運営管理 
 

●就学入園事務 
●学校支援関係事業 
●総合相談事業（教育センター） 
●学校と家庭の連携推進事業 
●児童発達支援・放課後等デイサー 
ビス 

●飲料水等水質検査 
●学童保育事業 
●児童館等運営 

11 

監査事務局       0 

選挙管理委員会事務局       0 

区議会事務局       0 

合計 10 5 10 32 16 25 98 
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４ 部署別非常時優先業務（時系列表） 
企画政策部企画課 ……………………………………………………………………………… 18 

   企画政策部財政課 ……………………………………………………………………………… 19 
   企画政策部広報課 ……………………………………………………………………………… 20 
   企画政策部情報政策課 ………………………………………………………………………… 21 
   総務部総務課 …………………………………………………………………………………… 22 
   総務部職員課 …………………………………………………………………………………… 23 
   総務部契約管財課 ……………………………………………………………………………… 24 
   総務部税務課 …………………………………………………………………………………… 25 
   総務部危機管理課 ……………………………………………………………………………… 26 
   総務部防災課 …………………………………………………………………………………… 27 
   区民部区民課 …………………………………………………………………………………… 28 
   区民部経済課 …………………………………………………………………………………… 30 
   区民部戸籍住民課 ……………………………………………………………………………… 32 

アカデミー推進部アカデミー推進課 ………………………………………………………… 34 
   アカデミー推進部スポーツ振興課 …………………………………………………………… 36 
   福祉部福祉政策課 ……………………………………………………………………………… 38 
   福祉部高齢福祉課 ……………………………………………………………………………… 39 
   福祉部障害福祉課 ……………………………………………………………………………… 40 
   福祉部生活福祉課 ……………………………………………………………………………… 41 
   福祉部介護保険課 ……………………………………………………………………………… 42 
   福祉部国保年金課 ……………………………………………………………………………… 43 
   子ども家庭部子育て支援課 …………………………………………………………………… 45 
   子ども家庭部幼児保育課 ……………………………………………………………………… 46 
   子ども家庭部子ども家庭センター …………………………………………………………… 47 
   保健衛生部生活衛生課 ………………………………………………………………………… 48 
   保健衛生部健康推進課 ………………………………………………………………………… 49 
   保健衛生部予防対策課 ………………………………………………………………………… 50 
   保健衛生部保健サービスセンター …………………………………………………………… 51 
   都市計画部都市計画課 ………………………………………………………………………… 52 
   都市計画部地域整備課 ………………………………………………………………………… 53 
   都市計画部住環境課 …………………………………………………………………………… 54 
   都市計画部建築指導課 ………………………………………………………………………… 55 
   土木部管理課 …………………………………………………………………………………… 56 
   土木部道路課 …………………………………………………………………………………… 57 
   土木部みどり公園課 …………………………………………………………………………… 58 
   資源環境部環境政策課 ………………………………………………………………………… 59 
   資源環境部リサイクル清掃課 ………………………………………………………………… 61 
   資源環境部文京清掃事務所 …………………………………………………………………… 63 
   施設管理部施設管理課 ………………………………………………………………………… 65 
   施設管理部保全技術課 ………………………………………………………………………… 66 
   施設管理部整備技術課 ………………………………………………………………………… 67 
   会計管理室 ……………………………………………………………………………………… 68 
   教育推進部教育総務課 ………………………………………………………………………… 69 
   教育推進部学務課 ……………………………………………………………………………… 70 
   教育推進部教育指導課 ………………………………………………………………………… 71 
   教育推進部児童青少年課 ……………………………………………………………………… 72 
   教育推進部教育センター ……………………………………………………………………… 74 
   教育推進部真砂中央図書館 …………………………………………………………………… 75 
   監査事務局 ……………………………………………………………………………………… 76 
   選挙管理委員会事務局 ………………………………………………………………………… 78 
   区議会事務局 …………………………………………………………………………………… 79 
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部署名：企画政策部企画課  災対部局名：災対情報部 

目標 
開始 
時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 
優先度Ａ 

３時間以内 
・防災行政無線の管理及び統制(P.86) 

 ①防災センターの情報機器類の全起動・点検 

 

優先度Ｂ 

24時間以内 
・情報の収集及び整理(P.85) 

 ①地区の情報の収集 

②災害情報の収集と管理 

・防災行政無線の管理及び統制(P.86) 

 ②防災行政無線等の管理・統制 

・本部の指示、要請及び情報の伝達(P.87) 

 ①災対各部の情報収集、災対各部への情報伝  

  達 

・広報活動(P.88) 

 ①広報媒体（ホームページ・エリアメール・

LINE・ツイッター・フェイスブック）によ

る情報の提供 

 ②報道機関への広報要請 

 ⑦外国語広報 

・災害資料の収集及び記録(P.90) 

 ①災害対応状況の記録作成 

 ②被害状況の映像等による記録作成 

 

優先度Ｃ 

３日以内 
・広報活動(P.88) 

 ⑤報道機関への情報発表 

・広聴活動(P.89) 

 ①区民相談窓口の設置 

・災害対策予算(P.91) 

 ①災害会計全般の予算編成、集計等の管理 

 

優先度Ｄ 

１週間以内 
・広報活動(P.88) 

 ③区報臨時号の刊行 

 ④ＴＶ番組作成及び文京区民チャンネルによ

る配信 

⑥臨時災害ＦＭ放送局開設・準備 

・広聴活動(P.89) 

 ②巡回相談班の編成及び専門家による巡回相

談の実施 

 ③外国語・手話通訳等相談対応 

 

優先度Ｅ 

２週間以内 
・災害復旧及び復興計画の立案(P.92) 

 ①災害復旧計画の立案 

 

優先度Ｆ 

１か月以内 
・災害復旧及び復興計画の立案(P.92) 

 ②災害復興計画の立案 
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部署名：企画政策部財政課  災対部局名：災対情報部 

目標 
開始 
時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 
優先度Ａ 

３時間以内 
・防災行政無線の管理及び統制(P.86) 

 ①防災センターの情報機器類の全起動・点検 

 

優先度Ｂ 

24時間以内 
・情報の収集及び整理(P.85) 

 ①地区の情報の収集 

②災害情報の収集と管理 

・防災行政無線の管理及び統制(P.86) 

 ②防災行政無線等の管理・統制 

・本部の指示、要請及び情報の伝達(P.87) 

 ①災対各部の情報収集、災対各部への情報伝  

  達 

・広報活動(P.88) 

 ①広報媒体（ホームページ・エリアメール・

LINE・ツイッター・フェイスブック）によ

る情報の提供 

 ②報道機関への広報要請 

 ⑦外国語広報 

・災害資料の収集及び記録(P.90) 

 ①災害対応状況の記録作成 

 ②被害状況の映像等による記録作成 

 

優先度Ｃ 

３日以内 
・広報活動(P.88) 

 ⑤報道機関への情報発表 

・広聴活動(P.89) 

 ①区民相談窓口の設置 

・災害対策予算(P.91) 

 ①災害会計全般の予算編成、集計等の管理 

・予算の総括(P.165) 

 ①予算の編成作業 

優先度Ｄ 

１週間以内 
・広報活動(P.88) 

 ③区報臨時号の刊行 

 ④ＴＶ番組作成及び文京区民チャンネルによ

る配信 

⑥臨時災害ＦＭ放送局開設・準備 

・広聴活動(P.89) 

 ②巡回相談班の編成及び専門家による巡回相

談の実施 

 ③外国語・手話通訳等相談対応 

・都区財政調整・資金調達(P.166) 

 ①支出に伴う費目と数値の把握 

 ②財源確保と資金調達の調整 

優先度Ｅ 

２週間以内 
・災害復旧及び復興計画の立案(P.92) 

 ①災害復旧計画の立案 

 

優先度Ｆ 

１か月以内 
・災害復旧及び復興計画の立案(P.92) 

 ②災害復興計画の立案 
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部署名：企画政策部広報課  災対部局名：災対情報部 

目標 
開始 
時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 
優先度Ａ 

３時間以内 
・防災行政無線の管理及び統制(P.86) 

 ①防災センターの情報機器類の全起動・点検 

・ホームページ運用(P.167) 

 ①緊急事態情報収集の初動 

 ②情報発信 

・報道対応(P.168) 

 ①緊急事態情報収集の初動 

 ②情報発信 

・有線テレビ広報活動(P.169) 

 ①緊急事態情報収集の初動 

 ②情報発信 
優先度Ｂ 

24時間以内 
・情報の収集及び整理(P.85) 

 ①地区の情報の収集 

②災害情報の収集と管理 

・防災行政無線の管理及び統制(P.86) 

 ②防災行政無線等の管理・統制 

・本部の指示、要請及び情報の伝達(P.87) 

 ①災対各部の情報収集、災対各部への情報伝 

  達 

・広報活動(P.88) 

 ①広報媒体（ホームページ・エリアメール・ 

LINE・ツイッター・フェイスブック）による 

情報の提供 

 ②報道機関への広報要請 

 ⑦外国語広報 

・災害資料の収集及び記録(P.90) 

 ①災害対応状況の記録作成 

 ②被害状況の映像等による記録作成 

 

優先度Ｃ 

３日以内 
・広報活動(P.88) 

 ⑤報道機関への情報発表 

・広聴活動(P.89) 

 ①区民相談窓口の設置 

・災害対策予算(P.91) 

 ①災害会計全般の予算編成、集計等の管理 

 

優先度Ｄ 

１週間以内 
・広報活動(P.88) 

 ③区報臨時号の刊行 

 ④ＴＶ番組作成及び文京区民チャンネルによ

る配信 

⑥臨時災害ＦＭ放送局開設・準備 

・広聴活動(P.89) 

 ②巡回相談班の編成及び専門家による巡回相

談の実施 

 ③外国語・手話通訳等相談対応 

 

優先度Ｅ 

２週間以内 
・災害復旧及び復興計画の立案(P.92) 

 ①災害復旧計画の立案 

 

優先度Ｆ 

１か月以内 
・災害復旧及び復興計画の立案(P.92) 

 ②災害復興計画の立案 
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部署名：企画政策部情報政策課  災対部局名：災対情報部 

目標 
開始 
時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 
優先度Ａ 

３時間以内 
・防災行政無線の管理及び統制(P.86) 

 ①防災センターの情報機器類の全起動・点検 

・内部情報システムの運営(P.170) 

 ①内部情報システムのサーバ等機器の点検 

 ②状況及び対応の周知 

・庁内ネットワークの運営(P.171) 

 ①ネットワーク機器の点検 

②状況及び対応の周知 
優先度Ｂ 

24時間以内 
・情報の収集及び整理(P.85) 

 ①地区の情報の収集 

②災害情報の収集と管理 

・防災行政無線の管理及び統制(P.86) 

 ②防災行政無線等の管理・統制 

・本部の指示、要請及び情報の伝達(P.87) 

 ①災対各部の情報収集、災対各部への情報伝  

  達 

・広報活動(P.88) 

 ①広報媒体（ホームページ・エリアメール・

LINE・ツイッター・フェイスブック）によ

る情報の提供 

 ②報道機関への広報要請 

 ⑦外国語広報 

・災害資料の収集及び記録(P.90) 

 ①災害対応状況の記録作成 

 ②被害状況の映像等による記録作成 

 

優先度Ｃ 

３日以内 
・広報活動(P.88) 

 ⑤報道機関への情報発表 

・広聴活動(P.89) 

 ①区民相談窓口の設置 

・災害対策予算(P.91) 

 ①災害会計全般の予算編成、集計等の管理 

 

優先度Ｄ 

１週間以内 
・広報活動(P.88) 

③区報臨時号の刊行 

 ④ＴＶ番組作成及び文京区民チャンネルによ

る配信 

⑥臨時災害ＦＭ放送局開設・準備 

・広聴活動(P.89) 

 ②巡回相談班の編成及び専門家による巡回相

談の実施 

 ③外国語・手話通訳等相談対応 

・住民情報システムの運営(P.172) 

 ①住民情報システムのサーバ等機器の点検 

 ②状況及び対応の周知 

 

優先度Ｅ 

２週間以内 
・災害復旧及び復興計画の立案(P.92) 

 ①災害復旧計画の立案 

 

優先度Ｆ 

１か月以内 
・災害復旧及び復興計画の立案(P.92) 

 ②災害復興計画の立案 
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部署名：総務部総務課  災対部局名：災対本部事務局・災対総務部 

目標 
開始 
時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 
優先度Ａ 

３時間以内 
・本部の庶務及び統括(P.80) 
 ①災害対策本部の設置と運営 
②本部長室の設置と運営 

・災害情報の分析及び対策立案(P.81) 
 ①被害状況の報告 
・東京都災害対策本部及び関係機関との連絡

(P.83) 
①情報連絡窓口の設置 

・応援要請業務(P.84) 
 ①都、協定自治体等への応援要請（総合的な

受援） 
・職員の配置及び支援(P.93) 

①職員の把握及び動員配備の指示 
・所管施設の災害対策及び復旧等(P.95) 

①所管施設の被害調査及び復旧、ライフライ
ンの維持 

 

優先度Ｂ 

24時間以内 
・災害情報の分析及び対策立案(P.81) 
②災対各部からの状況把握と活動の推進 

・本部の指示及び要請の発議(P.82) 
①部長会議の開催 

・東京都災害対策本部及び関係機関との連絡
(P.83) 
②東京都、関係機関との連絡調整 

・応援要請業務(P.84) 
②都を通じた自衛隊の災害派遣要請 

・支援職員等の受入れ(P.94) 
 ①応援者の受入れ 
 ②応援者への物資等の支援 
・区議会への対応(P.98) 

①区議会地震等災害対策本部の設置 

 

優先度Ｃ 

３日以内 
・職員の配置及び支援(P.93) 
 ②労務管理・食事・生活物資等の支援 
・現金及び物品の出納及び保管(P.96) 
②現場等での支払に必要な現金の確保 

・区有施設の被害調査の統括(P.97) 
 ①各部課が行う被害・設備の被害・損失調査

の集計 
・区議会への対応(P.98) 

②安否確認、情報提供等の運営 

 

優先度Ｄ 

１週間以内 
・現金及び物品の出納及び保管(P.96) 

①対策実施に関する委託契約等の経理処理の
統括 

・男女平等センター相談室の運営、女性相談(P.176)  
①相談場所の確保 
②女性相談員、カウンセラー等の確保 
③相談の再開 

優先度Ｅ 

２週間以内 
 ・郵便・文書交換便等関係業務(P.173) 

 ①郵便等の発送、受取等業務の再開 
 ②出先機関及び都庁との交換便運行の再開 

優先度Ｆ 

１か月以内 
 ・審査請求・訴訟事務及び情報公開業務等(P.174)  

 ①受付対応 
・例規の制定・改廃事務(P.175) 
 ①議案の作成・区議会への送付 
 ②規則の制定・改廃文の作成 
 ③制定・改廃例規の公布 
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部署名：総務部職員課  災対部局名：災対本部事務局・災対総務部 

目標 
開始 
時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 
優先度Ａ 

３時間以内 
・本部の庶務及び統括(P.80) 
 ①災害対策本部の設置と運営 
②本部長室の設置と運営 

・災害情報の分析及び対策立案(P.81) 
 ①被害状況の報告 
・東京都災害対策本部及び関係機関との連絡(P.83)  
①情報連絡窓口の設置 

・応援要請業務(P.84) 
 ①都、協定自治体等への応援要請（総合的な受援） 
・職員の配置及び支援(P.93) 

①職員の把握及び動員配備の指示 

・所管施設の災害対策及び復旧等(P.95) 

①所管施設の被害調査及び復旧、ライフライ

ンの維持 

 

優先度Ｂ 

24時間以内 
・災害情報の分析及び対策立案(P.81) 
②災対各部からの状況把握と活動の推進 

・本部の指示及び要請の発議(P.82) 
①部長会議の開催 

・東京都災害対策本部及び関係機関との連絡(P.83) 
②東京都、関係機関との連絡調整 

・応援要請業務(P.84) 
②都を通じた自衛隊の災害派遣要請 

・支援職員等の受入れ(P.94) 
 ①応援者の受入れ 
 ②応援者への物資等の支援 
・区議会への対応(P.98) 

①区議会地震等災害対策本部の設置 

 

優先度Ｃ 

３日以内 
・職員の配置及び支援(P.93) 
 ②労務管理・食事・生活物資等の支援 
・現金及び物品の出納及び保管(P.96) 
②現場等での支払に必要な現金の確保 

・区有施設の被害調査の統括(P.97) 
 ①各部課が行う被害・設備の被害・損失調査

の集計 
・区議会への対応(P.98) 

②安否確認、情報提供等の運営 

 

優先度Ｄ 

１週間以内 
・現金及び物品の出納及び保管(P.96) 

①対策実施に関する委託契約等の経理処理の統括  

・職員の安全衛生(P.179) 

①健康等に関する広報活動、労働環境の実態把握 
優先度Ｅ 

２週間以内 
 ・職員の安全衛生(P.179) 

 ②カウンセリング等の実施 
優先度Ｆ 

１か月以内 
 ・職員定数・人員配置(P.177) 

 ①人員配置の検討 

・給与支給事務（正規職員及び会計年度任用職

員）(P.178) 

 ①システム等の稼働確認、復旧 

②給与支給事務の実施 

・公務災害補償(P.180) 

①公務又は通勤による傷病又は精神疾患の申

請者の把握 

 ②補償等の手続の実施 
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部署名：総務部契約管財課  災対部局名：災対土木部 

目標 
開始 
時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 
優先度Ａ 

３時間以内 
  

優先度Ｂ 

24時間以内 
・倒壊家屋等からの救出及び救護活動(P.152) 

①要救助情報の収集 

②関係機関との調整、資機材等の調達 

③救助、救護活動 

・水防に関する業務(P.153) 

 ①浸水危険箇所の巡回調査 

②浸水危険の防除、応急復旧 

・障害物の除去(P.154) 

 ①道路の巡回調査 

 ②道路の障害物の除去 

・道路、橋梁等の災害対策及び復旧等(P.155) 

 ①道路、橋梁、公共溝渠の被害調査 

 ②道路、橋梁、公共溝渠の応急復旧 

・飲料水の配送(P.157) 

 ①給水計画の作成 

 ②給水容器、給水車等の確保 

 ③区設置貯水槽からの給水 

・備蓄物資、救援物資、食糧及び資材の輸送

(P.158) 

 ①車両の調達 

④ヘリコプター輸送の要請、離着陸場の運用 

 

優先度Ｃ 

３日以内 
・公園等の災害対策及び復旧等(P.156) 

 ①公園等の被害調査 

 ②公園等の応急復旧 

・備蓄物資、救援物資、食糧及び資材の輸送

(P.158) 

 ②輸送車両の配車 

 ③燃料の確保 

 ⑤防災船着場の運用 

・購買契約事務(P.183) 

①緊急性の高い購買契約関係事務 

優先度Ｄ 

１週間以内 
  

優先度Ｅ 

２週間以内 
 ・契約関係事務（請負契約等）(P.181) 

 ①緊急性の高い契約関係事務 

・検査関係事務(P.182) 

 ①緊急性の高い検査係事務 
優先度Ｆ 

１か月以内 
・障害物の除去(P.154) 

③土石、竹木等の除去 

・契約関係事務（請負契約等）(P.181) 

 ②通常の契約関係事務 

・検査関係事務(P.182) 

 ②通常の検査事務の再開 

・購買契約事務(P.183) 

 ②通常の購買契約関係事務 

  



 

25 

部署名：総務部税務課  災対部局名：避難所運営部 

目標 
開始 
時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 
優先度Ａ 

３時間以内 
・避難所の開設及び運営管理(P.115) 

①避難誘導 
②避難所の開設・運営 
③避難場所の開設・運営・相談受付 

 

優先度Ｂ 

24時間以内 
・妊産婦・乳児救護所の開設及び運営管理 

(P.116) 
①妊産婦・乳児救護所の開設 
②妊産婦・乳児の受入れ 

・学校教育施設の災害対策及び復旧等(P.118) 
①被害調査、応急危険度判定 

 

優先度Ｃ 

３日以内 
・児童施設の災害対策及び復旧等(P.117) 
①被害調査、応急危険度判定 
②被災度区分判定調査 

・学校教育施設の災害対策及び復旧等(P.118) 
②被災度区分判定調査 

・区立図書館の災害対策及び復旧等(P.119) 
①被害調査、応急危険度判定 
②被災度区分判定調査 

・特別区民税・都民税賦課事務(P.185) 
 ③住民の相談対応 
 

優先度Ｄ 

１週間以内 
・妊産婦・乳児救護所の開設及び運営管理 

(P.116) 
③他地区（他自治体）への移送 

 

優先度Ｅ 

２週間以内 
・児童施設の災害対策及び復旧等(P.117) 
③施設の復旧対策 

・学校教育施設の災害対策及び復旧等(P.118) 
③施設の復旧対策 

・区立図書館の災害対策及び復旧等(P.119) 
③施設の復旧対策 

・国民健康保険料の減免又は徴収猶予(P.121) 
①担当窓口の設置 
②事務の取扱い 

・国民年金保険料の免除(P.122) 
①担当窓口の設置 
②事務の取扱い 

・区税等の徴収猶予又は減額若しくは免除
(P.123) 
①担当窓口の設置 
②事務の取扱い 

・収納管理事務(P.184) 
 ①情報機器類の起動・点検 
②税情報システム稼働の確認・点検 
③他課等（会計管理室、指定金融機関等）の連 
携確認 

④未処理データ等の処理 
・特別区民税・都民税賦課事務(P.185) 
 ①住民税システム稼働確認作業 
②未処理帳票等の入力作業 

・特別区民税等滞納整理事務(P.186) 
 ①情報機器類の起動確認及び点検 
②他課等（会計管理室等）の連携確認 
③未処理データ等の処理 

・調査及び証明事務(P.187) 
①税情報システムの起動確認及び点検 

 
優先度Ｆ 

１か月以内 
・被災した児童及び生徒への学用品等の支給 

(P.120) 
①被災児童及び生徒の把握 
②学用品等の確保及び支給 
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部署名：総務部危機管理課  災対部局名：災対本部事務局 

目標 
開始 
時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 
優先度Ａ 

３時間以内 
・本部の庶務及び統括(P.80) 

 ①災害対策本部の設置と運営 

②本部長室の設置と運営 

・災害情報の分析及び対策立案(P.81) 

 ①被害状況の報告 

・東京都災害対策本部及び関係機関との連絡

(P.83) 

①情報連絡窓口の設置 

・応援要請業務(P.84) 

 ①都、協定自治体等への応援要請（総合的な

受援） 

・安心・防災メールによる情報配信(P.188) 

①情報の収集・集約及び事実確認 

②メール登録者への情報配信 

優先度Ｂ 

24時間以内 
・災害情報の分析及び対策立案(P.81) 

②災対各部からの状況把握と活動の推進 

・本部の指示及び要請の発議(P.82) 

 ①部長会議の開催 

・東京都災害対策本部及び関係機関との連絡

(P.83) 

②東京都、関係機関との連絡調整 

・応援要請業務(P.84) 

②都を通じた自衛隊の災害派遣要請 

 

優先度Ｃ 

３日以内 
  

優先度Ｄ 

１週間以内 
 ・防犯対策(P.189) 

 ①青色防犯パトロールの実施 

②広報活動 
優先度Ｅ 

２週間以内 
  

優先度Ｆ 

１か月以内 
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部署名：総務部防災課  災対部局名：災対本部事務局 

目標 
開始 
時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 
優先度Ａ 

３時間以内 
・本部の庶務及び統括(P.80) 

 ①災害対策本部の設置と運営 

②本部長室の設置と運営 

・災害情報の分析及び対策立案(P.81) 

 ①被害状況の報告 

・東京都災害対策本部及び関係機関との連絡

(P.83) 

①情報連絡窓口の設置 

・応援要請業務(P.84) 

 ①都、協定自治体等への応援要請（総合的な

受援） 

・安心・防災メールによる情報配信(P.188) 

①情報の収集・集約及び事実確認 

②メール登録者への情報配信 

優先度Ｂ 

24時間以内 
・災害情報の分析及び対策立案(P.81) 

②災対各部からの状況把握と活動の推進 

・本部の指示及び要請の発議(P.82) 

①部長会議の開催 

・東京都災害対策本部及び関係機関との連絡

(P.83) 

②東京都、関係機関との連絡調整 

・応援要請業務(P.84) 

②都を通じた自衛隊の災害派遣要請 

 

優先度Ｃ 

３日以内 
  

優先度Ｄ 

１週間以内 
  

優先度Ｅ 

２週間以内 
  

優先度Ｆ 

１か月以内 
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部署名：区民部区民課  災対部局名：災対区民部 

目標 
開始 
時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 
優先度Ａ 

３時間以内 
  

優先度Ｂ 

24時間以内 
・地域における情報収集、救出及び救護活動

(P.99) 

①被害情報の収集、区民への情報提供 

③救助資機材の準備、救助活動、負傷者の搬

送 

・帰宅困難者の支援(P.100) 

 ①帰宅情報等の提供 

 ②一時滞在施設の開設・運営（文京シビック

センター・文京スポーツセンター・東京ドー

ム等） 

・各種民間団体等との連絡及び調整(P.103) 

 ①各災害対策における民間団体等との連絡調

整 

・所管施設の災害対策及び被害調査(P.110) 

 ①所管施設の被害調査及び復旧、ライフライ

ンの維持 

 

優先度Ｃ 

３日以内 
・地域における情報収集、救出及び救護活動

(P.99) 

②地域活動センターでの広聴活動（地域活動

センターの通常業務と兼務） 

・一般ボランティアの受入れ、総合調整及び活

動支援(P.101) 

①文京区災害ボランティアセンターの開設（文

京区社会福祉協議会との調整） 

②ボランティアの受入れ（ボランティアニー

ズ把握と派遣依頼） 

・救援物資及び食糧の受入れ、保管及び配分

(P.102) 

 ①輸送拠点（集結地）の開設・運営 

 ②食品、生活必需品等の確保 

 ③食品、生活必需品等の配付 

 ④食品、生活必需品等の配送管理 

・被災工場の実態調査及び公害防除(P.104) 

 ①被災工場の実態調査（被災した場合） 

②危険物漏出等の防除対策（危険物漏出等が 

あった場合） 

・環境モニタリング(P.105) 

 ①空間放射線量の測定等の対策 

 ②飛散性アスベストの測定等の対策 

・災害廃棄物、し尿等の処理(P.106) 

 ①ごみ処理活動 

 ②仮設トイレ等の設置、管理 

 ③し尿の収集処理 

 ④がれきの収集処理 

・遺体埋葬・火葬許可書の発行(P.109) 

 ①広域火葬の実施 
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部署名：区民部区民課  災対部局名：災対区民部 

目標 
開始 
時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 
優先度Ｄ 

１週間以内 
・災害廃棄物、し尿等の処理(P.106) 

⑤倒壊建物の解体・撤去 

 

優先度Ｅ 

２週間以内 
・住家被害認定調査(P.111) 

①住家被害認定調査の準備（班編成、資機材） 

②住家被害認定調査の実施 

③再調査の実施 

・り災証明書の発行(P.112) 

①り災証明書発行窓口の設置、資機材等の準 

備 

②り災証明書の発行・再発行の実施 

・義援金品等の支給(P.113) 

 ①義援金品の受付募集 

 ②義援金品の配分活動 

・融資等の支援対策(P.114) 

 ①融資等に関する広報 

 ②窓口における相談、手続等 

 

優先度Ｆ 

１か月以内 
 ・収容施設業務(P.190) 

 ①収容施設での収容業務再開 
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部署名：区民部経済課  災対部局名：災対区民部 

目標 
開始 
時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 
優先度Ａ 

３時間以内 
  

優先度Ｂ 

24時間以内 
・地域における情報収集、救出及び救護活動

(P.99) 

①被害情報の収集、区民への情報提供 

③救助資機材の準備、救助活動、負傷者の搬

送 

・帰宅困難者の支援(P.100) 

 ①帰宅情報等の提供 

 ②一時滞在施設の開設・運営（文京シビック

センター・文京スポーツセンター・東京ドー

ム等） 

・各種民間団体等との連絡及び調整(P.103) 

 ①各災害対策における民間団体等との連絡調

整 

・所管施設の災害対策及び被害調査(P.110) 

 ①所管施設の被害調査及び復旧、ライフライ

ンの維持 

 

優先度Ｃ 

３日以内 
・地域における情報収集、救出及び救護活動

(P.99) 

②地域活動センターでの広聴活動（地域活動

センターの通常業務と兼務） 

・一般ボランティアの受入れ、総合調整及び活

動支援(P.101) 

①文京区災害ボランティアセンターの開設（文

京区社会福祉協議会との調整） 

②ボランティアの受入れ（ボランティアニー

ズ把握と派遣依頼） 

・救援物資及び食糧の受入れ、保管及び配分

(P.102) 

 ①輸送拠点（集結地）の開設・運営 

 ②食品、生活必需品等の確保 

 ③食品、生活必需品等の配付 

 ④食品、生活必需品等の配送管理 

・被災工場の実態調査及び公害防除(P.104) 

 ①被災工場の実態調査（被災した場合） 

②危険物漏出等の防除対策（危険物漏出等が 

あった場合） 

・環境モニタリング(P.105) 

 ①空間放射線量の測定等の対策 

 ②飛散性アスベストの測定等の対策 

・災害廃棄物、し尿等の処理(P.106) 

 ①ごみ処理活動 

 ②仮設トイレ等の設置、管理 

 ③し尿の収集処理 

 ④がれきの収集処理 

・遺体埋葬・火葬許可書の発行(P.109) 

 ①広域火葬の実施 
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部署名：区民部経済課  災対部局名：災対区民部 

目標 
開始 
時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 
優先度Ｄ 

１週間以内 
・災害廃棄物、し尿等の処理(P.106) 

⑤倒壊建物の解体・撤去 

・中小企業等資金融資あっせん(P.191) 

①緊急性の高い融資あっせん事務の再開 
優先度Ｅ 

２週間以内 
・住家被害認定調査(P.111) 

①住家被害認定調査の準備（班編成、資機材） 

 ②住家被害認定調査の実施 

 ③再調査の実施 

・り災証明書の発行(P.112) 

①り災証明書発行窓口の設置、資機材等の準 

 備 

 ②り災証明書の発行・再発行の実施 

・義援金品等の支給(P.113) 

 ①義援金品の受付募集 

 ②義援金品の配分活動 

・融資等の支援対策(P.114) 

 ①融資等に関する広報 

 ②窓口における相談、手続等 

 

優先度Ｆ 

１か月以内 
 ・中小企業等資金融資あっせん(P.191) 

 ②全ての融資あっせん事務の再開 
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部署名：区民部戸籍住民課  災対部局名：災対区民部 

目標 
開始 
時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 
優先度Ａ 

３時間以内 
  

優先度Ｂ 

24時間以内 
・地域における情報収集、救出及び救護活動

(P.99) 

①被害情報の収集、区民への情報提供 

③救助資機材の準備、救助活動、負傷者の搬

送 

・帰宅困難者の支援(P.100) 

 ①帰宅情報等の提供 

 ②一時滞在施設の開設・運営（文京シビック

センター・文京スポーツセンター・東京ドー

ム等） 

・各種民間団体等との連絡及び調整(P.103) 

 ①各災害対策における民間団体等との連絡調

整 

・所管施設の災害対策及び被害調査(P.110) 

 ①所管施設の被害調査及び復旧、ライフライ

ンの維持 

・戸籍関係事務（受付・審査・記載決裁）(P.192) 

 ①死亡届・出生届の受付開始 

 ②執務環境の確保 

・住民票異動・印鑑登録事務（受付・入力・審

査）(P.193) 

 ①当面の住民異動事務等の再開 

 

優先度Ｃ 

３日以内 
・地域における情報収集、救出及び救護活動

(P.99) 

②地域活動センターでの広聴活動（地域活動

センターの通常業務と兼務） 

・一般ボランティアの受入れ、総合調整及び活

動支援(P.101) 

①文京区災害ボランティアセンターの開設（文

京区社会福祉協議会との調整） 

②ボランティアの受入れ（ボランティアニー

ズ把握と派遣依頼） 

・救援物資及び食糧の受入れ、保管及び配分

(P.102) 

 ①輸送拠点（集結地）の開設・運営 

 ②食品、生活必需品等の確保 

 ③食品、生活必需品等の配付 

 ④食品、生活必需品等の配送管理 

・被災工場の実態調査及び公害防除(P.104) 

 ①被災工場の実態調査（被災した場合） 

②危険物漏出等の防除対策（危険物漏出等が 

あった場合） 

・環境モニタリング(P.105) 

 ①空間放射線量の測定等の対策 

 ②飛散性アスベストの測定等の対策 

・災害廃棄物、し尿等の処理(P.106) 

 ①ごみ処理活動 

 ②仮設トイレ等の設置、管理 

 ③し尿の収集処理 

 ④がれきの収集処理 

・遺体埋葬・火葬許可書の発行(P.109) 

 ①広域火葬の実施 

・戸籍関係事務（受付・審査・記載決裁）(P.192) 

 ③戸籍関係事務の再開 

・住民票異動・印鑑登録事務（受付・入力・審

査）(P.193) 

 ②システム復旧後の住民異動事務等の再開 

・各種証明発行事務 

 ①各種証明発行業務（窓口）の再開 
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部署名：区民部戸籍住民課  災対部局名：災対区民部 

目標 
開始 
時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 
優先度Ｄ 

１週間以内 
・災害廃棄物、し尿等の処理(P.106) 

⑤倒壊建物の解体・撤去 

 

優先度Ｅ 

２週間以内 
・住家被害認定調査(P.110) 

①住家被害認定調査の準備（班編成、資機材） 

 ②住家被害認定調査の実施 

 ③再調査の実施 

・り災証明書の発行(P.111) 

①り災証明書発行窓口の設置、資機材等の準

備 

 ②り災証明書の発行・再発行の実施 

・義援金品等の支給(P.112) 

 ①義援金品の受付募集 

 ②義援金品の配分活動 

・融資等の支援対策(P.113) 

 ①融資等に関する広報 

 ②窓口における相談、手続等 

・各種証明発行事務(P.194) 

 ②各種証明発行業務（郵送）の再開 

優先度Ｆ 

１か月以内 
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部署名：アカデミー推進部アカデミー推進課  災対部局名：災対区民部 

目標 
開始 
時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 
優先度Ａ 

３時間以内 
  

優先度Ｂ 

24時間以内 
・地域における情報収集、救出及び救護活動

(P.99) 

①被害情報の収集、区民への情報提供 

③救助資機材の準備、救助活動、負傷者の搬

送 

・帰宅困難者の支援(P.100) 

 ①帰宅情報等の提供 

 ②一時滞在施設の開設・運営（文京シビック

センター・文京スポーツセンター・東京ドー

ム等） 

・各種民間団体等との連絡及び調整(P.103) 

 ①各災害対策における民間団体等との連絡調

整 

・所管施設の災害対策及び被害調査(P.110) 

 ①所管施設の被害調査及び復旧、ライフライ

ンの維持 

 

優先度Ｃ 

３日以内 
・地域における情報収集、救出及び救護活動

(P.99) 

②地域活動センターでの広聴活動（地域活動

センターの通常業務と兼務） 

・一般ボランティアの受入れ、総合調整及び活

動支援(P.101) 

①文京区災害ボランティアセンターの開設（文

京区社会福祉協議会との調整） 

②ボランティアの受入れ（ボランティアニー

ズ把握と派遣依頼） 

・救援物資及び食糧の受入れ、保管及び配分

(P.102) 

 ①輸送拠点（集結地）の開設・運営 

 ②食品、生活必需品等の確保 

 ③食品、生活必需品等の配付 

 ④食品、生活必需品等の配送管理 

・被災工場の実態調査及び公害防除(P.104) 

 ①被災工場の実態調査（被災した場合） 

②危険物漏出等の防除対策（危険物漏出等が 

あった場合） 

・環境モニタリング(P.105) 

 ①空間放射線量の測定等の対策 

 ②飛散性アスベストの測定等の対策 

・災害廃棄物、し尿等の処理(P.106) 

 ①ごみ処理活動 

 ②仮設トイレ等の設置、管理 

 ③し尿の収集処理 

 ④がれきの収集処理 

・遺体埋葬・火葬許可書の発行(P.109) 

 ①広域火葬の実施 
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部署名：アカデミー推進部アカデミー推進課  災対部局名：災対区民部 

目標 
開始 
時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 
優先度Ｄ 

１週間以内 
・災害廃棄物、し尿等の処理(P.106) 

⑤倒壊建物の解体・撤去 

 

優先度Ｅ 

２週間以内 
・住家被害認定調査(P.111) 

①住家被害認定調査の準備（班編成、資機材） 

 ②住家被害認定調査の実施 

 ③再調査の実施 

・り災証明書の発行(P.112) 

①り災証明書発行窓口の設置、資機材等の準

備 

 ②り災証明書の発行・再発行の実施 

・義援金品等の支給(P.113) 

 ①義援金品の受付募集 

 ②義援金品の配分活動 

・融資等の支援対策(P.114) 

 ①融資等に関する広報 

 ②窓口における相談、手続等 

 

優先度Ｆ 

１か月以内 
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部署名：アカデミー推進部スポーツ振興課  災対部局名：災対区民部 

目標 

開始 

時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 

優先度Ａ 

３時間以内 
  

優先度Ｂ 

24時間以内 
・地域における情報収集、救出及び救護活動

(P.99) 

①被害情報の収集、区民への情報提供 

③救助資機材の準備、救助活動、負傷者の搬

送 

・帰宅困難者の支援(P.100) 

 ①帰宅情報等の提供 

 ②一時滞在施設の開設・運営（文京シビック

センター・文京スポーツセンター・東京ドー

ム等） 

・各種民間団体等との連絡及び調整(P.103) 

 ①各災害対策における民間団体等との連絡調

整 

・所管施設の災害対策及び被害調査(P.110) 

 ①所管施設の被害調査及び復旧、ライフライ

ンの維持 

 

優先度Ｃ 

３日以内 
・地域における情報収集、救出及び救護活動

(P.99) 

②地域活動センターでの広聴活動（地域活動

センターの通常業務と兼務） 

・一般ボランティアの受入れ、総合調整及び活

動支援(P.101) 

①文京区災害ボランティアセンターの開設（文

京区社会福祉協議会との調整） 

②ボランティアの受入れ（ボランティアニー

ズ把握と派遣依頼） 

・救援物資及び食糧の受入れ、保管及び配分

(P.102) 

 ①輸送拠点（集結地）の開設・運営 

 ②食品、生活必需品等の確保 

 ③食品、生活必需品等の配付 

 ④食品、生活必需品等の配送管理 

・被災工場の実態調査及び公害防除(P.104) 

 ①被災工場の実態調査（被災した場合） 

②危険物漏出等の防除対策（危険物漏出等が 

あった場合） 

・環境モニタリング(P.105) 

 ①空間放射線量の測定等の対策 

 ②飛散性アスベストの測定等の対策 

・災害廃棄物、し尿等の処理(P.106) 

 ①ごみ処理活動 

 ②仮設トイレ等の設置、管理 

 ③し尿の収集処理 

 ④がれきの収集処理 

・遺体埋葬・火葬許可書の発行(P.109) 

 ①広域火葬の実施 
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部署名：アカデミー推進部スポーツ振興課  災対部局名：災対区民部 

目標 
開始 
時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 
優先度Ｄ 

１週間以内 
・災害廃棄物、し尿等の処理(P.106) 

⑤倒壊建物の解体・撤去 

 

優先度Ｅ 

２週間以内 
・住家被害認定調査(P.111) 

①住家被害認定調査の準備（班編成、資機材） 

 ②住家被害認定調査の実施 

 ③再調査の実施 

・り災証明書の発行(P.112) 

①り災証明書発行窓口の設置、資機材等の準 

 備 

 ②り災証明書の発行・再発行の実施 

・義援金品等の支給(P.113) 

 ①義援金品の受付募集 

 ②義援金品の配分活動 

・融資等の支援対策(P.114) 

 ①融資等に関する広報 

 ②窓口における相談、手続等 

 

優先度Ｆ 

１か月以内 
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部署名：福祉部福祉政策課  災対部局名：災対福祉部 

目標 

開始 

時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 

優先度Ａ 

３時間以内 
  

優先度Ｂ 

24時間以内 
  

優先度Ｃ 

３日以内 
・要配慮者の安全対策及び支援(P.136) 

 ①避難行動要支援者の安全対策及び救援活動 

 ②物資の配付 

・福祉避難所の運営管理(P.137) 

 ①福祉避難所の開設及び運営 

・避難所外の在宅要配慮者の支援(P.138) 

 ①在宅要配慮者の安否確認等 

・所管施設の災害対策及び復旧等(P.139) 

 ①所管施設の被害調査及び復旧、ライフライ

ンの維持 

・遺体及び行方不明者の捜索及び収容(P.140) 

 ①必要資器材の確保 

②遺体収容所の開設・運営 

③遺体の搬送 

④検視・検案体制の確立 

⑤遺体の引渡し・火葬措置 

 

優先度Ｄ 

１週間以内 
 ・民生・児童委員関係事務(P.195) 

 ①執務環境の確保 

②民生委員・児童委員等の状況確認 

・区営住宅等各種住宅の管理運営(P.196) 

 ①被害状況の確認 
優先度Ｅ 

２週間以内 
・義援金品等の配付(P.141) 

①義援金品の交付事務 

・災害弔慰金、災害障害見舞金等の支給(P.142) 

①災害弔慰金等の交付事務  

 

優先度Ｆ 

１か月以内 
・応急仮設住宅の運営管理(P.143) 

 ①入居者の募集・選定 

 ②入居者の管理 

・区営住宅等各種住宅の管理運営(P.196) 

 ②住宅の管理運営 
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部署名：福祉部高齢福祉課  災対部局名：災対福祉部 

目標 

開始 

時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 

優先度Ａ 

３時間以内 
  

優先度Ｂ 

24時間以内 
  

優先度Ｃ 

３日以内 
・要配慮者の安全対策及び支援(P.136) 

 ①避難行動要支援者の安全対策及び救援活動 

 ②物資の配付 

・福祉避難所の運営管理(P.137) 

 ①福祉避難所の開設及び運営 

・避難所外の在宅要配慮者の支援(P.138) 

 ①在宅要配慮者の安否確認等 

・所管施設の災害対策及び復旧等(P.139) 

 ①所管施設の被害調査及び復旧、ライフライ

ンの維持 

・遺体及び行方不明者の捜索及び収容(P.140) 

 ①必要資器材の確保 

②遺体収容所の開設・運営 

③遺体の搬送 

④検視・検案体制の確立 

⑤遺体の引渡し・火葬措置 

・地域包括支援センター運営(P.197) 

 ①被害状況の確認 

 

優先度Ｄ 

１週間以内 
 ・地域包括支援センター運営(P.197) 

 ②施設職員の体制確認 

③地域包括ケア管理システムの復旧 

・緊急一時保護事業(P.198) 

 ①執務環境の確保 

・高齢者自立生活支援事業(P.199) 

 ①執務環境の確保 

・在宅高齢者支援(P.200) 

 ①執務環境の確保 
優先度Ｅ 

２週間以内 
・義援金品等の配付(P.141) 

①義援金品の交付事務 

・災害弔慰金、災害障害見舞金等の支給(P.142) 

①災害弔慰金等の交付事務  

 

優先度Ｆ 

１か月以内 
・応急仮設住宅の運営管理(P.143) 

 ①入居者の募集・選定 

 ②入居者の管理 

・緊急一時保護事業(P.198) 

 ②緊急性の高い案件から順次対応 

・高齢者自立生活支援事業(P.199) 

 ②緊急性の高い案件から順次対応 

・在宅高齢者支援(P.200) 

 ②緊急性の高い案件から順次対応 
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部署名：福祉部障害福祉課  災対部局名：災対福祉部 

目標 

開始 

時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 

優先度Ａ 

３時間以内 
  

優先度Ｂ 

24時間以内 
 ・心身障害者（児）短期保護事業(P.206) 

①事業再開に向けた状況の把握 

②事業再開 
優先度Ｃ 

３日以内 
・要配慮者の安全対策及び支援(P.136) 

 ①避難行動要支援者の安全対策及び救援活動 

 ②物資の配付 

・福祉避難所の運営管理(P.137) 

 ①福祉避難所の開設及び運営 

・避難所外の在宅要配慮者の支援(P.138) 

 ①在宅要配慮者の安否確認等 

・所管施設の災害対策及び復旧等(P.139) 

 ①所管施設の被害調査及び復旧、ライフライ

ンの維持 

・遺体及び行方不明者の捜索及び収容(P.140) 

 ①必要資器材の確保 

②遺体収容所の開設・運営 

③遺体の搬送 

④検視・検案体制の確立 

⑤遺体の引渡し・火葬措置 

・障害福祉サービス、障害児通所支援等支給決

定事務(P.201) 

 ①訪問等及び資料作成 

・自立支援医療（更生医療）の支給決定事務

(P.202) 

 ①申請書類受付 

・補装具費の支給事務(P.203) 

 ①相談・申請受付 

・日常生活用具の給付事務(P.204) 

 ①相談・申請受付 

・障害者基幹相談支援センター運営(P.205) 

 ①被害状況の確認 

 

優先度Ｄ 

１週間以内 
 ・障害福祉サービス、障害児通所支援等支給決

定事務(P.201) 

 ②支給決定及び受給者証交付 

・自立支援医療（更生医療）の支給決定事務

(P.202) 

 ②受給者証交付 

・補装具費の支給事務(P.203) 

 ②支給決定 

・日常生活用具の給付事務(P.204) 

 ②給付決定 

・障害者基幹相談支援センター運営(P.205) 

 ②施設職員の体制確認 

 ③システムの復旧 
優先度Ｅ 

２週間以内 
・義援金品等の配付(P.141) 

①義援金品の交付事務 

・災害弔慰金、災害障害見舞金等の支給(P.142) 

①災害弔慰金等の交付事務  

 

優先度Ｆ 

１か月以内 
・応急仮設住宅の運営管理(P.143) 

 ①入居者の募集・選定 

 ②入居者の管理 
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部署名：福祉部生活福祉課  災対部局名：災対福祉部 

目標 

開始 

時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 

優先度Ａ 

３時間以内 
  

優先度Ｂ 

24時間以内 
  

優先度Ｃ 

３日以内 
・要配慮者の安全対策及び支援(P.136) 

 ①避難行動要支援者の安全対策及び救援活動 

 ②物資の配付 

・福祉避難所の運営管理(P.137) 

 ①福祉避難所の開設及び運営 

・避難所外の在宅要配慮者の支援(P.138) 

 ①在宅要配慮者の安否確認等 

・所管施設の災害対策及び復旧等(P.139) 

 ①所管施設の被害調査及び復旧、ライフライ

ンの維持 

・遺体及び行方不明者の捜索及び収容(P.140) 

 ①必要資器材の確保 

②遺体収容所の開設・運営 

③遺体の搬送 

④検視・検案体制の確立 

⑤遺体の引渡し・火葬措置 

・男女平等センター相談室の運営、女性相談

(P.176) 

 ①相談場所の確保 

 

優先度Ｄ 

１週間以内 
 ・男女平等センター相談室の運営、女性相談

(P.176) 

 ②女性相談員、カウンセラー等の確保 

 ③相談の再開 
優先度Ｅ 

２週間以内 
・義援金品等の配付(P.141) 

①義援金品の交付事務 

・災害弔慰金、災害障害見舞金等の支給(P.142) 

①災害弔慰金等の交付事務  

 

優先度Ｆ 

１か月以内 
・応急仮設住宅の運営管理(P.143) 

 ①入居者の募集・選定 

 ②入居者の管理 
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部署名：福祉部介護保険課  災対部局名：災対福祉部 

目標 

開始 

時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 

優先度Ａ 

３時間以内 
  

優先度Ｂ 

24時間以内 
  

優先度Ｃ 

３日以内 
・要配慮者の安全対策及び支援(P.136) 

 ①避難行動要支援者の安全対策及び救援活動 

 ②物資の配付 

・福祉避難所の運営管理(P.137) 

 ①福祉避難所の開設及び運営 

・避難所外の在宅要配慮者の支援(P.138) 

 ①在宅要配慮者の安否確認等 

・所管施設の災害対策及び復旧等(P.139) 

 ①所管施設の被害調査及び復旧、ライフライ

ンの維持 

・遺体及び行方不明者の捜索及び収容(P.140) 

 ①必要資器材の確保 

②遺体収容所の開設・運営 

③遺体の搬送 

④検視・検案体制の確立 

⑤遺体の引渡し・火葬措置 

・緊急ショートステイ事業(P.207) 

①施設の被害状況等把握 

・介護保険システム運用事務(P.209) 

①被害状況の確認 

 

優先度Ｄ 

１週間以内 
 ・緊急ショートステイ事業(P.207) 

 ②事業再開 

・介護保険相談窓口運営(P.208) 

 ①被害情報の確認 

②介護サービス事業者の情報収集 

③介護サービスに関する区民等からの問合せ 

への対応 

・介護保険システム運用事務(P.209) 

 ②システム復旧作業及び連絡調整 

 ③他課との連携 

 ④復旧状況の周知 

・介護保険認定調査業務(P.210) 

 ①執務環境の確保 

 ②高齢者あんしん相談センター施設職員の体 

制確認 

・資格保険料事務(P.211) 

 ①被害状況の確認 

②窓口開設 
優先度Ｅ 

２週間以内 
・義援金品等の配付(P.141) 

①義援金品の交付事務 

・災害弔慰金、災害障害見舞金等の支給(P.142) 

①災害弔慰金等の交付事務  

 

優先度Ｆ 

１か月以内 
・応急仮設住宅の運営管理(P.143) 

 ①入居者の募集・選定 

 ②入居者の管理 
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部署名：福祉部国保年金課  災対部局名：避難所運営部 

目標 
開始 
時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 
優先度Ａ 

３時間以内 
・避難所の開設及び運営管理(P.115) 

①避難誘導 
②避難所の開設・運営・相談受付 
③避難場所の開設・運営 

 

優先度Ｂ 

24時間以内 
・妊産婦・乳児救護所の開設及び運営管理 

(P.116) 
①妊産婦・乳児救護所の開設 
②妊産婦・乳児の受入れ 

・学校教育施設の災害対策及び復旧等(P.118) 

①被害調査、応急危険度判定 

 

優先度Ｃ 

３日以内 
・児童施設の災害対策及び復旧等(P.117) 
①被害調査、応急危険度判定 
②被災度区分判定調査 

・学校教育施設の災害対策及び復旧等(P.118) 
②被災度区分判定調査 

・区立図書館の災害対策及び復旧等(P.119) 
①被害調査、応急危険度判定 

②被災度区分判定調査 

 

優先度Ｄ 

１週間以内 
・妊産婦・乳児救護所の開設及び運営管理

(P.116) 
③他地区（他自治体）への移送 

 

・国民健康保険資格賦課事務(P.212) 

 ①事務担当の設置と準備 

 ②加入喪失切替事務、保険証発行、減免措置 

・国民健康保険給付事務(P.213) 

 ①事務担当の設置と準備 

②一部負担金の減免、徴収猶予事務の実施 

・国民健康保険収納・徴収事務(P.214) 

 ①事務担当の設置と準備 

 ②徴収猶予事務の実施 

・後期高齢者医療制度資格事務(P.216) 

 ①事務担当の設置と準備 

・後期高齢者医療制度給付事務(P.217) 

 ①事務担当の設置と準備 

・後期高齢者医療制度収納事務(P.218) 

 ①事務担当の設置と準備 
優先度Ｅ 

２週間以内 
・児童施設の災害対策及び復旧等(P.117) 
③施設の復旧対策 

・学校教育施設の災害対策及び復旧等(P.118) 
③施設の復旧対策 

・区立図書館の災害対策及び復旧等(P.119) 
③施設の復旧対策 

・国民健康保険料の減免又は徴収猶予(P.121) 
①担当窓口の設置 
②事務の取扱い 

・国民年金保険料の免除(P.122) 
①担当窓口の設置 
②事務の取扱い 

・区税等の徴収猶予又は減額若しくは免除(P.123)  
①担当窓口の設置 

②事務の取扱い 

・国民年金事務(P.215) 

 ①事務担当の設置と準備 

・後期高齢者医療制度資格事務(P.216) 

 ②加入喪失切替事務、保険証引渡し、減免措

置 

・後期高齢者医療制度給付事務(P.217) 

②一部負担金の減免、徴収猶予事務の実施 
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部署名：福祉部国保年金課  災対部局名：避難所運営部 

目標 
開始 
時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 
優先度Ｆ 

１か月以内 
・被災した児童及び生徒への学用品等の支給 

(P.120) 
①被災児童及び生徒の把握 

②学用品等の確保及び支給 

・国民年金事務(P.215) 

 ②国民年金の裁定請求、国民年金保険料の免 

除、申請等の給付事務の実施 

・後期高齢者医療制度収納事務(P.218) 

②徴収猶予、保険料還付事務の実施 
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部署名：子ども家庭部子育て支援課  災対部局名：災対保育部 

目標 

開始 

時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 

優先度Ａ 

３時間以内 
・園児の避難対策(P.125) 

 ①避難誘導、保護者への引渡し 

 

優先度Ｂ 

24時間以内 
  

優先度Ｃ 

３日以内 
・保育所等の災害対策及び復旧等(P.124) 

 ①被害調査、応急危険度判定 

 ②被災度区分判定調査 

・被災した園児等の救援(P.126) 

 ①被災園児の調査 

・保育再開準備(P.127) 

 ①施設、設備、保育体制の準備 

 ②応急保育の実施 

 

優先度Ｄ 

１週間以内 
・被災した園児等の救援(P.126) 

 ②支援策の実施 

 

優先度Ｅ 

２週間以内 
・保育所等の災害対策及び復旧等(P.124) 

③施設の復旧対策 

 

優先度Ｆ 

１か月以内 
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部署名：子ども家庭部幼児保育課  災対部局名：災対保育部 

目標 

開始 

時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 

優先度Ａ 

３時間以内 
・園児の避難対策(P.125) 

 ①避難誘導、保護者への引渡し 

・保育園情報の配信（保育園情報配信システム）

(P.219) 

 ①情報配信 
優先度Ｂ 

24時間以内 
 ・区立保育園の運営（特定園）(P.220) 

 ①特定の保育園への参集 
優先度Ｃ 

３日以内 
・保育所等の災害対策及び復旧等(P.124) 

 ①被害調査、応急危険度判定 

 ②被災度区分判定調査 

・被災した園児等の救援(P.126) 

 ①被災園児の調査 

・保育再開準備(P.127) 

 ①施設、設備、保育体制の準備 

 ②応急保育の実施 

 

優先度Ｄ 

１週間以内 
・被災した園児等の救援(P.126) 

 ②支援策の実施 

・区立保育園の運営（特定園）(P.220) 

 ②特定の保育園１園運営 
優先度Ｅ 

２週間以内 
・保育所等の災害対策及び復旧等(P.124) 

③施設の復旧対策 

・就学入園事務(P.253) 

②学齢簿管理をしているシステムの早期復旧 
優先度Ｆ 

１か月以内 
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部署名：子ども家庭部子ども家庭支援センター  災対部局名：避難所運営部 

目標 

開始 

時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 

優先度Ａ 

３時間以内 
・避難所の開設及び運営管理(P.115) 

①避難誘導 
②避難所の開設・運営 

③避難場所の開設・運営・相談受付 

 

優先度Ｂ 

24時間以内 
・妊産婦・乳児救護所の開設及び運営管理

(P.116) 
①妊産婦・乳児救護所の開設 
②妊産婦・乳児の受入れ 

・学校教育施設の災害対策及び復旧等(P.118) 

①被害調査、応急危険度判定 

 

優先度Ｃ 

３日以内 
・児童施設の災害対策及び復旧等(P.117) 
①被害調査、応急危険度判定 
②被災度区分判定調査 

・学校教育施設の災害対策及び復旧等(P.118) 
②被災度区分判定調査 

・区立図書館の災害対策及び復旧等(P.119) 
①被害調査、応急危険度判定 

②被災度区分判定調査 

・総合相談事業(P.221) 

 ①保護者不在児童の情報収集 

②児童の安全確保に必要な調整 

優先度Ｄ 

１週間以内 
  

優先度Ｅ 

２週間以内 
・妊産婦・乳児救護所の開設及び運営管理 

(P.116) 
③他地区（他自治体）への移送 

・児童施設の災害対策及び復旧等(P.117) 
③施設の復旧対策 

・学校教育施設の災害対策及び復旧等(P.118) 
③施設の復旧対策 

・区立図書館の災害対策及び復旧等(P.119) 
③施設の復旧対策 

・国民健康保険料の減免又は徴収猶予(P.121) 
①担当窓口の設置 
②事務の取扱い 

・国民年金保険料の免除(P.122) 
①担当窓口の設置 
②事務の取扱い 

・区税等の徴収猶予又は減額若しくは免除 
(P.123) 
①担当窓口の設置 

②事務の取扱い 

 

優先度Ｆ 

１か月以内 
・被災した児童及び生徒への学用品等の支給

(P.120) 
①被災児童及び生徒の把握 

②学用品等の確保及び支給 
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部署名：保健衛生部生活衛生課  災対部局名：医療救護部 

目標 

開始 

時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 

優先度Ａ 

３時間以内 
  

優先度Ｂ 

24時間以内 
・医療、助産及び応急救護(P.128) 

①情報収集、医療救護体制の班等の編成 

②避難所への医療救護所の設置 

③医療救護活動の実施 

④助産救護活動の実施 

・医療資器材、医薬品等の調達、保管及び輸送 

(P.129) 

①医薬品、医療用資器材の調達、配送 

②災害薬事センターの設置、運営 

・食中毒対策(P.222) 

 ①執務環境の整備 

②事件発生探知、初動 

③食中毒調査及び被害拡大防止対応 

 

優先度Ｃ 

３日以内 
・被災者の健康管理(P.130) 

 ①健康調査、健康相談、健康指導 

 ③在宅療養難病患者等への支援 

 ④被災者の栄養管理 

・被災者のメンタルヘルスケア(P.131) 

 ①保健相談の実施 

・防疫及び衛生監視(P.132) 

 ②避難所の環境衛生管理 

・所管施設の災害対策及び復旧等(P.133) 

①所管施設の被害調査及び復旧、ライフライ 

ンの維持 

・動物救護活動(P.134) 

 ①避難所における適正飼養の指導 

・遺体の身元確認(P.135) 

 ①医師への検案要請 

・食品衛生監視(P.223) 

 ①区内情報の収集 

 ②対応準備 

・薬事衛生管理(P.224) 

 ①執務環境の整備 

  

優先度Ｄ 

１週間以内 
・被災者の健康管理(P.130) 

②衛生管理の指導 

・防疫及び衛生監視(P.132) 

 ①避難所の食品衛生管理 

・動物救護活動(P.134) 

 ②動物の一時保護 

 ③動物飼養における物資の確保 

・食品衛生監視(P.223)  

 ③営業施設再開等への衛生指導及び調査 

・薬事衛生管理(P.224) 

 ②毒劇物漏えい等事故対応業務 

・受水槽等給水施設調査及び指導(P.225) 

 ①貯水槽の衛生管理指導 

・収去品等の検査(P.226) 

 ①執務環境の整備 

・環境衛生監視(P.227) 

 ①公衆浴場の衛生監視指導 

 ②旅館業の衛生監視指導 

・建築物等衛生監視(P.228) 

 ①ビル等建築物への衛生管理指導 

・ねずみ害虫駆除対策(P.229) 

 ①避難所等におけるねずみ・昆虫等の対処指 

  導 
優先度Ｅ 

２週間以内 
 ・狂犬病予防(P.230) 

①犬の登録確認業務 

②予防注射確認業務 
優先度Ｆ 

１か月以内 
 ・収去品等の検査(P.226) 

 ②違反や苦情に基づく調査と衛生指導 

③収去検査等の再開と衛生指導 
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部署名：保健衛生部健康推進課  災対部局名：医療救護部 

目標 

開始 

時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 

優先度Ａ 

３時間以内 
  

優先度Ｂ 

24時間以内 
・医療、助産及び応急救護(P.128) 

①情報収集、医療救護体制の班等の編成 

②避難所への医療救護所の設置 

③医療救護活動の実施 

④助産救護活動の実施 

・医療資器材、医薬品等の調達、保管及び輸送

(P.129) 

①医薬品、医療用資器材の調達、配送 

②災害薬事センターの設置、運営 

 

優先度Ｃ 

３日以内 
・被災者の健康管理(P.130) 

 ①健康調査、健康相談、健康指導 

 ③在宅療養難病患者等への支援 

 ④被災者の栄養管理 

・被災者のメンタルヘルスケア(P.131) 

 ①保健相談の実施 

・防疫及び衛生監視(P.132) 

 ②避難所の環境衛生管理 

・所管施設の災害対策及び復旧等(P.133) 

①所管施設の被害調査及び復旧、ライフライ

ンの維持 

・動物救護活動(P.134) 

 ①避難所における適正飼養の指導 

・遺体の身元確認(P.135) 

 ①医師への検案要請 

 

優先度Ｄ 

１週間以内 
・被災者の健康管理(P.130) 

②衛生管理の指導 

・防疫及び衛生監視(P.132) 

 ①避難所の食品衛生管理 

・動物救護活動(P.134) 

 ②動物の一時保護 

 ③動物飼養における物資の確保 

・母子健康手帳交付(P.231) 

 ①母子健康手帳交付事務の再開 

 

優先度Ｅ 

２週間以内 
  

優先度Ｆ 

１か月以内 
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部署名：保健衛生部予防対策課  災対部局名：医療救護部 

目標 

開始 

時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 

優先度Ａ 

３時間以内 
 ・感染症対策(P.232) 

 ①情報収集・調査 
 ②関係機関（都、医療機関等）との連絡調整 
③感染予防策の実施 

優先度Ｂ 

24時間以内 
・医療、助産及び応急救護(P.128) 

①情報収集、医療救護体制の班等の編成 
②避難所への医療救護所の設置 
③医療救護活動の実施 
④助産救護活動の実施 

・医療資器材、医薬品等の調達、保管及び輸送
(P.129) 
①医薬品、医療用資器材の調達、配送 

 ②災害薬事センターの設置、運営 

 

優先度Ｃ 

３日以内 
・被災者の健康管理(P.130) 
 ①健康調査、健康相談、健康指導 
 ③在宅療養難病患者等への支援 
 ④被災者の栄養管理 
・被災者のメンタルヘルスケア(P.131) 
 ①保健相談の実施 
・防疫及び衛生監視(P.132) 
 ②避難所の環境衛生管理 
・所管施設の災害対策及び復旧等(P.133) 
①所管施設の被害調査及び復旧、ライフライ 
ンの維持 

・動物救護活動(P.134) 
 ①避難所における適正飼養の指導 
・遺体の身元確認(P.135) 
 ①医師への検案要請 

・障害福祉サービス・障害児通所支援・地域生
活支援事業(P.235) 
①給付準備 

優先度Ｄ 

１週間以内 
・被災者の健康管理(P.130) 
②衛生管理の指導 

・防疫及び衛生監視(P.132) 
 ①避難所の食品衛生管理 
・動物救護活動(P.134) 
 ②動物の一時保護 
 ③動物飼養における物資の確保 

・公害健康被害補償給付事務(P.234) 
①給付準備 

・障害福祉サービス・障害児通所支援・地域生
活支援事業(P.235) 
②給付実施 

優先度Ｅ 

２週間以内 
 ・メンタルヘルス(P.236) 

①専門職（医師・保健師・精神保健福祉士等） 
の確保、広報の実施 

・母子保健事業(P.237) 
①実施体制の確保 

・地域安心生活支援事業(P.233) 
①支援準備 

優先度Ｆ 

１か月以内 
 ・地域安心生活支援事業(P.233) 

 ②支援実施 
・公害健康被害補償給付事務(P.234) 
②給付実施（生活維持上必要性の高い補償費） 

・メンタルヘルス(P.236) 
②区民相談の実施 

・母子保健事業(P.237) 
②事業の再開 
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部署名：保健衛生部保健サービスセンター  災対部局名：医療救護部 

目標 

開始 

時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 

優先度Ａ 

３時間以内 
  

優先度Ｂ 

24時間以内 
・医療、助産及び応急救護(P.128) 

①情報収集、医療救護体制の班等の編成 

②避難所への医療救護所の設置 

③医療救護活動の実施 

④助産救護活動の実施 

・医療資器材、医薬品等の調達、保管及び輸送

(P.129) 

①医薬品、医療用資器材の調達、配送 

 ②災害薬事センターの設置、運営 

・微生物検査業務(P.238) 

①機器・試薬の確認と培地作成 

②検体搬入と処理 

優先度Ｃ 

３日以内 
・被災者の健康管理(P.130) 

 ①健康調査、健康相談、健康指導 

 ③在宅療養難病患者等への支援 

 ④被災者の栄養管理 

・被災者のメンタルヘルスケア(P.131) 

 ①保健相談の実施 

・防疫及び衛生監視(P.132) 

 ②避難所の環境衛生管理 

・所管施設の災害対策及び復旧等(P.133) 

①所管施設の被害調査及び復旧、ライフライ 

ンの維持 

・動物救護活動(P.134) 

 ①避難所における適正飼養の指導 

・遺体の身元確認(P.135) 

 ①医師への検案要請 

 

優先度Ｄ 

１週間以内 
・被災者の健康管理(P.130) 

②衛生管理の指導 

・防疫及び衛生監視(P.132) 

 ①避難所の食品衛生管理 

・動物救護活動(P.134) 

 ②動物の一時保護 

 ③動物飼養における物資の確保 

・母子健康手帳交付(P.231) 

 ①母子健康手帳交付事務の再開 

 

優先度Ｅ 

２週間以内 
 ・メンタルヘルス(P.236) 

①専門職（医師・保健師・精神保健福祉士等）

の確保、広報の実施 

・母子保健事業(P.237) 

①実施体制の確保 
優先度Ｆ 

１か月以内 
 ・メンタルヘルス(P.236) 

②区民相談の実施 

・母子保健事業(P.237) 

②事業の再開 
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部署名：都市計画部都市計画課  災対部局名：災対建築部（災対復旧部） 

目標 
開始 
時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 
優先度Ａ 

３時間以内 
・区有施設の危険度判定及び応急修理(P.144) 

 ①応急危険度判定（文京シビックセンター） 

 

優先度Ｂ 

24時間以内 
  

優先度Ｃ 

３日以内 
・区有施設の危険度判定及び応急修理(P.144) 

②応急危険度判定（文京シビックセンター以 

外の施設） 

③被災度区分判定調査 

・建築物及び宅地の危険度判定(P.145) 

①被災建築物の応急危険度判定 

②被災宅地の危険度判定 

・崖及び擁壁の応急対策（区有）(P.147) 

①崖及び擁壁の被害調査 

 

優先度Ｄ 

１週間以内 
・応急仮設住宅の建設及び管理(P.146) 

①応急仮設住宅用地の確保に向けた情報提供 

・住宅の応急修理(P.149) 

 ①応急修理制度の運用 

 

優先度Ｅ 

２週間以内 
・区有施設の危険度判定及び応急修理(P.144) 

④復旧計画の検討 

・崖及び擁壁の応急対策（区有）(P.147) 

②崖及び擁壁の応急復旧 

・住宅の応急修理(P.149) 

 ②応急修理の受付・相談 

 ③応急修理の実施 

・倒壊建物の解体及び処理(P.150) 

①解体・撤去申請の受付場所の設置、広報活 

 動 

 ②申請受付、処理 

・災害復旧工事（区有施設）(P.151) 

 ①復旧方法等の検討 

 

優先度Ｆ 

１か月以内 
・応急仮設住宅の建設及び管理(P.146) 

 ②応急仮設住宅の設置協力 

 ③応急仮設住宅の管理 

④一時提供住宅（借上型、公営住宅）の提供 

・災害街区の復興計画(P.148) 

 ①都市復興基本計画の策定 

・災害復旧工事（区有施設）(P.151) 

 ②工事の発注 

 ③工事の実施 
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部署名：都市計画部地域整備課  災対部局名：災対建築部（災対復旧部） 

目標 

開始 

時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 

優先度Ａ 

３時間以内 
・区有施設の危険度判定及び応急修理(P.144) 

 ①応急危険度判定（文京シビックセンター） 

 

優先度Ｂ 

24時間以内 
  

優先度Ｃ 

３日以内 
・区有施設の危険度判定及び応急修理(P.144) 

②応急危険度判定（文京シビックセンター以 

外の施設） 

③被災度区分判定調査 

・建築物及び宅地の危険度判定(P.145) 

①被災建築物の応急危険度判定 

②被災宅地の危険度判定 

・崖及び擁壁の応急対策（区有）(P.147) 

①崖及び擁壁の被害調査 

 

優先度Ｄ 

１週間以内 
・応急仮設住宅の建設及び管理(P.146) 

①応急仮設住宅用地の確保に向けた情報提供  

・住宅の応急修理(P.149) 

 ①応急修理制度の運用 

 

優先度Ｅ 

２週間以内 
・区有施設の危険度判定及び応急修理(P.144) 

④復旧計画の検討 

・崖及び擁壁の応急対策（区有）(P.147) 

②崖及び擁壁の応急復旧 

・住宅の応急修理(P.149) 

 ②応急修理の受付・相談 

 ③応急修理の実施 

・倒壊建物の解体及び処理(P.150) 

①解体・撤去申請の受付場所の設置、広報活 

 動 

 ②申請受付、処理 

・災害復旧工事（区有施設）(P.151) 

 ①復旧方法等の検討 

 

優先度Ｆ 

１か月以内 
・応急仮設住宅の建設及び管理(P.146) 

 ②応急仮設住宅の設置協力 

 ③応急仮設住宅の管理 

④一時提供住宅（借上型、公営住宅）の提供 

・災害街区の復興計画(P.148) 

 ①都市復興基本計画の策定 

・災害復旧工事（区有施設）(P.151) 

 ②工事の発注 

 ③工事の実施 
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部署名：都市計画部住環境課  災対部局名：災対建築部（災対復旧部） 

目標 

開始 

時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 

優先度Ａ 

３時間以内 
・区有施設の危険度判定及び応急修理(P.144) 

 ①応急危険度判定（文京シビックセンター） 

 

優先度Ｂ 

24時間以内 
  

優先度Ｃ 

３日以内 
・区有施設の危険度判定及び応急修理(P.144) 

②応急危険度判定（文京シビックセンター以 

外の施設） 

③被災度区分判定調査 

・建築物及び宅地の危険度判定(P.145) 

①被災建築物の応急危険度判定 

②被災宅地の危険度判定 

・崖及び擁壁の応急対策（区有）(P.147) 

①崖及び擁壁の被害調査 

 

優先度Ｄ 

１週間以内 
・応急仮設住宅の建設及び管理(P.146) 

①応急仮設住宅用地の確保に向けた情報提供 

・住宅の応急修理(P.149) 

 ①応急修理制度の運用 

 

優先度Ｅ 

２週間以内 
・区有施設の危険度判定及び応急修理(P.144) 

④復旧計画の検討 

・崖及び擁壁の応急対策（区有）(P.147) 

②崖及び擁壁の応急復旧 

・住宅の応急修理(P.149) 

 ②応急修理の受付・相談 

 ③応急修理の実施 

・倒壊建物の解体及び処理(P.150) 

①解体・撤去申請の受付場所の設置、広報活 

 動 

 ②申請受付、処理 

・災害復旧工事（区有施設）(P.151) 

 ①復旧方法等の検討 

 

優先度Ｆ 

１か月以内 
・応急仮設住宅の建設及び管理(P.146) 

 ②応急仮設住宅の設置協力 

 ③応急仮設住宅の管理 

④一時提供住宅（借上型、公営住宅）の提供 

・災害街区の復興計画(P.148) 

 ①都市復興基本計画の策定 

・災害復旧工事（区有施設）(P.151) 

 ②工事の発注 

 ③工事の実施 

・区民住宅等各種住宅の管理運営(P.239) 

①住宅の管理運営 
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部署名：都市計画部建築指導課  災対部局名：災対建築部（災対復旧部） 

目標 

開始 

時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 

優先度Ａ 

３時間以内 
・区有施設の危険度判定及び応急修理(P.144) 

 ①応急危険度判定（文京シビックセンター） 

 

優先度Ｂ 

24時間以内 
  

優先度Ｃ 

３日以内 
・区有施設の危険度判定及び応急修理(P.144) 

②応急危険度判定（文京シビックセンター以 

外の施設） 

③被災度区分判定調査 

・建築物及び宅地の危険度判定(P.145) 

①被災建築物の応急危険度判定 

②被災宅地の危険度判定 

・崖及び擁壁の応急対策（区有）(P.147) 

①崖及び擁壁の被害調査 

 

優先度Ｄ 

１週間以内 
・応急仮設住宅の建設及び管理(P.146) 

①応急仮設住宅用地の確保に向けた情報提供 

・住宅の応急修理(P.149) 

 ①応急修理制度の運用 

 

優先度Ｅ 

２週間以内 
・区有施設の危険度判定及び応急修理(P.144) 

④復旧計画の検討 

・崖及び擁壁の応急対策（区有）(P.147) 

②崖及び擁壁の応急復旧 

・住宅の応急修理(P.149) 

 ②応急修理の受付・相談 

 ③応急修理の実施 

・倒壊建物の解体及び処理(P.150) 

①解体・撤去申請の受付場所の設置、広報活 

 動 

 ②申請受付、処理 

・災害復旧工事（区有施設）(P.151) 

 ①復旧方法等の検討 

 

優先度Ｆ 

１か月以内 
・応急仮設住宅の建設及び管理(P.146) 

 ②応急仮設住宅の設置協力 

 ③応急仮設住宅の管理 

④一時提供住宅（借上型、公営住宅）の提供 

・災害街区の復興計画(P.148) 

 ①都市復興基本計画の策定 

・災害復旧工事（区有施設）(P.151) 

 ②工事の発注 

 ③工事の実施 

・建築指導事務(P.240) 

①建築物等確認及び許可業務、完了検査業務 
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部署名：土木部管理課  災対部局名：災対土木部 

目標 

開始 

時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 

優先度Ａ 

３時間以内 
  

優先度Ｂ 

24時間以内 
・倒壊家屋等からの救出及び救護活動(P.152) 

①要救助情報の収集 

②関係機関との調整、資機材等の調達 

③救助、救護活動 

・水防に関する業務(P.153) 

①浸水危険箇所の巡回調査 

②浸水危険の防除、応急復旧 

・障害物の除去(P.154) 

 ①道路の巡回調査 

 ②道路の障害物の除去 

・道路、橋梁等の災害対策及び復旧等(P.155) 

①道路、橋梁、公共溝渠の被害調査 

②道路、橋梁、公共溝渠の応急復旧 

・飲料水の配送(P.157) 

 ①給水計画の作成 

 ②給水容器、給水車等の確保 

 ③区設置貯水槽からの給水 

・備蓄物資、救援物資、食糧及び資材の輸送

(P.158) 

 ①車両の調達 

④ヘリコプター輸送の要請、離着陸場の運用 

 

優先度Ｃ 

３日以内 
・公園等の災害対策及び復旧等(P.156) 

 ①公園等の被害調査 

 ②公園等の応急復旧 

・備蓄物資、救援物資、食糧及び資材の輸送

(P.158) 

 ②輸送車両の配車 

 ③燃料の確保 

 ⑤防災船着場の運用 

 

優先度Ｄ 

１週間以内 
  

優先度Ｅ 

２週間以内 
  

優先度Ｆ 

１か月以内 
・障害物の除去(P.154) 

③土石、竹木等の除去 
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部署名：土木部道路課  災対部局名：災対土木部 

目標 

開始 

時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 

優先度Ａ 

３時間以内 
  

優先度Ｂ 

24時間以内 
・倒壊家屋等からの救出及び救護活動(P.152) 

①要救助情報の収集 

②関係機関との調整、資機材等の調達 

③救助、救護活動 

・水防に関する業務(P.153) 

①浸水危険箇所の巡回調査 

②浸水危険の防除、応急復旧 

・障害物の除去(P.154) 

 ①道路の巡回調査 

 ②道路の障害物の除去 

・道路、橋梁等の災害対策及び復旧等(P.155) 

 ①道路、橋梁、公共溝渠の被害調査 

 ②道路、橋梁、公共溝渠の応急復旧 

・飲料水の配送(P.157) 

 ①給水計画の作成 

 ②給水容器、給水車等の確保 

 ③区設置貯水槽からの給水 

・備蓄物資、救援物資、食糧及び資材の輸送

(P.158) 

 ①車両の調達 

④ヘリコプター輸送の要請、離着陸場の運用 

 

優先度Ｃ 

３日以内 
・公園等の災害対策及び復旧等(P.156) 

 ①公園等の被害調査 

 ②公園等の応急復旧 

・備蓄物資、救援物資、食糧及び資材の輸送

(P.158) 

②輸送車両の配車 

③燃料の確保 

⑤防災船着場の運用 

 

優先度Ｄ 

１週間以内 
 ・交通安全対策(P.244) 

①交通安全対策の検討 
優先度Ｅ 

２週間以内 
  

優先度Ｆ 

１か月以内 
・障害物の除去(P.154) 

③土石、竹木等の除去 

・道路維持工事(P.241) 

①道路の巡回調査の結果を受けて、道路の通

行に支障がない程度まで、陥没・亀裂等を

応急処置 

・街路灯・保安灯維持(P.242) 

①道路の巡回調査の結果を受けて、倒壊の危

険がない状態まで、危険な施設を撤去 

・交通安全施設維持(P.243) 

①道路の巡回調査の結果を受けて、倒壊の危

険がない状態まで、危険な標識を撤去 

  



 

58 

部署名：土木部みどり公園課  災対部局名：災対土木部 

目標 

開始 

時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 

優先度Ａ 

３時間以内 
  

優先度Ｂ 

24時間以内 
・倒壊家屋等からの救出及び救護活動(P.152) 

①要救助情報の収集 

②関係機関との調整、資機材等の調達 

③救助、救護活動 

・水防に関する業務(P.153) 

①浸水危険箇所の巡回調査 

②浸水危険の防除、応急復旧 

・障害物の除去(P.154) 

 ①道路の巡回調査 

 ②道路の障害物の除去 

・道路、橋梁等の災害対策及び復旧等(P.155) 

 ①道路、橋梁、公共溝渠の被害調査 

 ②道路、橋梁、公共溝渠の応急復旧 

・飲料水の配送(P.157) 

 ①給水計画の作成 

 ②給水容器、給水車等の確保 

 ③区設置貯水槽からの給水 

・備蓄物資、救援物資、食糧及び資材の輸送

(P.158) 

 ①車両の調達 

④ヘリコプター輸送の要請、離着陸場の運用 

 

優先度Ｃ 

３日以内 
・公園等の災害対策及び復旧等(P.156) 

 ①公園等の被害調査 

 ②公園等の応急復旧 

・備蓄物資、救援物資、食糧及び資材の輸送

(P.158) 

②輸送車両の配車 

③燃料の確保 

⑤防災船着場の運用 

 

優先度Ｄ 

１週間以内 
  

優先度Ｅ 

２週間以内 
  

優先度Ｆ 

１か月以内 
・障害物の除去(P.154) 

③土石、竹木等の除去 
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部署名：資源環境部環境政策課  災対部局名：災対区民部 

目標 
開始 
時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 
優先度Ａ 

３時間以内 
  

優先度Ｂ 

24時間以内 
・地域における情報収集、救出及び救護活動

(P.99) 

①被害情報の収集、区民への情報提供 

③救助資機材の準備、救助活動、負傷者の搬

送 

・帰宅困難者の支援(P.100) 

 ①帰宅情報等の提供 

 ②一時滞在施設の開設・運営（文京シビック

センター・文京スポーツセンター・東京ドー

ム等） 

・各種民間団体等との連絡及び調整(P.103) 

 ①各災害対策における民間団体等との連絡調

整 

・所管施設の災害対策及び被害調査(P.110) 

 ①所管施設の被害調査及び復旧、ライフライ

ンの維持 

 

優先度Ｃ 

３日以内 
・地域における情報収集、救出及び救護活動

(P.99) 

②地域活動センターでの広聴活動（地域活動

センターの通常業務と兼務） 

・一般ボランティアの受入れ、総合調整及び活

動支援(P.101) 

①文京区災害ボランティアセンターの開設（文

京区社会福祉協議会との調整） 

②ボランティアの受入れ（ボランティアニー

ズ把握と派遣依頼） 

・救援物資及び食糧の受入れ、保管及び配分

(P.102) 

 ①輸送拠点（集結地）の開設・運営 

 ②食品、生活必需品等の確保 

 ③食品、生活必需品等の配付 

 ④食品、生活必需品等の配送管理 

・被災工場の実態調査及び公害防除(P.104) 

 ①被災工場の実態調査（被災した場合） 

②危険物漏出等の防除対策（危険物漏出等が 

あった場合） 

・環境モニタリング(P.105) 

 ①空間放射線量の測定等の対策 

 ②飛散性アスベストの測定等の対策 

・災害廃棄物、し尿等の処理(P.106) 

 ①ごみ処理活動 

 ②仮設トイレ等の設置、管理 

 ③し尿の収集処理 

 ④がれきの収集処理 

・遺体埋葬・火葬許可書の発行(P.109) 

 ①広域火葬の実施 

・公害対策(P.245) 

 ①通報の受付、関係機関への対応 

 ②現場への調査、指導等 
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部署名：資源環境部環境政策課  災対部局名：災対区民部 

目標 
開始 
時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 
優先度Ｄ 

１週間以内 
・災害廃棄物、し尿等の処理(P.106) 

⑤倒壊建物の解体・撤去 

 

優先度Ｅ 

２週間以内 
・住家被害認定調査(P.111) 

①住家被害認定調査の準備（班編成、資機材） 

 ②住家被害認定調査の実施 

 ③再調査の実施 

・り災証明書の発行(P.112) 

①り災証明書発行窓口の設置、資機材等の準 

 備 

 ②り災証明書の発行・再発行の実施 

・義援金品等の支給(P.113) 

 ①義援金品の受付募集 

 ②義援金品の配分活動 

・融資等の支援対策 (P.114) 

 ①融資等に関する広報 

 ②窓口における相談、手続等 

 

優先度Ｆ 

１か月以内 
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部署名：資源環境部リサイクル清掃課  災対部局名：災対区民部 

目標 

開始 

時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 

優先度Ａ 

３時間以内 
  

優先度Ｂ 

24時間以内 
・地域における情報収集、救出及び救護活動

(P.99) 

①被害情報の収集、区民への情報提供 

③救助資機材の準備、救助活動、負傷者の搬

送 

・帰宅困難者の支援(P.100) 

 ①帰宅情報等の提供 

 ②一時滞在施設の開設・運営（文京シビック

センター・文京スポーツセンター・東京ドー

ム等） 

・各種民間団体等との連絡及び調整(P.103) 

 ①各災害対策における民間団体等との連絡調

整 

・所管施設の災害対策及び被害調査(P.110) 

 ①所管施設の被害調査及び復旧、ライフライ

ンの維持 

 

優先度Ｃ 

３日以内 
・地域における情報収集、救出及び救護活動

(P.99) 

②地域活動センターでの広聴活動（地域活動

センターの通常業務と兼務） 

・一般ボランティアの受入れ、総合調整及び活

動支援(P.101) 

①文京区災害ボランティアセンターの開設（文

京区社会福祉協議会との調整） 

②ボランティアの受入れ（ボランティアニー

ズ把握と派遣依頼） 

・救援物資及び食糧の受入れ、保管及び配分

(P.102) 

 ①輸送拠点（集結地）の開設・運営 

 ②食品、生活必需品等の確保 

 ③食品、生活必需品等の配付 

 ④食品、生活必需品等の配送管理 

・被災工場の実態調査及び公害防除(P.104) 

 ①被災工場の実態調査（被災した場合） 

②危険物漏出等の防除対策（危険物漏出等が 

あった場合） 

・環境モニタリング(P.105) 

 ①空間放射線量の測定等の対策 

 ②飛散性アスベストの測定等の対策 

・災害廃棄物、し尿等の処理(P.106) 

 ①ごみ処理活動 

 ②仮設トイレ等の設置、管理 

 ③し尿の収集処理 

 ④がれきの収集処理 

・遺体埋葬・火葬許可書の発行(P.109) 

 ①広域火葬の実施 
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部署名：資源環境部リサイクル清掃課  災対部局名：災対区民部 

目標 
開始 
時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 
優先度Ｄ 

１週間以内 
・災害廃棄物、し尿等の処理(P.106) 

⑤倒壊建物の解体・撤去 

 

優先度Ｅ 

２週間以内 
・住家被害認定調査(P.111) 

①住家被害認定調査の準備（班編成、資機材） 

②住家被害認定調査の実施 

 ③再調査の実施 

・り災証明書の発行(P.112) 

①り災証明書発行窓口の設置、資機材等の準 

 備 

 ②り災証明書の発行・再発行の実施 

・義援金品等の支給(P.113) 

 ①義援金品の受付募集 

 ②義援金品の配分活動 

・融資等の支援対策 (P.114) 

 ①融資等に関する広報 

 ②窓口における相談、手続等 

 

優先度Ｆ 

１か月以内 
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部署名：資源環境部文京清掃事務所  災対部局名：災対区民部 

目標 
開始 
時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 
優先度Ａ 

３時間以内 
  

優先度Ｂ 

24時間以内 
・地域における情報収集、救出及び救護活動

(P.99) 

①被害情報の収集、区民への情報提供 

③救助資機材の準備、救助活動、負傷者の搬 

 送 

・帰宅困難者の支援(P.100) 

①帰宅情報等の提供 

②一時滞在施設の開設・運営（文京シビック 

センター・文京スポーツセンター・東京ドー 

ム等） 

・各種民間団体等との連絡及び調整(P.103) 

 ①各災害対策における民間団体等との連絡調

整 

・所管施設の災害対策及び被害調査(P.110) 

 ①所管施設の被害調査及び復旧、ライフライ

ンの維持 

・廃棄物の収集・運搬（可燃ごみ）(P.246) 

①作業体制の把握 

 

優先度Ｃ 

３日以内 
・地域における情報収集、救出及び救護活動

(P.99) 

②地域活動センターでの広聴活動（地域活動

センターの通常業務と兼務） 

・一般ボランティアの受入れ、総合調整及び活

動支援(P.101) 

①文京区災害ボランティアセンターの開設（文

京区社会福祉協議会との調整） 

②ボランティアの受入れ（ボランティアニー

ズ把握と派遣依頼） 

・救援物資及び食糧の受入れ、保管及び配分

(P.102) 

 ①輸送拠点（集結地）の開設・運営 

 ②食品、生活必需品等の確保 

 ③食品、生活必需品等の配付 

 ④食品、生活必需品等の配送管理 

・被災工場の実態調査及び公害防除(P.104) 

 ①被災工場の実態調査（被災した場合） 

②危険物漏出等の防除対策（危険物漏出等が 

あった場合） 

・環境モニタリング(P.105) 

 ①空間放射線量の測定等の対策 

 ②飛散性アスベストの測定等の対策 

・災害廃棄物、し尿等の処理(P.106) 

 ①ごみ処理活動 

 ②仮設トイレ等の設置、管理 

 ③し尿の収集処理 

 ④がれきの収集処理 

・遺体埋葬・火葬許可書の発行(P.109) 

 ①広域火葬の実施 

・廃棄物の収集・運搬（可燃ごみ）(P.246) 

②作業計画の作成 

③収集・運搬 
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部署名：資源環境部文京清掃事務所  災対部局名：災対区民部 

目標 
開始 
時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 
優先度Ｄ 

１週間以内 
・災害廃棄物、し尿等の処理(P.106) 

⑤倒壊建物の解体・撤去 

 

優先度Ｅ 

２週間以内 
・住家被害認定調査(P.111) 

①住家被害認定調査の準備（班編成、資機材） 

②住家被害認定調査の実施 

 ③再調査の実施 

・り災証明書の発行(P.112) 

①り災証明書発行窓口の設置、資機材等の準 

 備 

 ②り災証明書の発行・再発行の実施 

・義援金品等の支給(P.113) 

 ①義援金品の受付募集 

 ②義援金品の配分活動 

・融資等の支援対策 (P.114) 

 ①融資等に関する広報 

 ②窓口における相談、手続等 

・廃棄物の収集・運搬（不燃ごみ等）(P.247) 

 ①不燃ごみの収集 

 ②資源回収の実施 

優先度Ｆ 

１か月以内 
  

 
  



 

65 

部署名：施設管理部施設管理課  災対部局名：災対総務部 

目標 

開始 

時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 

優先度Ａ 

３時間以内 
・職員の配置及び支援(P.93) 

①職員の把握及び動員配備の指示 

・所管施設の災害対策及び復旧等(P.95) 

①所管施設の被害調査及び復旧、ライフライ

ンの維持 

・文京シビックセンター維持管理(P.248) 

①来庁者の安全確保・来庁者への情報提供 

②文京シビックセンターの被害調査 

③二次災害発生の防止 

優先度Ｂ 

24時間以内 
・支援職員等の受入れ(P.94) 
 ①応援者の受入れ 
 ②応援者への物資等の支援 
・区議会への対応(P.98) 

①区議会地震等災害対策本部の設置 

・区有施設維持管理(P.249) 

①各施設の被害調査 

②二次災害発生の防止 

優先度Ｃ 

３日以内 
・職員の配置及び支援(P.93) 

 ②労務管理・食事・生活物資等の支援 

・区有施設の被害調査の統括(P.97) 

 ①各部課が行う被害・設備の被害・損失調査

の集計 

・現金及び物品の出納及び保管(P.96) 

②現場等での支払に必要な現金の確保 

・区議会への対応(P.98) 

②安否確認、情報提供等の運営 

 

優先度Ｄ 

１週間以内 
・現金及び物品の出納及び保管(P.96) 

①対策実施に関する委託契約等の経理処理の 

統括 

 

優先度Ｅ 

２週間以内 
  

優先度Ｆ 

１か月以内 
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部署名：施設管理部保全技術課  災対部局名：災対総務部 

目標 

開始 

時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 

優先度Ａ 

３時間以内 
・職員の配置及び支援(P.93) 

①職員の把握及び動員配備の指示 

・所管施設の災害対策及び復旧等(P.95) 

①所管施設の被害調査及び復旧、ライフライ

ンの維持 

・文京シビックセンター維持管理(P.248) 

①来庁者の安全確保 

②文京シビックセンターの被害調査 

③二次災害発生の防止 

④来庁者への情報提供 
優先度Ｂ 

24時間以内 
・支援職員等の受入れ(P.94) 
 ①応援者の受入れ 
 ②応援者への物資等の支援 
・区議会への対応(P.98) 

①区議会地震等災害対策本部の設置 

・区有施設維持管理(P.249) 

①各施設の被害調査 

②二次災害発生の防止 

優先度Ｃ 

３日以内 
・職員の配置及び支援(P.93) 

 ②労務管理・食事・生活物資等の支援 

・区有施設の被害調査の統括(P.97) 

 ①各部課が行う被害・設備の被害・損失調査

の集計 

・現金及び物品の出納及び保管(P.96) 

②現場等での支払に必要な現金の確保 

・区議会への対応(P.98) 

②安否確認、情報提供等の運営 

 

優先度Ｄ 

１週間以内 
・現金及び物品の出納及び保管(P.96) 

①対策実施に関する委託契約等の経理処理の 

統括 

 

優先度Ｅ 

２週間以内 
  

優先度Ｆ 

１か月以内 
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部署名：施設管理部整備技術課  災対部局名：災対建築部（災対復旧部） 

目標 

開始 

時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 

優先度Ａ 

３時間以内 
・区有施設の危険度判定及び応急修理(P.144) 

 ①応急危険度判定（文京シビックセンター） 

 

優先度Ｂ 

24時間以内 
  

優先度Ｃ 

３日以内 
・区有施設の危険度判定及び応急修理(P.144) 

②応急危険度判定（文京シビックセンター以 

外の施設） 

③被災度区分判定調査 

・建築物及び宅地の危険度判定(P.145) 

①被災建築物の応急危険度判定 

②被災宅地の危険度判定 

・崖及び擁壁の応急対策（区有）(P.147) 

①崖及び擁壁の被害調査 

・区有施設整備(P.250) 

①工事現場等の状況確認 

優先度Ｄ 

１週間以内 
・応急仮設住宅の建設及び管理(P.146) 

①応急仮設住宅用地の確保に向けた情報提供 

・住宅の応急修理(P.149) 

 ①応急修理制度の運用 

 

優先度Ｅ 

２週間以内 
・区有施設の危険度判定及び応急修理(P.144) 

④復旧計画の検討 

・崖及び擁壁の応急対策（区有）(P.147) 

②崖及び擁壁の応急復旧 

・住宅の応急修理(P.149) 

 ②応急修理の受付・相談 

 ③応急修理の実施 

・倒壊建物の解体及び処理(P.150) 

①解体・撤去申請の受付場所の設置、広報活 

動 

②申請受付、処理 

・災害復旧工事（区有施設）(P.151) 

 ①復旧方法等の検討 

 

優先度Ｆ 

１か月以内 
・応急仮設住宅の建設及び管理(P.146) 

②応急仮設住宅の設置協力 

③応急仮設住宅の管理 

④一時提供住宅（借上型、公営住宅）の提供 

・災害街区の復興計画(P.148) 

①都市復興基本計画の策定 

・災害復旧工事（区有施設）(P.151) 

 ②工事の発注 

③工事の実施 
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部署名：会計管理室  災対部局名：災対総務部 

目標 

開始 

時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 

優先度Ａ 

３時間以内 
・職員の配置及び支援(P.93) 

①職員の把握及び動員配備の指示 

・所管施設の災害対策及び復旧等(P.95) 

①所管施設の被害調査及び復旧、ライフライ

ンの維持 

 

優先度Ｂ 

24時間以内 
・支援職員等の受入れ(P.94) 
 ①応援者の受入れ 
 ②応援者への物資等の支援 
・区議会への対応(P.98) 

①区議会地震等災害対策本部の設置 

・出納事務・書類審査事務(P.251) 

①支出環境の確認 

優先度Ｃ 

３日以内 
・職員の配置及び支援(P.93) 

 ②労務管理・食事・生活物資等の支援 

・区有施設の被害調査の統括(P.97) 

 ①各部課が行う被害・設備の被害・損失調査

の集計 

・現金及び物品の出納及び保管(P.96) 

②現場等での支払に必要な現金の確保 

・区議会への対応(P.98) 

②安否確認、情報提供等の運営 

・出納事務・書類審査事務(P.251) 

②緊急を要する支出の開始 

優先度Ｄ 

１週間以内 
・現金及び物品の出納及び保管(P.96) 

①対策実施に関する委託契約等の経理処理の 

統括 

 

優先度Ｅ 

２週間以内 
  

優先度Ｆ 

１か月以内 
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部署名：教育推進部教育総務課  災対部局名：災対教育部 

目標 

開始 

時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 

優先度Ａ 

３時間以内 
・避難所の運営管理に関する連絡及び調整 

(P.159) 

①災対本部事務局等との連絡調整 

・園児等の避難計画(P.160) 

①避難誘導、保護者への引渡し 

・学校・幼稚園等情報の配信（学校・幼稚園等情

報配信システム）(P.252) 

①情報配信 

優先度Ｂ 

24時間以内 
・学校及び幼稚園等との連絡及び調整(P.161) 

①学校及び幼稚園等との連絡及び調整 

・所管施設の災害対策及び復旧等(P.163) 

①所管施設の被害調査及び復旧、ライフライ 

ンの維持 

 

優先度Ｃ 

３日以内 
・文化財の災害対策及び被害調査(P.164) 

 ①文化財の被害調査 

 ②文化財の保護、退避 

 

優先度Ｄ 

１週間以内 
  

優先度Ｅ 

２週間以内 
・教育活動の再開(P.162) 

①施設の確保 

 ②応急教育計画の策定 

 ③応急教育の実施 

・文化財の災害対策及び被害調査(P.164) 

③文化財の修復、復旧 

 

優先度Ｆ 

１か月以内 
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部署名：教育推進部学務課  災対部局名：避難所運営部 

目標 

開始 

時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 

優先度Ａ 

３時間以内 
・避難所の開設及び運営管理(P.115) 
①避難誘導 
②避難所の開設・運営・相談受付 

③避難場所の開設・運営 

・学校・幼稚園等情報の配信（学校・幼稚園等情

報配信システム）(P.252) 

①情報配信 

優先度Ｂ 

24時間以内 
・妊産婦・乳児救護所の開設及び運営管理 

(P.116) 
①妊産婦・乳児救護所の開設 
②妊産婦・乳児の受入れ 

・学校教育施設の災害対策及び復旧等(P.118) 

①被害調査、応急危険度判定 

・校園舎等各種整備（小・中・幼）(P.255) 

①施設等の被害状況の情報収集 

優先度Ｃ 

３日以内 
・児童施設の災害対策及び復旧等(P.117) 
①被害調査、応急危険度判定 
②被災度区分判定調査 

・学校教育施設の災害対策及び復旧等(P.118) 
②被災度区分判定調査 

・区立図書館の災害対策及び復旧等(P.119) 
①被害調査、応急危険度判定 

②被災度区分判定調査 

・校園舎等各種整備（小・中・幼）(P.255) 

②被害施設への修繕等 

・区立学校・幼稚園運営管理(P.256) 

①施設の被災状況把握及び児童生徒の安否確  

  認 

 

優先度Ｄ 

１週間以内 
・妊産婦・乳児救護所の開設及び運営管理 

(P.116) 
③他地区（他自治体）への移送 

・区立学校・幼稚園運営管理(P.256) 

②教室及び職員室の執務環境確保、施設・設 

備の修繕等 
優先度Ｅ 

２週間以内 
・児童施設の災害対策及び復旧等(P.117) 
③施設の復旧対策 

・学校教育施設の災害対策及び復旧等(P.118) 
③施設の復旧対策 

・区立図書館の災害対策及び復旧等(P.119) 
③施設の復旧対策 

・国民健康保険料の減免又は徴収猶予(P.121) 
①担当窓口の設置 
②事務の取扱い 

・国民年金保険料の免除(P.122) 
①担当窓口の設置 
②事務の取扱い 

・区税等の徴収猶予又は減額若しくは免除
(P.123) 
①担当窓口の設置 

②事務の取扱い 

・就学入園事務(P.253) 

 ①避難所施設から学校施設へのシフト 

②学齢簿管理をしているシステムの早期復旧 

 

優先度Ｆ 

１か月以内 
・被災した児童及び生徒への学用品等の支給

(P.120) 
①被災児童及び生徒の把握 

②学用品等の確保及び支給 

・飲料水等水質検査(P.254) 

①水質検査キットを確保し、水道復旧後、全 

園校の水質検査の実施 
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部署名：教育推進部教育指導課  災対部局名：災対教育部 

目標 

開始 

時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 

優先度Ａ 

３時間以内 
・避難所の運営管理に関する連絡及び調整 

(P.159) 

①災対本部事務局等との連絡調整 

・園児等の避難計画(P.160) 

①避難誘導、保護者への引渡し 

 

優先度Ｂ 

24時間以内 
・学校及び幼稚園等との連絡及び調整(P.161) 

①学校及び幼稚園等との連絡及び調整 

・所管施設の災害対策及び復旧等(P.163) 

 ①所管施設の被害調査及び復旧、ライフライ

ンの維持 

 

優先度Ｃ 

３日以内 
・文化財の災害対策及び被害調査(P.164) 

 ①文化財の被害調査 

 ②文化財の保護、退避 

・区立学校・幼稚園運営管理(P.256) 

①施設の被災状況把握及び児童生徒の安否確

認 
優先度Ｄ 

１週間以内 
 ・区立学校・幼稚園運営管理(P.256) 

 ②教室及び職員室の執務環境確保、施設・設 

備の修繕等 
優先度Ｅ 

２週間以内 
・教育活動の再開(P.162) 

①施設の確保 

 ②応急教育計画の策定 

 ③応急教育の実施 

・文化財の災害対策及び被害調査(P.164) 

③文化財の修復、復旧 

 

優先度Ｆ 

１か月以内 
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部署名：教育推進部児童青少年課  災対部局名：避難所運営部・災対保育部 

目標 

開始 

時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 

優先度Ａ 

３時間以内 
・避難所の開設及び運営管理(P.115) 

①避難誘導 

②避難所の開設・運営・相談受付 

③避難場所の開設・運営 

・園児の避難対策(P.125) 

①避難誘導、保護者への引渡し 

・学校・幼稚園等情報の配信（学校・幼稚園等情

報配信システム）(P.252) 

①情報配信 

優先度Ｂ 

24時間以内 
・妊産婦・乳児救護所の開設及び運営管理 

(P.116) 

①妊産婦・乳児救護所の開設 

②妊産婦・乳児の受入れ 

・学校教育施設の災害対策及び復旧等(P.118) 

①被害調査、応急危険度判定 

 

優先度Ｃ 

３日以内 
・児童施設の災害対策及び復旧等(P.117) 

①被害調査、応急危険度判定 

②被災度区分判定調査 

・学校教育施設の災害対策及び復旧等(P.118) 

②被災度区分判定調査 

・区立図書館の災害対策及び復旧等(P.119) 

①被害調査、応急危険度判定 

②被災度区分判定調査 

・保育所等の災害対策及び復旧等(P.124)  

①被害調査、応急危険度判定 

②被災度区分判定調査 

・被災した園児等の救援(P.126) 

①被災園児の調査 

・保育再開準備(P.127) 

①施設、設備、保育体制の準備 

②応急保育の実施 

 

優先度Ｄ 

１週間以内 
・妊産婦・乳児救護所の開設及び運営管理 

(P.116) 

③他地区（他自治体）への移送 

・被災した園児等の救援(P.126) 

②支援策の実施 

・学童保育事業(P.257) 

①施設の被災状況把握及び児童の安否確認 

・児童館等運営(P.258) 

①施設の点検及び補修、職員の勤務体制確認 

優先度Ｅ 

２週間以内 
・児童施設の災害対策及び復旧等(P.117) 

③施設の復旧対策 

・学校教育施設の災害対策及び復旧等(P.118) 

③施設の復旧対策 

・区立図書館の災害対策及び復旧等(P.119) 

③施設の復旧対策 

・国民健康保険料の減免又は徴収猶予(P.121) 

①担当窓口の設置 

②事務の取扱い 

・国民年金保険料の免除(P.122) 

①担当窓口の設置 

②事務の取扱い 
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部署名：教育推進部児童青少年課  災対部局名：避難所運営部・災対保育部 

目標 
開始 
時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 
優先度Ｅ 

２週間以内 
・区税等の徴収猶予又は減額若しくは免除 

(P.123) 

①担当窓口の設置 

②事務の取扱い 

・保育所等の災害対策及び復旧等(P.124) 

③施設の復旧対策 

 

優先度Ｆ 

１か月以内 
・被災した児童及び生徒への学用品等の支給

(P.120) 

①被災児童及び生徒の把握 

②学用品等の確保及び支給 

・学童保育事業(P.257) 

 ②育成室における保育の再開 

・児童館等運営(P.258) 

 ②運営の再開 
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部署名：教育推進部教育センター  災対部局名：災対教育部 

目標 

開始 

時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 

優先度Ａ 

３時間以内 
・避難所の運営管理に関する連絡及び調整 

(P.159) 

①災対本部事務局等との連絡調整 

・園児等の避難計画(P.160) 

①避難誘導、保護者への引渡し 

・学校・幼稚園等情報の配信（学校・幼稚園等情

報配信システム）(P.252) 

①情報配信 

優先度Ｂ 

24時間以内 
・学校及び幼稚園等との連絡及び調整(P.161) 

①学校及び幼稚園等との連絡及び調整 

・所管施設の災害対策及び復旧等(P.163) 

①所管施設の被害調査及び復旧、ライフライ 

ンの維持 

 

優先度Ｃ 

３日以内 
・文化財の災害対策及び被害調査(P.164) 

①文化財の被害調査 

②文化財の保護、退避 

 

優先度Ｄ 

１週間以内 
 ・学校支援関係事業(P.259) 

①情報収集 

②スクールソーシャルワーカー・スクールカ 

ウンセラー・教育支援センターへの連絡 

・総合相談事業（教育センター）(P.260) 

①情報収集 

②心理相談員等の各専門職への連絡 

・学校と家庭の連携推進事業(P.261) 

①情報収集 

②家庭と子どもの支援員への連絡 

・児童発達支援・放課後等デイサービス(P.262) 

①情報収集 

②担当職員への連絡 
優先度Ｅ 

２週間以内 
・教育活動の再開(P.162) 

①施設の確保 

②応急教育計画の策定 

③応急教育の実施 

・文化財の災害対策及び被害調査(P.164) 

③文化財の修復、復旧 

・学校支援関係事業(P.259) 

③スクールソーシャルワーカー・スクールカ 

ウンセラーによる相談活動、教育支援セン 

ターでの心のケアの実施 

・総合相談事業（教育センター）(P.260) 

③各幼・保・小・中学校での心のケアの実施

及び総合相談室での心のケアの実施 

・学校と家庭の連携推進事業(P.261) 

③家庭と子どもの支援員配置校での心のケア 

の実施 

・児童発達支援・放課後等デイサービス(P.262) 

③集団療育の実施 
優先度Ｆ 

１か月以内 
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部署名：教育推進部真砂中央図書館  災対部局名：避難所運営部 

目標 

開始 

時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 

優先度Ａ 

３時間以内 
・避難所の開設及び運営管理(P.115) 
①避難誘導 
②避難所の開設・運営・相談受付 

③避難場所の開設・運営 

 

優先度Ｂ 

24時間以内 
・妊産婦・乳児救護所の開設及び運営管理 

(P.116) 
①妊産婦・乳児救護所の開設 
②妊産婦・乳児の受入れ 

・学校教育施設の災害対策及び復旧等(P.118) 

①被害調査、応急危険度判定 

 

優先度Ｃ 

３日以内 
・児童施設の災害対策及び復旧等(P.117) 
①被害調査、応急危険度判定 
②被災度区分判定調査 

・学校教育施設の災害対策及び復旧等(P.118) 
②被災度区分判定調査 

・区立図書館の災害対策及び復旧等(P.119) 
①被害調査、応急危険度判定 

②被災度区分判定調査 

 

優先度Ｄ 

１週間以内 
・妊産婦・乳児救護所の開設及び運営管理 

(P.116) 
③他地区（他自治体）への移送 

 

優先度Ｅ 

２週間以内 
・児童施設の災害対策及び復旧等(P.117) 
③施設の復旧対策 

・学校教育施設の災害対策及び復旧等(P.118) 
③施設の復旧対策 

・区立図書館の災害対策及び復旧等(P.119) 
③施設の復旧対策 

・国民健康保険料の減免又は徴収猶予(P.121) 
①担当窓口の設置 
②事務の取扱い 

・国民年金保険料の免除(P.122) 
①担当窓口の設置 
②事務の取扱い 

・区税等の徴収猶予又は減額若しくは免除
(P.123) 
①担当窓口の設置 

②事務の取扱い 

 

優先度Ｆ 

１か月以内 
・被災した児童及び生徒への学用品等の支給

(P.120) 
①被災児童及び生徒の把握 

②学用品等の確保及び支給 
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部署名：監査事務局  災対部局名：避難所運営部・災対福祉部 

目標 
開始 
時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 
優先度Ａ 

３時間以内 
・避難所の開設及び運営管理(P.115) 

①避難誘導 

②避難所の開設・運営・相談受付 

③避難場所の開設・運営 

 

優先度Ｂ 

24時間以内 
・妊産婦・乳児救護所の開設及び運営管理 

(P.116) 

①妊産婦・乳児救護所の開設 

②妊産婦・乳児の受入れ 

・学校教育施設の災害対策及び復旧等(P.118) 

①被害調査、応急危険度判定 

 

優先度Ｃ 

３日以内 
・児童施設の災害対策及び復旧等(P.117) 

①被害調査、応急危険度判定 

②被災度区分判定調査 

・学校教育施設の災害対策及び復旧等(P.118) 

②被災度区分判定調査 

・区立図書館の災害対策及び復旧等(P.119) 

①被害調査、応急危険度判定 

②被災度区分判定調査 

・要配慮者の安全対策及び支援(P.136)  

①避難行動要支援者の安全対策及び救援活動 

②物資の配付 

・福祉避難所の運営管理(P.137) 

①福祉避難所の開設及び運営 

・避難所外の在宅要配慮者の支援(P.138) 

①在宅要配慮者の安否確認等 

・所管施設の災害対策及び復旧等(P.139) 

①所管施設の被害調査及び復旧、ライフライ 

ンの維持 

・遺体及び行方不明者の捜索及び収容(P.140) 

 ①必要資器材の確保 

②遺体収容所の開設・運営 

③遺体の搬送 

④検視・検案体制の確立 

⑤遺体の引渡し・火葬措置 

 

優先度Ｄ 

１週間以内 
・妊産婦・乳児救護所の開設及び運営管理 

(P.116) 

③他地区（他自治体）への移送 

 

優先度Ｅ 

２週間以内 
・児童施設の災害対策及び復旧等(P.117) 

③施設の復旧対策 

・学校教育施設の災害対策及び復旧等(P.118) 

③施設の復旧対策 

・区立図書館の災害対策及び復旧等(P.119) 

③施設の復旧対策 

・国民健康保険料の減免又は徴収猶予(P.121) 

①担当窓口の設置 

②事務の取扱い 
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部署名：監査事務局  災対部局名：避難所運営部・災対福祉部 

目標 
開始 
時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 
優先度Ｅ 

２週間以内 
・国民年金保険料の免除(P.122) 

①担当窓口の設置 

②事務の取扱い 

・区税等の徴収猶予又は減額若しくは免除

(P.123) 

①担当窓口の設置 

②事務の取扱い 

・義援金品等の配付(P.141) 

①義援金品の交付事務 

・災害弔慰金、災害障害見舞金等の支給(P.142) 

①災害弔慰金等の交付事務 

 

優先度Ｆ 

１か月以内 
・被災した児童及び生徒への学用品等の支給

(P.120) 

①被災児童及び生徒の把握 

②学用品等の確保及び支給 

・応急仮設住宅の運営管理(P.143) 

 ①入居者の募集・選定 

 ②入居者の管理 
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部署名：選挙管理委員会事務局  災対部局名：災対本部事務局 

目標 

開始 

時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 

優先度Ａ 

３時間以内 
・本部の庶務及び統括(P.80) 

①災害対策本部の設置と運営 

②本部長室の設置と運営 

・災害情報の分析及び対策立案(P.81) 

①被害状況の報告 

・東京都災害対策本部及び関係機関との連絡

(P.83) 

①情報連絡窓口の設置 

・応援要請業務(P.84) 

 ①都、協定自治体等への応援要請（総合的な

受援） 

 

優先度Ｂ 

24時間以内 
・災害情報の分析及び対策立案(P.81) 

②災対各部からの状況把握と活動の推進 

・本部の指示及び要請の発議(P.82) 

 ①部長会議の開催 

・東京都災害対策本部及び関係機関との連絡

(P.83) 

②東京都、関係機関との連絡調整 

・応援要請業務(P.84) 

②都を通じた自衛隊の災害派遣要請 

 

優先度Ｃ 

３日以内 
  

優先度Ｄ 

１週間以内 
  

優先度Ｅ 

２週間以内 
  

優先度Ｆ 

１か月以内 
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部署名：区議会事務局  災対部局名：災対総務部 

目標 

開始 

時間 

非常時優先業務 

応急業務 優先度の高い通常業務 

優先度Ａ 

３時間以内 
・職員の配置及び支援(P.93) 

①職員の把握及び動員配備の指示 

・所管施設の災害対策及び復旧等(P.95) 

①所管施設の被害調査及び復旧、ライフライ

ンの維持 

 

優先度Ｂ 

24時間以内 
・支援職員等の受入れ(P.94) 
 ①応援者の受入れ 
 ②応援者への物資等の支援 
・区議会への対応(P.97) 

①区議会地震等災害対策本部の設置 

 

優先度Ｃ 

３日以内 
・職員の配置及び支援(P.93) 

②労務管理・食事・生活物資等の支援 

・区有施設の被害調査の統括(P.97) 

①各部課が行う被害・設備の被害・損失調査 

の集計 

・現金及び物品の出納及び保管(P.96) 

②現場等での支払に必要な現金の確保 

・区議会への対応(P.98) 

②安否確認、情報提供等の運営 

 

優先度Ｄ 

１週間以内 
・現金及び物品の出納及び保管(P.96) 

①対策実施に関する委託契約等の経理処理の 

統括 

 

優先度Ｅ 

２週間以内 
  

優先度Ｆ 

１か月以内 
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５ 応急業務個票 
応急業務 個票【災対本部事務局１】 

業務名 本部の庶務及び統括 

担当部課名 総務部総務課、職員課、危機管理課、防災課、選挙管理委員会事務局 

主な対策 
① 本部の設置と運営（災害対策本部・臨時災害対策本部） 

② 本部長室の設置と運営 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・本部の設置、庶務及び統括に関すること。 

・本部長室の庶務に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・1 応急対策の活動態勢 第 1節 区の災害対策本部の活動態勢 

第 1 災害対策本部の設置(P.28)、第 2 本部長室の設置と運営(P.32) 

・1 応急対策の活動態勢 第 2節 区の臨時災害対策本部の活動態勢 

第 2 臨時災対本部の設置(P.36) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 

Ａ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体 ○◎ → → → → → 10 なし 

主な対策① ○◎ → → → → → 10※ － 

主な対策② ○◎ → → → → → 10※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

④連絡体制や組

織の問題 

○ 災対各部との連絡調整 ○ 災対各部と災対本部事務局間相互

の情報処理方法について、訓練等を

通して各部に徹底する。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 
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応急業務 個票【災対本部事務局２】 

業務名 災害情報の分析及び対策立案 

担当部課名 総務部総務課、職員課、危機管理課、防災課、選挙管理委員会事務局 

主な対策 
① 被害状況の報告 

② 災対各部からの状況把握と活動の推進 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・災害情報の分析及び対策立案に関すること。 

・各部との連絡及び調整に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・1 応急対策の活動態勢 第 1節 区の災害対策本部の活動態勢 

第 1 災害対策本部の設置(P.28) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ａ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体 ○◎ → → → → → 4 なし 

主な対策① ○◎ → → → → → 2 － 

主な対策②  ○◎ → → → → 2 － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

①人員の問題 ○ 職員の参集確認と適正な人員配置 ○ 参集訓練等を実施し、個々の職員

が被災時の参集方法を確認する。 

②資機材・イン

フラ・環境の問

題 

○ 区内の被災状況の確認・把握 ○ 警察、消防、その他インフラ関係

事業者に訓練等への連絡員の参加協

力を依頼し、外部からの情報収集方

法について整理する。 

③システム稼動

の問題 

○ 庁内システムの稼働状況の確認・  

把握 

○ 各システムの保守契約事業者と連

絡体制を構築する。 

  また、データのバックアップ体制

の整備を各担当部署に働きかける。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 
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応急業務 個票【災対本部事務局３】 

業務名 本部の指示及び要請の発議 

担当部課名 総務部総務課、職員課、危機管理課、防災課、選挙管理委員会事務局 

主な対策 ① 部長会議の開催 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・本部の指示及び要請の発議に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・1 応急対策の活動態勢 第 1節 区の災害対策本部の活動態勢 

第 2 本部長室の設置と運営(P.32) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｂ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体     ○◎ → → → → 2 なし 

主な対策①  ○◎ → → → → 2 － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

②資機材・イン

フラ・環境の問

題 

○ 本部長・副本部長が速やかに参集

できない場合の対応 

○ 被災時に参集方法を確認し、各部

で対応をまとめ、参集時に報告する。 

④連絡体制や組

織の問題 

○ 本部長・副本部長の安否確認につ

いて 

○ 複数の連絡手段を確認しておく。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 
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応急業務 個票【災対本部事務局４】 

業務名 東京都災害対策本部及び関係機関との連絡 

担当部課名 総務部総務課、職員課、危機管理課、防災課、選挙管理委員会事務局 

主な対策 
① 情報連絡窓口の設置 

② 東京都、関係機関との連絡調整 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・東京都災害対策本部及び関係機関との連絡に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・1 応急対策の活動態勢 第 1節 区の災害対策本部の活動態勢 

第 2 本部長室の設置と運営(P.32) 

・2 情報連絡体制の整備 第 1節 防災関係機関等との通信連絡 

第 1 情報連絡窓口の設置(P.48)、第 2 災害情報の収集と管理(P.53) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ａ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体 ○◎ → → → → → 2 なし 

主な対策① ○◎ → → → → → 1 － 

主な対策②  ○◎ → → → → 1 － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

④連絡体制や組

織の問題 

○ 東京都との情報連携 ○ 平常時から、リエゾン（災害対策

現地情報連絡員）など、東京都の職

員に訓練等への参加を依頼し、連絡

の手段や方法について確認する。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 
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応急業務 個票【災対本部事務局５】 

業務名 応援要請業務 

担当部課名 総務部総務課、職員課、危機管理課、防災課、選挙管理委員会事務局 

主な対策 
① 都、協定自治体等への応援要請（総合的な受援） 

② 都を通じた自衛隊の災害派遣要請 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・他の地方公共団体への要請業務及び支援職員の受入れに関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・3 防災関係機関等との相互協力 第 1節 防災関係機関との協力 

第 1 防災関係機関への応援要請と受入れ(P.56) 

・3 防災関係機関等との相互協力 第 2節 自衛隊への災害派遣要請 

第 1 災害派遣要請の手続き等(P.58) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ａ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体 ○◎ → → → → → 2 なし 

主な対策① ○◎ → → → → → 1 － 

主な対策② ○ ◎ → → → → １ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

④連絡体制や組

織の問題 

○ 要請業務の把握・整理 ○ 訓練等を通して、要請が必要とな

る業務について、庁内からの情報収

集方法を整理する。 

④連絡体制や組

織の問題 

○ 応援要請に関する連絡調整 ○ 応援要請の項目・連絡先に関する

リストを確認する。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 

 

  



 

85 

応急業務 個票【災対情報部１】 

業務名 情報の収集及び整理 

担当部課名 企画政策部企画課、財政課、広報課、情報政策課 

主な対策 
① 地区の情報の収集 

② 災害情報の収集と管理 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・区の区域内の情報収集に関すること。 

・災害情報の集約及び整理に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・2 情報連絡体制の整備 第 1節 防災関係機関等との通信連絡 

第 1 情報連絡窓口の設置(P.48)、第 2 災害情報の収集と管理(P.53) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 

Ｂ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体 ○ ◎ → → → → 6 なし 

主な対策① ○ ◎ → → → → 4 － 

主な対策② ○ ◎ → → → → 2 － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

②資機材・イン

フラ・環境の問

題 

④連絡体制や組

織の問題 

○ 災害時における連絡方法の把握 ○ 固定電話、携帯電話等が使用不能

となった場合の連絡手段、通信機器

の使用方法等について、訓練等を通

して事前に確認しておく。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 

  



 

86 

応急業務 個票【災対情報部２】 

業務名 防災行政無線の管理及び統制 

担当部課名 企画政策部企画課、財政課、広報課、情報政策課 

主な対策 
① 防災センターの情報機器類の全起動・点検 

② 防災行政無線等の管理・統制 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・防災行政無線の管理及び統制に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・1 応急対策の活動態勢 第 1節 区の災害対策本部の活動態勢 

第 1 災害対策本部の設置(P.28) 

・2 情報連絡体制の整備 第 1節 防災関係機関等との通信連絡 

第 2 災害情報の収集と管理(P.53) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ａ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体 ○◎ → → → → → 2 なし 

主な対策① ○◎      1※ － 

主な対策②  ○◎ → → → → 2※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

③システム稼働

の問題 

○ 機器の操作方法、周知する情報の 

 管理 

○ 機器の使用方法について、訓練等

を通して事前に確認しておく。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 

  



 

87 

応急業務 個票【災対情報部３】 

業務名 本部の指示、要請及び情報の伝達 

担当部課名 企画政策部企画課、財政課、広報課、情報政策課 

主な対策 ① 災対各部の情報収集、災対各部への情報伝達 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・本部の指示、要請及び情報の伝達に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・2 情報連絡体制の整備 第 1節 防災関係機関等との通信連絡 

第 1 情報連絡窓口の設置(P.48) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｂ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体  ○◎ → → → → 9 なし 

主な対策①  ○◎ → → → → 9 － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

①人員の問題 

②資機材・イン

フラ・環境の問

題 

④連絡体制や組

織の問題 

○ 膨大な情報量を取り扱うこととな

るが、情報伝達の遅延や誤情報の共

有を防止する必要がある。 

○ 災対各部の担当者を定めることに

より、情報の集約・発信を整理する。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 

  



 

88 

応急業務 個票【災対情報部４】 

業務名 広報活動 

担当部課名 企画政策部企画課、財政課、広報課、情報政策課 

主な対策 

① 広報媒体（ホームページ・エリアメール・LINE・ツイッター・フェイスブ

ック）による情報の提供 

② 報道機関への広報要請 

③ 区報臨時号の刊行 

④ ＴＶ番組作成及び文京区民チャンネルによる配信 

⑤ 報道機関への情報発表 

⑥ 臨時災害ＦＭ放送局開設・準備 

⑦ 外国語広報 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・災害についての広報及び広聴に関すること。 

・報道機関への連絡に関すること。 

・区報臨時号の発行に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・4 災害広報・広聴計画 第 1節 災害時の広報 

第 1 区の広報活動(P.60) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｂ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体  ○◎ → → → → 10 ● 

主な対策①  ○◎ → → → → 2 1-① 

主な対策②  ○◎ → → → → 1 － 

主な対策③   ○ ◎ → → 2 1-② 

主な対策④   ○ ◎ → → 2 － 

主な対策⑤  ○ ◎ → → → 2 － 

主な対策⑥   ○ ◎ → → 1 － 

主な対策⑦  ○◎ → → → → 1※ 1-③ 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

⑤その他 

○ 区報臨時号発行に係る作成事業者

との連絡体制 

○ 区報臨時号の配布方法 

○ 広報内容の翻訳 

○ 関係機関との複数の連絡方法を確

認しておく。 

○ 事前に配送方法・配送先（区有施

設・避難所）を決めておく。 

○ 通訳者との連絡方法を確認してお

く。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 

  



 

89 

応急業務 個票【災対情報部５】 

業務名 広聴活動 

担当部課名 企画政策部企画課、財政課、広報課、情報政策課 

主な対策 

① 区民相談窓口の設置 

② 巡回相談班の編成及び専門家による巡回相談の実施 

③ 外国語・手話通訳等相談対応 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・災害についての広報及び広聴に関すること。 

・被災者の相談業務の連絡及び調整に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・4 災害広報・広聴計画 第 2節 災害時の広聴 

第 1 広聴・相談活動(P.61) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｃ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体   ○◎ → → → 3 ● 

主な対策①   ○◎ → → → 1 2-① 

主な対策②    ○◎ → → 1 2-② 

主な対策③    ○◎ → → 1 2-③ 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

②資機材・イン

フラ・環境の問

題 

○ 災害状況に応じた相談方法（電

話・対面・オンライン化）を確認

しておく必要がある。 

○ 相談内容などを考慮した会場の確

保、災害状況を考慮した機材の用意

等を事前に確認しておく。 

⑤その他 
○ 相談員の確保が可能か各士業界に

確認しておく必要がある。 

○ 事前に各士業界へ緊急時の連絡先

や担当者などを確認しておく。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 

  



 

90 

応急業務 個票【災対情報部６】 

業務名 災害資料の収集及び記録 

担当部課名 企画政策部企画課、財政課、広報課、情報政策課 

主な対策 
① 災害対応状況の記録作成 

② 被害状況の映像等による記録作成 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・災害資料の収集及び記録に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

なし 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｂ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体  ○◎ → → → → 1 なし 

主な対策①  ○◎ → → → → 1※ － 

主な対策②  ○◎ → → → → 1※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

②資機材・イン

フラ・環境の問

題 

④連絡体制や組

織の問題 

○ 道路啓開の状況により、移動範囲

が限られる。 

○ 二次災害を防止するため、建物、

崖、擁壁等の危険度を確認の上、実

施する必要がある。 

○ 災対建築部及び災対土木部との連

絡・調整を密に行い、時点を区切っ

て状況を記録する。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 

  



 

91 

応急業務 個票【災対情報部７】 

業務名 災害対策予算 

担当部課名 企画政策部企画課、財政課、広報課、情報政策課 

主な対策 ① 災害会計全般の予算編成、集計等の管理 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・災害対策の予算に関すること。 

・災害救助法の適用による財政措置に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・1 応急対策の活動態勢 第 7節 災害財務の管理 

第 1 災害財務の管理(P.46)、第 2 災害財務の管理活動(P.46) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｃ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体   ○◎ → → → 2 なし 

主な対策①   ○◎ → → → 2 － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

③システム稼働

の問題 

〇 財務会計システムが使用できなく

なった場合、予算管理上大きな制約

を受ける。 

〇 早期のシステム復旧に向けて、関

係部署と連携し対応する。 

〇 時間を要する場合は応急的な対応

について検討する。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 

  



 

92 

応急業務 個票【災対情報部８】 

業務名 災害復旧及び復興計画の立案 

担当部課名 企画政策部企画課、財政課、広報課、情報政策課 

主な対策 
① 災害復旧計画の立案 

② 災害復興計画の立案 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・災害復旧及び復興計画の立案に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

なし 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｅ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体    ○ ◎ → 4 なし 

主な対策①    ○ ◎ → 4※ － 

主な対策②     ○ ◎ 4※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

④連絡体制や組

織の問題 

〇 具体的な計画のイメージを把握・

共通認識できていない。 

〇 他自治体での策定例などを情報収

集し、共有する。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 

  



 

93 

応急業務 個票【災対総務部１】 

業務名 職員の配置及び支援 

担当部課名 
総務部総務課、職員課、施設管理部施設管理課、保全技術課、会計管理室、 

区議会事務局 

主な対策 
① 職員の把握及び動員配備の指示 

② 労務管理・食事・生活物資等の支援 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・職員の動員数の把握に関すること。 

・職員の服務及び食糧に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・1 応急対策の活動態勢 第 3節 災害対策本部の配置及び服務 

第 1 職員の配置等(P.42) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 

Ａ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体 ○◎ → → → → → 7 なし 

主な対策① ○◎ → → → → → 4 － 

主な対策②  ○ ◎ → → → 3 － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

①人員の問題 ○ 参集職員の把握や人員割り振りの

円滑な実施 

○ 事前検討や訓練により、対応方法

を整理しておく。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 

 

  



 

94 

応急業務 個票【災対総務部２】 

業務名 支援職員等の受入れ 

担当部課名 
総務部総務課、職員課、施設管理部施設管理課、保全技術課、会計管理室、 

区議会事務局 

主な対策 
① 応援者の受入れ 

② 応援者への物資等の支援 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・他の地方公共団体への要請業務及び支援職員の受入れに関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・3 防災関係機関等との相互協力 第 1節 防災関係機関との協力 

第 1 防災関係機関への応援要請と受入れ(P.56) 

・3 防災関係機関等との相互協力 第 2節 自衛隊への災害派遣要請 

第 2 災害派遣部隊の受入れ(P.58) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ａ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体 ○ ◎ → → → → 2 なし 

主な対策① ○ ◎ → → → → 2※ － 

主な対策② ○ ◎ → → → → 2※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

④連絡体制や組

織の問題 

○ 要請業務の把握・整理 ○ 災対本部事務局と連携の上、訓練

等を通して、要請が必要となる業務

について、庁内からの情報収集方法

を整理する。 

④連絡体制や組

織の問題 

○ 応援要請に関する連絡調整 ○ 災対本部事務局と連携の上、応援

要請の項目・連絡先に関するリスト

を確認する。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 

 



 

95 

応急業務 個票【災対総務部３】 

業務名 所管施設の災害対策及び復旧等 

担当部課名 
総務部総務課、職員課、施設管理部施設管理課、保全技術課、会計管理室、 

区議会事務局 

主な対策 ① 所管施設の被害調査及び復旧、ライフラインの維持 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・文京シビックセンターの防災対策及び被害調査に関すること。 

・文京シビックセンターの復旧及び整備に関すること。 

・男女平等施設災害対策及び被害調査に関すること。 

・男女平等施設の復旧及び整備に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・1 応急対策の活動態勢 第 5節 シビックセンターの管理 

第 1 シビックセンターの点検(P.44) 

・12 公共施設等の応急対策 第 1節 区施設の応急対策活動 

第 1 区施設の応急対策(P.186) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ａ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体 ○◎ → → → → → 5 ● 

主な対策① ○◎ → → → → → 5 3-① 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

①人員の問題 ○ 被害があった施設の確認作業に当

たる人員の確保等 

○ 設備・警備委託業者と連携を図り、

可能な限り速やかに確認作業に当た

る。 

②資機材・イン

フラ・環境の問

題 

○ 施設の復旧に必要な部品等資機材

の調達 

○ 日常的な施設のメンテナンスと部

品等の備蓄に努める。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 

  



 

96 

応急業務 個票【災対総務部４】 

業務名 現金及び物品の出納及び保管 

担当部課名 
総務部総務課、職員課、施設管理部施設管理課、保全技術課、会計管理室、 

区議会事務局 

主な対策 
① 対策実施に関する委託契約等の経理処理の統括 

② 現場等での支払に必要な現金の確保 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・現金及び物品の出納及び保管に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・1 応急対策の活動態勢 第 8節 現金及び物品の出納、経理処理 

第 1 現金及び物品の出納、経理処理(P.47) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｃ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体  ○ ◎ → → → 2 なし 

主な対策①   ○ ◎ → → 1 － 

主な対策②  ○ ◎ → → → 1 － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

⑤その他 ○ 災害時に必要な現金の確保 ○ 平常時から指定金融機関との連携

を密にし、災害時の具体的手続を確

認しておく。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他  



 

97 

応急業務 個票【災対総務部５】 

業務名 区有施設の被害調査の統括 

担当部課名 
総務部総務課、職員課、施設管理部施設管理課、保全技術課、会計管理室、 

区議会事務局 

主な対策 ① 各部課が行う被害・設備の被害・損失調査の集計 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・区有施設の被害調査の統括に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・1 応急対策の活動態勢 第 9節 区有財産の被害・損失調査 

第 1 区有財産の被害・損失調査(P.47) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｃ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体   ○◎ → → → 5 ● 

主な対策①   ○◎ → → → 5 
3-① 
3-② 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

①人員の問題 ○ 被害状況を判断する専門職の確保 ○ 各施設の設備委託業者と連携・協

力を図る体制を構築する。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 

 

  



 

98 

応急業務 個票【災対総務部６】 

業務名 区議会への対応 

担当部課名 
総務部総務課、職員課、施設管理部施設管理課、保全技術課、会計管理室、 

区議会事務局 

主な対策 
① 区議会地震等災害対策本部の設置 

② 安否確認、情報提供等の運営 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・文京区議会地震等災害対策本部に関すること。 

・区議会に対する災害情報の連絡に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・1 応急対策の活動態勢 第 4節 区議会地震等災害対策本部の運営 

第 1 区議会地震等災害対策本部の運営と活動支援(P.43) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｂ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体 ○ ◎ → → → → 3 なし 

主な対策① ○ ◎ → → → → 3※ － 

主な対策②  ○ ◎ → → → 3※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

④連絡体制や組

織の問題 

○ 区議会地震等災害対策本部との連

絡・調整 

○ 日頃から、区議会地震等災害対策

本部本部長及び副本部長と緊急時に

おける連絡方法を確認しておく。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 

  



 

99 

応急業務 個票【災対区民部１】 

業務名 地域における情報収集、救出及び救護活動 

担当部課名 
区民部区民課、経済課、戸籍住民課、アカデミー推進部アカデミー推進課、 

スポーツ振興課、資源環境部環境政策課、リサイクル清掃課、文京清掃事務所 

主な対策 

① 被害情報の収集、区民への情報提供 

② 地域活動センターでの広聴活動（地域活動センターの通常業務と兼務） 

③ 救助資機材の準備、救助活動、負傷者の搬送 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・地域活動センターの事業を行う地域における被害状況の把握、調査及び報告

に関すること。 

・地域活動センターの事業を行う地域における倒壊家屋等からの救出及び救護

活動に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・2 情報連絡体制の整備 第 1節 防災関係機関等との通信連絡 

第 1 情報連絡窓口の設置(P.48) 

・4 災害広報・広聴計画 第 2節 災害時の広聴 

   第 1 広聴・相談活動(P.61) 

・7 救援及び救護に関する計画 第 4節 救助・救急活動 

第 1 救急活動と応急措置(P.124) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 

Ｂ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体 ○ ◎ → → → → 9 ● 

主な対策① ○ ◎ →    9※ － 

主な対策②   ○◎ → → → - 2-② 

主な対策③ ○ ◎ →    9※ － 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

①人員の問題 ○ ９か所の地域活動センターの情報

連絡体制に必要な人員の確保 

○ 地域活動センター班の迅速な編

成、体制の確立、訓練の実施  

③システム稼働

の問題 

○ 被災者生活再建支援システムの運  

 用 

○ 操作研修等の実施 

④連絡体制や組

織の問題 

○ 災対土木部及び消防署、警察署と

の具体的な連携方法 

○ 訓練の実施 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 

 

  



 

100 

応急業務 個票【災対区民部２】 

業務名 帰宅困難者の支援 

担当部課名 
区民部区民課、経済課、戸籍住民課、アカデミー推進部アカデミー推進課、 

スポーツ振興課、資源環境部環境政策課、リサイクル清掃課、文京清掃事務所 

主な対策 

① 帰宅情報等の提供 

② 一時滞在施設の開設・運営（文京シビックセンター・文京スポーツセン 

ター・東京ドーム等） 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・帰宅困難者の誘導及び支援に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・10 帰宅困難者対策 第 1節 帰宅困難者対策活動(P.172) 

・10 帰宅困難者対策 第 2節 一時滞在施設の運営(P.173) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｂ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体  ○◎ → →   8 ● 

主な対策①  ○◎ → →   2 7-① 

主な対策②  ○◎ → →   6 7-② 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

①人員の問題 ○ 帰宅困難者の発生状況により人員

不足が起こる可能性がある 

○ 部内で連携して人員体制を整え

る。 

②資機材・イン

フラ・環境の問

題 

○ 必要な飲料、食料などの準備 ○ 備蓄物資の管理状況を把握してお

く。 

⑤その他 ○ 外国人観光客に向けた情報提供や

支援 

〇 日頃から災害情報提供アプリ等の

活用周知を図る。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 

  



 

101 

応急業務 個票【災対区民部３】 

業務名 一般ボランティアの受入れ、総合調整及び活動支援 

担当部課名 
区民部区民課、経済課、戸籍住民課、アカデミー推進部アカデミー推進課、 

スポーツ振興課、資源環境部環境政策課、リサイクル清掃課、文京清掃事務所 

主な対策 
① 文京区災害ボランティアセンターの開設（文京区社会福祉協議会との調整） 

② ボランティアの受入れ（ボランティアニーズ把握と派遣依頼） 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・災害時の一般ボランティアの受入れ及び総合調整に関すること。 

・災害時の一般ボランティアの活動支援に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・11 ボランティア等との連携・協働 第 1節 ボランティア活動(P.182) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｃ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体  ○ ◎ → → → 1 なし 

主な対策①  ○ ◎ → → → 1※ － 

主な対策②  ○ ◎ → → → 1※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

④連絡体制や組

織の問題 

○ 文京区社会福祉協議会との連絡調 

 整 

○ 協定内容の確認を行う際に、担当

者連絡先等の確認も実施する。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他  
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応急業務 個票【災対区民部４】 

業務名 救援物資及び食糧の受入れ、保管及び配分 

担当部課名 
区民部区民課、経済課、戸籍住民課、アカデミー推進部アカデミー推進課、 

スポーツ振興課、資源環境部環境政策課、リサイクル清掃課、文京清掃事務所 

主な対策 

① 輸送拠点（集結地）の開設・運営 

② 食品、生活必需品等の確保 

③ 食品、生活必需品等の配付 

④ 食品、生活必需品等の配送管理 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・救援物資及び食糧の受入れ、保管及び配分に関すること。 

・食品及び生活用品の配付に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・7 救援及び救護に関する計画 第 2節 食品給与活動(P.115) 

・7 救援及び救護に関する計画 第 3節 生活必需品給与活動(P.121) 

・7 救援及び救護に関する計画 第 9節 援助物資の集配(P.145) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｃ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体  ○ ◎ → → → 15 ● 

主な対策①  ○ ◎ → → → 5 4-① 

主な対策②  ○ ◎ → → → 5 4-② 

主な対策③  ○ ◎ → → → 5 4-② 

主な対策④  ○ ◎ → → → 5※ 4-③ 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

②資機材・イン

フラ・環境の問

題 

○ 必要物資等を把握するため、保有

物資等の確認をする必要がある。 

○ 最新の一覧表を防災課に確認して

おく。 

④連絡体制や組

織の問題 

○ 救援物資等の集配・管理 ○ 災対本部事務局及び災対土木部 

と連携して、職員を集積場所に派遣

し、管理を行う。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 
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応急業務 個票【災対区民部５】 

業務名 各種民間団体等との連絡及び調整 

担当部課名 
区民部区民課、経済課、戸籍住民課、アカデミー推進部アカデミー推進課、 

スポーツ振興課、資源環境部環境政策課、リサイクル清掃課、文京清掃事務所 

主な対策 
① 各災害対策における民間団体等との連絡調整  

 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・各種民間団体等との連絡及び調整に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

なし 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｂ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体  ○◎ → → → → 
各対策に
計上 

なし 

主な対策①  ○◎ → → → → 
各対策に
計上 

－ 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

④連絡体制や組

織の問題 

○ 各所管別に連絡調整をする該当団

体の確認 

○ 協定等の支援内容とともに、担当

者連絡先等の確認を行う。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 
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応急業務 個票【災対区民部６】 

業務名 被災工場の実態調査及び公害防除 

担当部課名 
区民部区民課、経済課、戸籍住民課、アカデミー推進部アカデミー推進課、 

スポーツ振興課、資源環境部環境政策課、リサイクル清掃課、文京清掃事務所 

主な対策 
① 被災工場の実態調査（被災した場合） 

② 危険物漏出等の防除対策（危険物漏出等があった場合） 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・被災工場の実態調査及び公害防除に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

なし 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｃ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体   ○◎ → → → 9 なし 

主な対策①   ○◎ → → → 4 － 

主な対策②   ○◎ → → → 5 － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

①人員の問題 ○ 実態調査の人員確保 

○ 危険物漏出に対する現場対応の人

員確保 

○ 関係部署と協力して人員を確保す

る。 

②資機材・イン

フラ・環境の問

題 

○ 建物の倒壊・半壊による施設及び

設備への立入り可否の判断が困難で

ある。 

○ 倒壊建物解体・撤去システム・フ

ローの調査・判定結果（建築物応急

危険度判定結果等）を参考とし、現

地調査を行っていく。 

④連絡体制や組

織の問題 

○ 二次災害（火災・爆発）の危険性 ○ 警察や消防と連携して対応する。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 
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応急業務 個票【災対区民部７】 

業務名 環境モニタリング 

担当部課名 
区民部区民課、経済課、戸籍住民課、アカデミー推進部アカデミー推進課、 

スポーツ振興課、資源環境部環境政策課、リサイクル清掃課、文京清掃事務所 

主な対策 
① 空間放射線量の測定等の対策 

② 飛散性アスベストの測定等の対策 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・被災地の環境整備に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

なし 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｃ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体  ○ ◎ → → → 4 ● 

主な対策①  ○ ◎ → → → 2※ － 

主な対策②  ○ ◎ → → → 4※ 
32-① 
32-② 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

①人員の問題 ○ 測定員人員確保 

・放射線、アスベストともに、測定は

２人１組で行う必要がある。 

・測定を行うことが可能な人員が不足

している。 

○ 測定後の対応に当たる人員の確保 

・測定後の現場対応等については、多

数の人員が必要となる場合がある。 

○ 関係部署との協力の下、人員確保

していく。 

〇 アスベストの測定等については、

一般社団法人建築物石綿含有建材

調査者協会と「災害時におけるアス

ベスト調査等に関する協定」を締結

している。 

②資機材・イン

フラ・環境の問

題 

○ 建物の倒壊・半壊による施設及び

設備への立入り可否の判断が困難で

ある。 

○ 倒壊建物解体・撤去システム・フ

ローの調査・判定結果（建築物応急

危険度判定結果等）を参考とし、現

地調査を行っていく。 

⑤その他 ○ 二次災害（アスベストの飛散等）

の危険性 

○ 必要に応じて、現地における立入

禁止等の措置を行う。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 
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応急業務 個票【災対区民部８】 

業務名 災害廃棄物、し尿等の処理 

担当部課名 
区民部区民課、経済課、戸籍住民課、アカデミー推進部アカデミー推進課、 

スポーツ振興課、資源環境部環境政策課、リサイクル清掃課、文京清掃事務所 

主な対策 

① ごみ処理活動 

② 仮設トイレ等の設置、管理 

③ し尿の収集処理 

④ がれきの収集処理 

⑤ 倒壊建物の解体・撤去 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・ごみ、し尿等の処理に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・14 ごみ・し尿・がれき等処理計画 第 1節 ごみ処理(P.192) 

・14 ごみ・し尿・がれき等処理計画 第 2節 し尿処理(P.194) 

・14 ごみ・し尿・がれき等処理計画 第 3節 がれき処理(P.197) 
 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｃ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体  ○ ◎ → → → 18 ● 

主な対策①  ○ ◎ → → → 2 18-① 

主な対策②  ○ ◎ → → → 4 8-① 

主な対策③  ○ ◎ → → → 4 8-② 

主な対策④   ○◎ → → → 4 
18-② 
18-③ 

主な対策⑤    ○◎ → → 4 19-① 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 
 
＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

①人員の問題 ○ 収集体制（車両）・人員の確保 

・発災時には、「災害廃棄物」、「避難所

ごみ」、在宅避難者の「一般家庭ご

み」、避難所及び各家庭からの「し尿」

が同時に発生するため、人員・機材

が少ない中で、それに対応できる収

集体制の確立が求められる。 

○ 東京都環境保全協同組合と「災害

時におけるし尿収集の協力に関する

協定」を締結している。 

○ 大規模災害による災害廃棄物が東

京 23 区内で発生した場合、23 区及

び東京二十三区清掃一部事務組合

（以下「清掃一組」という。）が、円

滑かつ迅速に災害廃棄物の対応を行

うため、各区等の共同処理及び事業

者団体等への協力要請に関する基本

的事項を定めた協定を締結している。 

○ 発災時の災害廃棄物やし尿の処理

については、清掃リサイクル主管課

長会の分科会である「災害廃棄物処

理対策検討会」で検討していく。 
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視点※ 問題点・課題 対策 

②資機材・イン

フラ・環境の問

題 

○ 道路啓開の状況 

・収集作業を再開する際は、収集車両

の通行を確保する必要がある。 

・仮設トイレを設置する際は、運搬車

両の通行を確保する必要がある。 

○ 発災時に収集・運搬等の計画を立

てる際には、道路啓開の担当と連携

をして、計画を作成する。 

②資機材・イン

フラ・環境の問

題 

○ 災害廃棄物仮置場の確保・運営 

・災害廃棄物は、一時で多量に排出さ

れるため、排出場所の確保が必要と

なるが、都心部のため大きな空地が

ない。また、大きな空地は広域避難

所として指定されているケースが多

いことから、調整が必要となる。 

・経常時の集積所に災害廃棄物が排出

されると、道路通行に支障を及ぼす

とともに、分別されていない場合、

事後処理が困難になる。 

・地区集積所を設置した場合、住民が

軽トラックを持っていない都心部の

状況から住民の運搬手段を考慮する

必要がある。 

・仮置場の管理・運営については、受

援により実施する必要がある。 

○ 事前に、庁内調整により仮置場候

補地を検討しておく。 

○ 仮置場の管理・運営については、

23 区と東京都中小建設業協会及び

東京都産業資源循環協会と「災害時

における災害廃棄物の処理、処分等

に関する協定」を締結している。 

②資機材・イン

フラ・環境の問

題 

○ 収集車両の燃料の確保 

・区内ガソリンスタンド（軽油車）で

の給油ができない場合には、燃料の

確保先が必要となる。 

○ 「災害時における石油類等の供給

に関する協定書」に基づく優先給油

所の確認及び平常時から収集車両を

燃料をタンク満杯にし帰庫させる。 

②資機材・イン

フラ・環境の問

題 

○ 清掃工場の稼働状況 

・清掃工場が停止した場合は、ごみを

収集しても搬出先がない。 

○ 清掃工場に搬入できない場合の対

応について、検討しておく（住民へ

の排出抑制のお願いや仮置場所の確

保など）。 

②資機材・イン

フラ・環境の問

題 

○ し尿の処理処分 

・文京区では、し尿の収集運搬を実施

していないことから、受入先の確保

が課題となる。 

・災害時における携帯トイレの廃棄処

理は、可燃ごみとしての処理が想定

されているが、水分含有量が高いこ

とから、１日当たりの清掃工場への

搬入量が制限される。 

○ 受入先を含めた計画を策定する。 

④連絡体制や組

織の問題 

○ がれきの収集処理に係る対応内容

の整理 

○ 区と協定に基づく協力会社におい

て、災害時のがれきの収集処理の対

応について連絡調整会議などにより

確認しておく。 
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視点※ 問題点・課題 対策 

④連絡体制や組

織の問題 

○ 連絡・通信手段の確保 

・災害廃棄物処理やし尿の収集運搬に

ついて民間事業者団体と支援協定を

締結しているが、支援依頼の連絡手

段の確保が必要となる。 

○ 清掃工場への搬入においては、清

掃一組との調整が必要なことから、

連絡手段の確保が必要となる。 

・し尿を指定マンホールに投入し、又

は水再処理センターへ搬入する場合

には、東京都下水道局への連絡が必

要なことから、連絡手段の確保が必

要となる。 

○ 災害時の通信手段の確保に備え

て、清掃一組と 23区間では、MCA無

線機を導入している。 

○ 発災時の事業者（相手）側の通信

手段について、事前に確認しておく。 

○ 災害情報システムを活用し、情報

共有を図る。 

⑤その他 ○ 区民周知 

・災害時は、平常時と分別方法や収集

体制が変わることから、発災時の周

知手段の確保が必要となる。 

○ 災害時の区民周知の方法について

検討する。 

○ 平常時に周知可能な内容について

は、平常時から周知に努める。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 
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応急業務 個票【災対区民部９】 

業務名 遺体埋葬・火葬許可書の発行 

担当部課名 
区民部区民課、経済課、戸籍住民課、アカデミー推進部アカデミー推進課、 

スポーツ振興課、資源環境部環境政策課、リサイクル清掃課、文京清掃事務所 

主な対策 ① 広域火葬の実施 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・遺体埋葬・火葬許可書の発行に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・15 遺体の取扱い 第 3節 遺体の火葬 

    第 1 広域火葬の実施(P.207) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｃ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体   ○◎ → → → 4 ● 

主な対策①   ○◎ → → → 4 9-② 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

①人員の問題 ○ 死亡届申請が増加することが予想

されることから、処理する人員の不

足が考えられる。 

○ 届出審査の経験を持つ職員への応

援を依頼するため、災対総務部と調

整する。 

①人員の問題 ○ 時間外受付での申請の増加が予想

されることから、処理する人員の不

足が考えられる。 

○ 災害時の時間外受付の体制を構築

する。 

③システム稼働

の問題 

○ 電算システムの停止により発行が

できない、又は遅れる。 

○ 電算システム停止時の許可証の発

行方法について、代替方法を定め、

準備しておく。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 
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応急業務 個票【災対区民部１０】 

業務名 所管施設の災害対策及び被害調査 

担当部課名 
区民部区民課、経済課、戸籍住民課、アカデミー推進部アカデミー推進課、 

スポーツ振興課、資源環境部環境政策課、リサイクル清掃課、文京清掃事務所 

主な対策 ① 所管施設の被害調査及び復旧、ライフラインの維持 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・区民部及びアカデミー推進部の所管施設の災害対策及び被害調査に関するこ 

と。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・12 公共施設等の応急対策 第 1節 区施設の応急対策活動(P.186) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｂ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体  ○◎ →    5 ● 

主な対策①  ○◎ →    5 
3-① 
3-② 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

④連絡体制や組

織の問題 

○ 調査対象所管施設の確認 

〇 専門的な判断をできる職員がいな

いため、対応が難しい。 

〇 災対建築部と連携して、応急危険

度判定調査を行い、施設の閉鎖、応

急補修等の応急的な対策を講じる。 

○ 指定管理者等から、各施設の被害

状況等について、情報を収集する。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 
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応急業務 個票【災対区民部１１】 

業務名 住家被害認定調査 

担当部課名 
区民部区民課、経済課、戸籍住民課、アカデミー推進部アカデミー推進課、 

スポーツ振興課、資源環境部環境政策課、リサイクル清掃課、文京清掃事務所 

主な対策 

① 住家被害認定調査の準備（班編成、資機材） 

② 住家被害認定調査の実施 

③ 再調査の実施 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・被災度判定調査に関すること。（住家被害認定調査） 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・8 応急生活確保に関する計画  

第 4節 被災度判定調査（住家被害認定調査）(P.155) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｅ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体    ○ ◎ → 105 ● 

主な対策①    ○ ◎ → 5 5-① 

主な対策②    ○ ◎ → 100※ 5-② 

主な対策③    ○ ◎ → 100※ 5-② 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

①人員の問題 ○ 被災度判定調査の人員確保 ○ 災対建築部と協議の上、人員を確

保する。 

○ 人員が不足する場合は、調査要員

の派遣協力について、相互協力協定

を締結している他自治体等に要請す

る。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 
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応急業務 個票【災対区民部１２】 

業務名 り災証明書の発行 

担当部課名 
区民部区民課、経済課、戸籍住民課、アカデミー推進部アカデミー推進課、 

スポーツ振興課、資源環境部環境政策課、リサイクル清掃課、文京清掃事務所 

主な対策 
① り災証明書発行窓口の設置、資機材等の準備 

② り災証明書の発行・再発行の実施 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・り災証明書の発行に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・8 応急生活確保に関する計画 第 5節 り災証明書発行要領(P.158) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｅ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体    ○ ◎ → 36 ● 

主な対策①    ○ ◎ → 9※ － 

主な対策②    ○ ◎ → 36※ 
6-① 
6-② 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

①人員の問題 ○ り災証明書の発行に要する人員確 

 保 

○ 災対建築部と協議の上、人員を確

保する。 

○ 応援職員の受入計画を立て、派遣

先の割り振り及び指定を行う。 

②資機材・イン

フラ・環境の問

題 

○ 受付窓口の設置 ○ 地域活動センターの職員と連携し

て、各地域活動センターに会場を確

保する。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 
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応急業務 個票【災対区民部１３】 

業務名 義援金品等の支給 

担当部課名 
区民部区民課、経済課、戸籍住民課、アカデミー推進部アカデミー推進課、 

スポーツ振興課、資源環境部環境政策課、リサイクル清掃課、文京清掃事務所 

主な対策 
① 義援金品の受付募集 

② 義援金品の配分活動 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・義援金品等の受領に関すること。 

・義援金品等の配分に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・8 応急生活確保に関する計画 第 6節 義援金品の配分等(P.161) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｅ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体    ○ ◎ → 6 ● 

主な対策①    ○ ◎ → 2 
30-① 
30-② 

主な対策②    ○ ◎ → 4 
30-① 
30-② 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

④連絡体制や組

織の問題 

〇 義援金配付担当（災対福祉部）と

の調整 

〇 災対区民部において担当者を定め

た上で、災対福祉部と調整する。 

⑤その他 ○ 受付窓口設置の周知 ○ 災対情報部と調整して、区民に広

報を行う。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 

  



 

114 

応急業務 個票【災対区民部１４】 

業務名 融資等の支援対策 

担当部課名 
区民部区民課、経済課、戸籍住民課、アカデミー推進部アカデミー推進課、 

スポーツ振興課、資源環境部環境政策課、リサイクル清掃課、文京清掃事務所 

主な対策 
① 融資等に関する広報 

② 窓口における相談、手続等 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・商工業関係の融資に関すること。 

・融資等の支援対策に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

なし 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｅ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体    ○ ◎ → 3 なし 

主な対策①    ○ ◎ → 1 － 

主な対策②    ○ ◎ → 2 － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

①人員の問題 〇 融資等支援対策の人員配置 〇 経済課の融資を担当する職員を担

当者として配置する等、まずは災対

区民部において人員配置を検討す

る。 

⑤その他 ○ 受付窓口設置の周知 ○ 災対情報部と調整して、区民に広

報を行う。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 
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応急業務 個票【避難所運営部１】 

業務名 避難所の開設及び運営管理 

担当部課名 
総務部税務課、福祉部国保年金課、子ども家庭部子ども家庭支援センター、 

教育推進部学務課、児童青少年課、真砂中央図書館、監査事務局 

主な対策 

① 避難誘導 

② 避難所の開設・運営・相談受付 

③ 避難場所の開設・運営 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・避難所及び妊産婦・乳児救護所の開設及び運営管理に関すること。 

・避難所及び妊産婦・乳児救護所の環境衛生に関すること。 

・被災者の安否等の情報収集に関すること。 

・避難者の誘導及び収容に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・6 避難計画 第 1節 避難態勢  

第 2避難誘導（勤務時間内）(P.77)、第 3 避難誘導（勤務時間外）(P.78) 

・6 避難計画 第 2節 避難所の開設・運営等(P.85) 

・6 避難計画 第 3節 避難場所の開設・運営等(P.101) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 

Ａ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体 ○◎ → → → → → 164 ● 

主な対策① ○◎ →     18 － 

主な対策② ○◎ → → → → → 132 10-① 

主な対策③ ○◎ → → → → → 14 － 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

①人員の問題 〇 長期化する可能性が高いので、通

常業務の再開、健康状態等を考慮し

た、区職員の勤務体制の調整が必要

となる。 

〇 各避難所の収容状況や今後の見通

し等を考慮し、各避難所（可能な範

囲で区内避難所全体）で人員の配置・

シフト等を調整する。 

①人員の問題 〇 職員が参集できず、人手が不足す

る可能性がある。 

〇 必要な応援職員の数や応援職員が

対応する業務をあらかじめ想定して

おく。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他  
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応急業務 個票【避難所運営部２】 

業務名 妊産婦・乳児救護所の開設及び運営管理 

担当部課名 
総務部税務課、福祉部国保年金課、子ども家庭部子ども家庭支援センター、 

教育推進部学務課、児童青少年課、真砂中央図書館、監査事務局 

主な対策 

① 妊産婦・乳児救護所の開設 

② 妊産婦・乳児の受入れ 

③ 他地区（他自治体）への移送 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・避難所及び妊産婦・乳児救護所の開設及び運営管理に関すること。 

・避難所及び妊産婦・乳児救護所の環境衛生に関すること。 

・被災者の安否等の情報収集に関すること。 

・避難者の誘導及び収容に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・6 避難計画 第 5節 妊産婦・乳児救護所の開設(P.107) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｂ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体 ○ ◎ → → → → 20 ● 

主な対策① ○ ◎ → → → → 8※ － 

主な対策② ○ ◎ → → → → 20※ 11-① 

主な対策③   ○ ◎ → → 4※ 11-① 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

①人員の問題 〇 長期化する可能性が高いので、通

常業務の再開、健康状態等を考慮し

た、区職員の勤務体制の調整が必要

となる。 

〇 避難所の収容状況や今後の見通し

等を考慮し、人員の配置・シフト等

を調整する。 

①人員の問題 〇 職員が参集できず、人手が不足す

る可能性がある。 

〇 必要な応援職員の数や応援職員が

対応する業務をあらかじめ想定して

おく。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 

  



 

117 

応急業務 個票【避難所運営部３】 

業務名 児童施設の災害対策及び復旧等 

担当部課名 
総務部税務課、福祉部国保年金課、子ども家庭部子ども家庭支援センター、 

教育推進部学務課、児童青少年課、真砂中央図書館、監査事務局 

主な対策 

① 被害調査、応急危険度判定 

② 被災度区分判定調査 

③ 施設の復旧対策 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・児童施設の災害対策及び被害調査に関すること。 

・児童施設の復旧及び整備に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・12 公共施設等の応急対策 第 1節 区施設の応急対策(P.186) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｃ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体   ○◎ → → → 17 ● 

主な対策①   ○◎ →   10 3-① 

主な対策②   ○◎ → →  2 3-① 

主な対策③     ◎ → 5 3-② 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

①人員の問題 〇 被害調査、応急危険度判定、被災

度区分判定調査を行える専門的な知

識を有する職員を確保することが難

しい。 

〇 災対建築部と連携して、応急危険

度判定調査を行い、施設の閉鎖、応

急補修等の応急的な対策を講じる。 

〇 専門的な知識を有する職員が不足

する場合は、災対建築部から他自治

体等へ応援を依頼する。 

①人員の問題 〇 職員が参集できず、人手が不足す

る可能性がある。 

〇 必要な応援職員の数や応援職員が

対応する業務をあらかじめ想定して

おく。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他  



 

118 

応急業務 個票【避難所運営部４】 

業務名 学校教育施設の災害対策及び復旧等 

担当部課名 
総務部税務課、福祉部国保年金課、子ども家庭部子ども家庭支援センター、 

教育推進部学務課、児童青少年課、真砂中央図書館、監査事務局 

主な対策 

① 被害調査、応急危険度判定 

② 被災度区分判定調査 

③ 施設の復旧対策 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・学校教育施設の災害対策及び被害調査に関すること。 

・学校教育施設の復旧及び整備に関すること。 

・学校教育施設の再開準備に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・12 公共施設等の応急対策 第 1節 区施設の応急対策(P.186) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｂ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体  ○◎ → → → → 12 ● 

主な対策①  ○◎ → →   5 3-① 

主な対策②   ○◎ → →  2 3-① 

主な対策③     ◎ → 5 3-② 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

①人員の問題 〇 被害調査、応急危険度判定、被災

度区分判定調査を行える専門的な知

識を有する職員を確保することが難

しい。 

〇 災対建築部と連携して、応急危険

度判定調査を行い、施設の閉鎖、応

急補修等の応急的な対策を講じる。 

〇 専門的な知識を有する職員が不足

する場合は、災対建築部から他自治

体等へ応援を依頼する。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 

  



 

119 

応急業務 個票【避難所運営部５】 

業務名 区立図書館の災害対策及び復旧等 

担当部課名 
総務部税務課、福祉部国保年金課、子ども家庭部子ども家庭支援センター、 

教育推進部学務課、児童青少年課、真砂中央図書館、監査事務局 

主な対策 

① 被害調査、応急危険度判定 

② 被災度区分判定調査 

③ 施設の復旧対策 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・区立図書館の災害対策及び被害調査に関すること。 

・区立図書館の復旧及び整備に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・12 公共施設等の応急対策 第 1節 区施設の応急対策(P.186) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｃ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体   ○◎ → → → 5 ● 

主な対策①   ○◎ →   2 3-① 

主な対策②   ○◎ → →  1 3-① 

主な対策③     ◎ → 2 3-② 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

①人員の問題 〇 被害調査、応急危険度判定、被災

度区分判定調査を行える専門的な知

識を有する職員を確保することが難

しい。 

〇 災対建築部と連携して、応急危険

度判定調査を行い、施設の閉鎖、応

急補修等の応急的な対策を講じる。 

〇 専門的な知識を有する職員が不足

する場合は、災対建築部から他自治

体等へ応援を依頼する。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 

  



 

120 

応急業務 個票【避難所運営部６】 

業務名 被災した児童及び生徒への学用品等の支給 

担当部課名 
総務部税務課、福祉部国保年金課、子ども家庭部子ども家庭支援センター、 

教育推進部学務課、児童青少年課、真砂中央図書館、監査事務局 

主な対策 
① 被災児童及び生徒の把握 

② 学用品等の確保及び支給 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・被災した児童及び生徒への学用品等の支給に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・16 災害救助法の適用(P.212) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｆ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体      ○◎ 5 なし 

主な対策①      ○◎ 5※ － 

主な対策②      ○◎ 5※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

①人員の問題 〇 人手が不足する可能性がある。 ○ 避難所運営部内で調整した上でも

更に不足する場合は、応援職員を確

保するため、災対総務部と調整する。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 

  



 

121 

応急業務 個票【避難所運営部７】 

業務名 国民健康保険料の減免又は徴収猶予 

担当部課名 
総務部税務課、福祉部国保年金課、子ども家庭部子ども家庭支援センター、 

教育推進部学務課、児童青少年課、真砂中央図書館、監査事務局 

主な対策 
① 担当窓口の設置 

② 事務の取扱い 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・国民健康保険料の減免又は徴収猶予に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・8 応急生活確保に関する計画 第 8節 生活確保のための減免措置(P.164) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｅ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体    ○ ◎ → 3 なし 

主な対策①    ○ ◎ → 1 － 

主な対策②    ○ ◎ → 2 － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

①人員の問題 

 

〇 職員が参集できず、人手が不足す

る可能性がある。 

○ 避難所運営部内で調整した上でも

なお人員が不足する場合は、応援職

員を確保するため、災対総務部と調

整する。 

③システム稼働

の問題 

〇 業務に必要なシステムが稼働しな

い可能性がある。 

〇 被災時の対策について、関係機関

と事前に協議して対策を確認してお

く。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 

  



 

122 

応急業務 個票【避難所運営部８】 

業務名 国民年金保険料の免除 

担当部課名 
総務部税務課、福祉部国保年金課、子ども家庭部子ども家庭支援センター、 

教育推進部学務課、児童青少年課、真砂中央図書館、監査事務局 

主な対策 
① 担当窓口の設置 

② 事務の取扱い 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・国民年金保険料の免除に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・8 応急生活確保に関する計画 第 8節 生活確保のための減免措置(P.164) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｅ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体    ○ ◎ → 3 なし 

主な対策①    ○ ◎ → 1 － 

主な対策②    ○ ◎ → 2 － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

②資機材・イン

フラ・環境の問

題 

○ 被災状況等に応じた窓口の設置場

所を検討しておく必要がある。 

○ 被災状況等を考慮した場所や機材

の確保について、事前に確認してお

く。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 

  



 

123 

応急業務 個票【避難所運営部９】 

業務名 区税等の徴収猶予又は減額若しくは免除 

担当部課名 
総務部税務課、福祉部国保年金課、子ども家庭部子ども家庭支援センター、 

教育推進部学務課、児童青少年課、真砂中央図書館、監査事務局 

主な対策 
① 担当窓口の設置 

② 事務の取扱い 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・区税等の徴収猶予又は減額若しくは免除に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・8 応急生活確保に関する計画 第 8節 生活確保のための減免措置(P.164) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｅ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体    ○ ◎ → 3 なし 

主な対策①    ○ ◎ → 1 － 

主な対策②    ○ ◎ → 2 － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

②資機材・イン

フラ・環境の問

題 

○ 被災状況等に応じた窓口の設置場

所を検討しておく必要がある。 

○ 被災状況等を考慮した場所や機材

の確保について、事前に確認してお

く。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 

  



 

124 

応急業務 個票【災対保育部１】 

業務名 保育所等の災害対策及び復旧等 

担当部課名 子ども家庭部子育て支援課、幼児保育課、教育推進部児童青少年課 

主な対策 

① 被害調査、応急危険度判定 

② 被災度区分判定調査 

③ 施設の復旧対策 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・保育所等の災害対策及び被害調査に関すること。 

・保育所等の復旧及び整備に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・12 公共施設等の応急対策 第 1節 区施設の応急対策(P.186) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｃ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体   ○◎ → → → 20 ● 

主な対策①   ○◎ →   20※ 3-① 

主な対策②   ○◎ →   2※ 3-① 

主な対策③     ◎ → 5※ 3-② 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

①人員の問題 〇 主な対策①・②・③に対応するノ

ウハウや体制の確保 

〇 災対建築部及び災対復旧部との調

整・連携を密にする。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 

 

  



 

125 

応急業務 個票【災対保育部２】 

業務名 園児の避難対策 

担当部課名 子ども家庭部子育て支援課、幼児保育課、教育推進部児童青少年課 

主な対策 ① 避難誘導、保護者への引渡し 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・園児等の避難に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・6 避難計画 第 1節 避難態勢 第 6 保育園等の避難誘導(P.83) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ａ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体 ○◎ → → →   165 なし 

主な対策① ○◎ → → →   165 － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

①人員の問題 〇 保護者への引渡しができない児童

への対応 

〇 情報配信システムの活用による保

護者との連携強化を図る。 

②資機材・イン

フラ・環境の問

題 

〇 避難先での保育環境（乳児の受入

れやアレルギー児への対応等）の確

保 

〇 アレルギーフリーの備蓄推進、子

どもの情報（疾病・服薬・アレルギ

ー等）の共有についてのルール作成 

④連絡体制や組

織の問題 

〇 約 100園ある認可保育園（認可外・

認証保育所を対象とする場合、約150

園）との適切な情報共有、的確な避

難所への誘導、現地での問題点を把

握する必要がある。 

〇 平常時に非常時でも使用可能なメ

ール等、情報共有のためのツールを

活用する。 

④連絡性や組織

の問題 

〇 民間施設等への避難指示（区の方

針に従わず、会社等法人の指示によ

り独自に行動する施設が存在する可

能性がある。） 

〇 契約締結の際、非常時対応につい

て明文化し、避難行動計画を共有す

る。 

⑤その他 〇 保護者が帰宅困難者等の理由によ

り、引取りに時間がかかる子どもの

保育 

〇 １週間程度保育が可能な環境を確

保する。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 
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応急業務 個票【災対保育部３】 

業務名 被災した園児等の救援 

担当部課名 子ども家庭部子育て支援課、幼児保育課、教育推進部児童青少年課 

主な対策 
① 被災園児の調査 

② 支援策の実施 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・被災した園児等の救援に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

なし 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｃ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体   ○◎ → → → 9 なし 

主な対策①   ○◎ →   9※ － 

主な対策②    ○◎ → → 9※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

①人員の問題 

④連絡体制や組

織の問題 

〇 調査を実施する人員の確保 

〇 調査スキルの平準化 

〇 実現可能な支援策の検証及びどの

ように支援するか。 

〇 職員又は保育園で対応できない場

合の支援協力先の確保 

○ 災対保育部内で調整した上でもな

お人員が不足する場合は、応援職員

を確保するため、災対総務部と調整

する。 

〇 災害対応スキルアップのためのマ

ニュアル作成、研修等を行う。 

〇 支援協力先の確保に努める。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他  
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応急業務 個票【災対保育部４】 

業務名 保育再開準備 

担当部課名 子ども家庭部子育て支援課、幼児保育課、教育推進部児童青少年課 

主な対策 
① 施設、設備、保育体制の準備 

② 応急保育の実施 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・保育所等の再開準備に関すること。 

・文京区事業継続計画に基づく保育所の運営管理に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

なし 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｃ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体  ○ ◎ → → → 100 ● 

主な対策①  ○ ◎ →   20※ － 

主な対策②   ○◎ → → → 100※ 12-① 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

①人員の問題 〇 保育体制が確保できない場合の対 

 応 

〇 対応手順の検討及び作成を行う。 

①人員の問題 

②資機材・イン

フラ・環境の問

題 

④連絡体制や組

織の問題 

〇 保護者が災害救助業務等に従事す

る子どもの保育の確保 

〇 応急保育に対応できる職員の確保

を行う。 

〇 保育体制に関するマニュアルを 

 作成する。 

〇 応急保育のための備蓄物資等の確

認を行う。 

④連絡体制や組

織の問題 

〇 民間保育事業者との連携 〇 施設の運営・管理について、連絡

調整・連携を密にする。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 
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応急業務 個票【医療救護部１】 

業務名 医療、助産及び応急救護 

担当部課名 保健衛生部生活衛生課、健康推進課、予防対策課、保健サービスセンター 

主な対策 

① 情報収集、医療救護体制の班等の編成 

② 避難所への医療救護所の設置 

③ 医療救護活動の実施 

④ 助産救護活動の実施 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・医療、助産及び応急救護に関すること。 

・東京都及び医療機関との連絡及び調整に関すること。 

・医療施設の災害対策及び被害調査に関すること。 

・医療ボランティアの受入れ、編成及び活動支援に関すること。 

・傷病者及び医療スタッフの搬送に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・7 救援及び救護に関する計画 第 4節 救助・救急活動(P.124) 

・7 救援及び救護に関する計画 第 5節 医療・助産活動 

第 1 情報収集と医療救護活動の体制(P.126)、 

第 2 助産救護活動(P.129)、第 5 医療スタッフと傷病者の搬送(P.132) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｂ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体  ○◎ → → → → 17 ● 

主な対策①  ○◎ → →   5 － 

主な対策②  ○◎ → →   5 13-① 

主な対策③  ○◎ → → → → 5 13-① 

主な対策④  ○◎ → → → → 2 － 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

①人員の問題 〇 医療救護活動に対応可能な専門職

（医師・保健師等）が不足する。 

〇 人員配置等を確認し、必要に応じ

て他自治体等からの受援体制を確保

する。 

③システム稼動

の問題 

〇 広域災害救急医療情報システムへ

の医療救護所開設状況等の入力のた

め、インターネット環境が必須とな

る。 

〇 災害時も安定した接続が維持され

るインターネット環境の導入・構築

を行う。 

③システム稼動

の問題 

〇 緊急時・災害時の円滑な広域災害

救急医療情報システム（EMIS）の運

用 

〇 EMIS訓練モード及び防災通信訓練

を活用し、平常時からシステムの扱

いに慣れておく。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他  



 

129 

応急業務 個票【医療救護部２】 

業務名 医療資器材、医薬品等の調達、保管及び輸送 

担当部課名 保健衛生部生活衛生課、健康推進課、予防対策課、保健サービスセンター 

主な対策 
① 医薬品、医療用資器材の調達、配送 

② 災害薬事センターの設置、運営 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・医療資器材、医薬品等の調達、保管及び輸送に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・7 救援及び救護に関する計画 第 5節 医療・助産活動 

第 3 医療資器材等の備蓄及び調達(P.129)、 

第 4 医薬品の備蓄及び調達(P.131) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｂ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体  ○◎ → → → → 5 ● 

主な対策①  ○◎ → → → → 5※ 13-② 

主な対策②  ○◎ → → → → 5※ 13-② 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

②資機材・イン

フラ・環境の問

題 

〇 一部の医療救護所備蓄倉庫に医療

用資器材が配備されていない（保管

スペースの不足）。 

〇 保管場所の確保（防災課との情報

共有） 

②資機材・イン

フラ・環境の問

題 

〇 被災状況により、医療資器材の調

達が困難になり、十分に確保できな

い可能性がある。 

〇 平常時から一定量の備蓄が必要で

あるが、備蓄場所の確保が難しい。 

〇 他自治体等から医療器材を借り受

け、対応する。 

 

〇 平常時から備蓄できる場所を確保

する。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 

  



 

130 

応急業務 個票【医療救護部３】 

業務名 被災者の健康管理 

担当部課名 保健衛生部生活衛生課、健康推進課、予防対策課、保健サービスセンター 

主な対策 

① 健康調査、健康相談、健康指導 

② 衛生管理の指導 

③ 在宅療養難病患者等への支援 

④ 被災者の栄養管理 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・被災者の健康管理に関すること。 

・被災者の栄養管理指導に関すること。 

・被災者の医療相談に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・7 救援及び救護に関する計画 第 6節 保健活動 

第 1 保健活動班の活動(P.132)、 

第 3 在宅療養難病患者等の対応(P.135)、 

第 4 被災者の栄養管理(P.136) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｃ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体   ○◎ → → → 20 ● 

主な対策①   ○◎ → → → 5 14-① 

主な対策②   ○ ◎ → → 5 16-① 

主な対策③   ○◎ → → → 5 13-③ 

主な対策④   ○◎ → → → 5 14-① 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

①人員の問題 〇 健康管理に対応可能な専門職が不

足する。 

〇 人員配置等を確認し、必要に応じ

て他自治体等からの受援体制を確保

する。 

④連絡体制や組

織の問題 

〇 連絡手段の整備、指示系統・役割

分担の明確化 

〇 業務を整理し、役割を明確にして

おく。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他  



 

131 

応急業務 個票【医療救護部４】 

業務名 被災者のメンタルヘルスケア 

担当部課名 保健衛生部生活衛生課、健康推進課、予防対策課、保健サービスセンター 

主な対策 ① 保健相談の実施 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・被災者のメンタルヘルスケアに関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・7 救援及び救護に関する計画 第 6節 保健活動 

第 2 メンタルヘルスケアの実施(P.134) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｃ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体  ○ ◎ → → → 10 ● 

主な対策①  ○ ◎ → → → 10 15-① 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

①人員の問題 〇 メンタルヘルスケアに対応可能な

専門職が不足する。 

〇 人員配置等を確認し、必要に応じ

て他自治体等からの受援体制を確保

する。 

〇 避難所巡回スタッフと兼務する。 

また、早期に受援要請し、臨床心

理士などメンタルヘルスケア職を補

充する。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 

 



 

132 

応急業務 個票【医療救護部５】 

業務名 防疫及び衛生監視 

担当部課名 保健衛生部生活衛生課、健康推進課、予防対策課、保健サービスセンター 

主な対策 
① 避難所の食品衛生管理 

② 避難所の環境衛生管理 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・防疫及び衛生監視に関すること。 

・食品等の衛生に関すること。 

・飲み水の検査に関すること。 

・避難所の衛生管理に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・7 救援及び救護に関する計画 第 7節 防疫活動 

第 1 防疫活動(P.136)、第 2 食品衛生活動(P.139)、 

第 3 環境衛生活動(P.141)、 

第 4 防疫・衛生監視活動の再編と整理縮小(P.143) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｃ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体  ○ ◎ → → → 15 ● 

主な対策①   ○ ◎ → → 5 16-② 

主な対策②  ○ ◎ → → → 10 16-③ 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

②資機材・イン

フラ・環境の問

題 

⑤その他 

〇 避難所での食中毒予防についての

啓発・指導 

〇 避難所管理者向け「避難所ですぐ

に使える食中毒予防ブック」（東京都

作成）を各避難所に配付し、避難所

管理者は、その内容に従って行動す

る。 

②資機材・イン

フラ・環境の問

題 

〇 援助物資（食品・飲料水）等の安

全かつ衛生的な取扱い 

〇 援助物資（食品・飲料水）等は、

事前にできるだけ衛生的に保管でき

る場所を定めておくとともに、その

場所への搬入経路について検討して

おく。 

②資機材・イン

フラ・環境の問

題 

〇 想定以上の避難者が発生した場合

のトイレ備蓄数 

〇 十分な数の簡易トイレを備蓄して

おく。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 
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応急業務 個票【医療救護部６】 

業務名 所管施設の災害対策及び復旧等 

担当部課名 保健衛生部生活衛生課、健康推進課、予防対策課、保健サービスセンター 

主な対策 ① 所管施設の被害調査及び復旧、ライフラインの維持 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・保健衛生部の所管施設の災害対策及び被害調査に関すること。 

・保健衛生部の所管施設の復旧及び整備に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・12 公共施設等の応急対策 第 1節 区施設の応急対策活動(P.186) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｃ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体   ○◎ →   5 ● 

主な対策①   ○◎ →   5 
3-① 
3-② 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

①人員の問題 〇 被害調査、応急危険度判定、被災

度区分判定調査を行える専門的な知

識を有する職員を確保することが難

しい 

 

〇 災対建築部と連携して、応急危険

度判定調査を行い、施設の閉鎖、応

急補修等の応急的な対策を講じる。 

〇 専門的な知識を有する職員が不足

する場合は、災対建築部から他自治

体等へ応援を依頼する。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 
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応急業務 個票【医療救護部７】 

業務名 動物救護活動 

担当部課名 保健衛生部生活衛生課、健康推進課、予防対策課、保健サービスセンター 

主な対策 

① 避難所における適正飼養の指導 

② 動物の一時保護 

③ 動物飼養における物資の確保 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

なし 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・7 救援及び救護に関する計画 第 8節 動物愛護活動(P.144) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 

Ｃ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体   ○◎ → → → 24 ● 

主な対策①   ○◎ → → → 17 31-① 

主な対策②    ○◎ → → 5 31-② 

主な対策③    ○◎ → → 2 － 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

②資機材・イン

フラ・環境の問

題 

〇 動物の一時保護に要する場所の確  

 保 

〇 動物飼養における物資（ペットケ

ージ等）の備蓄を行う。 

④連絡体制や組

織の問題 

〇 獣医師との連携 〇 獣医師との連携体制の整備を図

る。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 
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応急業務 個票【医療救護部８】 

業務名 遺体の身元確認 

担当部課名 保健衛生部生活衛生課、健康推進課、予防対策課、保健サービスセンター 

主な対策 ① 医師への検案要請 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・遺体の身元確認に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・15 遺体の取扱い 第 2節 遺体の検視・検案(P.206) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｃ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体  ○ ◎ →   5 ● 

主な対策①  ○ ◎ →   5 9-② 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

①人員の問題 〇 検視を行う検視官（警察官）及び

検案を行う医師の不足 

〇 必要な人員について、警視庁又は

都福祉保健局と連携の上、確保する。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 
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応急業務 個票【災対福祉部１】 

業務名 要配慮者の安全対策及び支援 

担当部課名 
福祉部福祉政策課、高齢福祉課、障害福祉課、生活福祉課、介護保険課、 

監査事務局 

主な対策 
① 避難行動要支援者の安全対策及び救援活動 

② 物資の配付 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・高齢者及び心身障害者等の安全対策及び支援に関すること。 

・社会福祉団体との連絡に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・9 災害時要援護者対策 第 1節 災害時要援護者の安全確保(P.166) 

・9 災害時要援護者対策 第 3節 外国人支援対策(P.170) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｃ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体   ○◎ → → → 20 ● 

主な対策①   ○◎ → → → 10 17-③ 

主な対策②   ○◎ → → → 10 17-③ 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

①人員の問題 〇 外国人等に対応する職員、語学ボ

ランティアの確保 

〇 災対情報部と連携の上、都の設置

する外国人災害時情報センターと連

携し、ボランティア募集の広報を行

う。 

④連絡体制や組

織の問題 

⑤その他 

〇 安否確認体制の確立 〇 災害対策本部と連携して、関係者

等に安否確認の協力を依頼してい

く。あわせて、必要となる物資の確

認も依頼する。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他  
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応急業務 個票【災対福祉部２】 

業務名 福祉避難所の運営管理 

担当部課名 
福祉部福祉政策課、高齢福祉課、障害福祉課、生活福祉課、介護保険課、 

監査事務局 

主な対策 ① 福祉避難所の開設及び運営 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・福祉避難所の開設及び運営管理に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・6 避難計画 第 4節 福祉避難所の開設・運営(P.105) 

・9 災害時要援護者対策 第 1節 災害時要援護者の安全確保(P.166) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｃ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体  ○ ◎ → → → 50 ● 

主な対策①  ○ ◎ → → → 50 17-② 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

①人員の問題 〇 福祉避難所の該当となる方をトリ

アージする人員の確保 

〇 福祉避難所を開設する施設職員の

不足 

〇 単身避難者の介助者の不足 

〇 福祉難所施設派遣職員の確保 

〇 専門知識のある人員やボランティ

アを確保する。 

〇 災対福祉部内の人員体制を整備す

る。 

④連絡体制や組

織の問題 

〇 福祉避難所との連絡体制及び施設

職員との連携した福祉避難所運営 

〇 複数の連絡手段を確保しておく。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他  
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応急業務 個票【災対福祉部３】 

業務名 避難所外の在宅要配慮者の支援 

担当部課名 
福祉部福祉政策課、高齢福祉課、障害福祉課、生活福祉課、介護保険課、 

監査事務局 

主な対策 ① 在宅要配慮者の安否確認等 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・被災者の実態調査に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・9 災害時要援護者対策  

第 2節 自宅・避難所における災害時要援護者の救援(P.169) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｃ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体   ○◎ → → → 20 ● 

主な対策①   ○◎ → → → 20 17-① 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

①人員の問題 〇 人手が不足する可能性がある。

  

○ 災対福祉部内で調整した上でもな

お人員が不足する場合は、応援職員

を確保するため、災対総務部と調整

する。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他  
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応急業務 個票【災対福祉部４】 

業務名 所管施設の災害対策及び復旧等 

担当部課名 
福祉部福祉政策課、高齢福祉課、障害福祉課、生活福祉課、介護保険課、 

監査事務局 

主な対策 ① 所管施設の被害調査及び復旧、ライフラインの維持  

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・福祉部の所管施設の災害対策及び被害調査に関すること。 

・福祉部の所管施設の復旧及び整備に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・12 公共施設等の応急対策 第 1節 区施設の応急対策活動(P.186) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｃ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体   ○◎ →   5 ● 

主な対策①   ○◎ →   5 
3-① 
3-② 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

①人員の問題 〇 施設の被害状況を判定できる専門

知識を持つ人員の確保が必要 

〇 災対建築部と連携して、応急危険

度判定調査を行い、施設の閉鎖、応

急補修等の応急的な対策を講じる。 

○ 指定管理者等から、各施設の被害

状況等について、情報を収集する。 

⑤その他 〇 被害の復旧及び整備を依頼する事

業者の確保ができない。 

〇 災対建築部と調整する。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 
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応急業務 個票【災対福祉部５】 

業務名 遺体及び行方不明者の捜索及び収容 

担当部課名 
福祉部福祉政策課、高齢福祉課、障害福祉課、生活福祉課、介護保険課、 

監査事務局 

主な対策 

① 必要資器材の確保 

② 遺体収容所の開設・運営 

③ 遺体の搬送 

④ 検視・検案体制の確立 

⑤ 遺体の引渡し・火葬措置 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・遺体及び行方不明者の捜査及び収容に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・15 遺体の取扱い 第 1節 遺体の捜索・収容(P.202) 

・15 遺体の取扱い 第 2節 遺体の検視・検案(P.206) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｃ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体  ○ ◎ →   22 ● 

主な対策①  ○ ◎ →   2 9-① 

主な対策②  ○ ◎ →   5 9-② 

主な対策③  ○ ◎ →   5 9-③ 

主な対策④  ○ ◎ →   5 － 

主な対策⑤  ○ ◎ →   5 9-③ 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

①人員の問題 〇 人手が不足する可能性がある。 ○ 災対福祉部内で調整した上でもな

お人員が不足する場合は、応援職員

を確保するため、災対総務部と調整

する。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 
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応急業務 個票【災対福祉部６】 

業務名 義援金品等の配付 

担当部課名 
福祉部福祉政策課、高齢福祉課、障害福祉課、生活福祉課、介護保険課、 

監査事務局 

主な対策 ① 義援金品の交付事務 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・義援金の配付に関すること。 

・生活困窮者の保護に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・8 応急生活確保に関する計画 第 6節 義援金品の配分等(P.161) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｅ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体     ○◎ → 5 ● 

主な対策①     ○◎ → 5 
30-① 
30-② 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

④連絡体制や組

織の問題 

〇 義援金配付担当（災対区民部）と

の調整 

〇 災対福祉部において担当者を定め

た上で、災対区民部と調整する。 

⑤その他 ○ 受付窓口設置の周知  ○ 災対情報部と調整して、区民に広

報を行う。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 
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応急業務 個票【災対福祉部７】 

業務名 災害弔慰金、災害障害見舞金等の支給 

担当部課名 
福祉部福祉政策課、高齢福祉課、障害福祉課、生活福祉課、介護保険課、 

監査事務局 

主な対策 ① 災害弔慰金等の交付事務 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・災害弔慰金、災害障害見舞金及び災害援助金に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・8 応急生活確保に関する計画 第 7節 災害弔慰金の支給等(P.163) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｅ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体     ○◎ → 5 ● 

主な対策①     ○◎ → 5 
30-① 
30-② 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

①人員の問題 〇 人手が不足する可能性がある。 ○ 災対福祉部内で調整した上でもな

お人員が不足する場合は、応援職員

を確保するため、災対総務部と調整

する。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 
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応急業務 個票【災対福祉部８】 

業務名 応急仮設住宅の運営管理 

担当部課名 
福祉部福祉政策課、高齢福祉課、障害福祉課、生活福祉課、介護保険課、 

監査事務局 

主な対策 
① 入居者の募集・選定 

② 入居者の管理 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・応急仮設住宅の設置に関すること。 

・応急仮設住宅の運営管理に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・8 応急生活確保に関する計画 第 3節 応急住宅対策 

第 1 応急住宅対策活動(P.150)、第 2 応急仮設住宅の供給(P.151)、 

第 3 一時提供住宅の供給(P.153) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｆ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体      ○◎ 15 ● 

主な対策①      ○◎ 15※ 
17-③ 
22-① 

主な対策②      ○◎ 15※ 
17-③ 
22-② 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

⑥その他 〇 入居者募集に関する受付窓口設置

の周知 

〇 災対情報部と連携して、区民に広

報を行う。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 
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応急業務 個票【災対建築部（災対復旧部）１】 

業務名 区有施設の危険度判定及び応急修理 

担当部課名 
都市計画部都市計画課、地域整備課、住環境課、建築指導課、 

施設管理部整備技術課 

主な対策 

① 応急危険度判定（文京シビックセンター） 

② 応急危険度判定（文京シビックセンター以外の施設） 

③ 被災度区分判定調査 

④ 復旧計画の検討 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・区有施設の被害判定及び応急修理に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・12 公共施設等の応急対策 第 1節 区施設の応急対策活動(P.186) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ａ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体 ○◎ → → → → → 20 ● 

主な対策① ○◎ → → →   20※ 3-① 

主な対策②   ○◎ → → → 20※ 3-① 

主な対策③   ○◎ → → → 5※ 3-① 

主な対策④    ○ ◎ → 5※ 3-② 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

①人員の問題 ○ 応急危険度判定調査の人員確保 ○ 人員が不足する場合は、調査要員

の派遣協力について、相互協力協定

を締結している他自治体等に要請す

る。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他 
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応急業務 個票【災対建築部（災対復旧部）２】 

業務名 建築物及び宅地の危険度判定 

担当部課名 
都市計画部都市計画課、地域整備課、住環境課、建築指導課、 

施設管理部整備技術課 

主な対策 
① 被災建築物の応急危険度判定 

② 被災宅地の危険度判定 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・応急危険度判定に関すること。 

・建築被害判定調査に関すること。 

・建築ボランティアの受入れ、編成及び活動支援に関すること。 

・応急危険度判定等のボランティアの活動支援に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・8 応急生活確保に関する計画 第 1節 建物の応急危険度判定(P.148) 

・8 応急生活確保に関する計画 第 2節 被災宅地の危険度判定(P.149) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｃ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体   ○◎ → → → 16 ● 

主な対策①   ○◎ → → → 8 20-① 

主な対策②   ○◎ → → → 8 21-① 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

①人員の問題 〇 応急危険度判定コーディネーター

が不足する可能性がある。 

〇 応急危険度判定コーディネーター

が不足する場合は、災対建築部から

他自治体等へ応援を依頼する。 

 

①人員の問題 〇 判定対象の宅地数、必要な判定士

数、区職員判定士のうち実働できる

人数の算定や、判定実施の優先順位

付け等がされていない。 

〇 既存資料等の調査により想定して

算定する。優先順位付けのための考

え方を整理する。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織

の問題 ⑤その他
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応急業務 個票【災対建築部（災対復旧部）３】 

業務名 応急仮設住宅の建設及び管理 

担当部課名 
都市計画部都市計画課、地域整備課、住環境課、建築指導課、 

施設管理部整備技術課 

主な対策 

① 応急仮設住宅用地の確保に向けた情報提供 

② 応急仮設住宅の設置協力 

③ 応急仮設住宅の管理 

④ 一時提供住宅（借上型、公営住宅）の提供 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・応急仮設住宅の設置に関すること。 

・応急仮設住宅の建設及び運営管理に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・8 応急生活確保に関する計画 第 3節 応急住宅対策 

第 1 応急住宅対策活動(P.150)、第 2 応急仮設住宅の供給(P.151)、 

第 3 一時提供住宅の供給(P.153) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｄ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体    ○◎ → → 15 ● 

主な対策①    ○◎ → → 2※ 22-① 

主な対策②      ○◎ 10※ 22-① 

主な対策③      ○◎ 15※ 22-① 

主な対策④     ○ ◎ 10※ 22-① 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

②資機材・イン

フラ・環境の問

題 

〇 応急仮設住宅建設予定地における

インフラ関係の設備埋設状況等の把

握 

〇 インフラ関係の情報を整理し、応

急仮設住宅の建設可能エリア等を示

した管理図面を作成する。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織の

問題 ⑤その他  
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応急業務 個票【災対建築部（災対復旧部）４】 

業務名 崖及び擁壁の応急対策（区有） 

担当部課名 
都市計画部都市計画課、地域整備課、住環境課、建築指導課、 

施設管理部整備技術課 

主な対策 
① 崖及び擁壁の被害調査 

② 崖及び擁壁の応急復旧 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・崖及び擁壁の応急対策に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

なし 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｃ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体   ○◎ → → → 5 ● 

主な対策①   ○◎ →   5※ 21-① 

主な対策②    ○ ◎ → 5※ － 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

①人員の問題 ○ 危険度判定調査の人員確保 ○ 人員が不足する場合は、調査要員

の派遣協力について、相互協力協定

を締結している他自治体等に要請す

る。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織の

問題 ⑤その他 
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応急業務 個票【災対建築部（災対復旧部）５】 

業務名 災害街区の復興計画 

担当部課名 
都市計画部都市計画課、地域整備課、住環境課、建築指導課、 

施設管理部整備技術課 

主な対策 ① 都市復興基本計画の策定 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・災害街区の復興計画に関すること。 

・復興に伴う防災都市づくりに関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

なし 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｆ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体     ○ ◎ 4 なし 

主な対策①     ○ ◎ 4 － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

④連絡体制や組

織の問題 

〇 協力を依頼する建築関係３団体と

の円滑な連携体制の整備 

〇 平常時から、定例的な情報交換体

制を整備し、連携の強化に努める。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織の

問題 ⑤その他 
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応急業務 個票【災対建築部（災対復旧部）６】 

業務名 住宅の応急修理 

担当部課名 
都市計画部都市計画課、地域整備課、住環境課、建築指導課、 

施設管理部整備技術課 

主な対策 

① 応急修理制度の運用 

② 応急修理の受付・相談 

③ 応急修理の実施 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・災害救助法の適用による住宅の応急修理の対象者の選定に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・8 応急生活確保に関する計画 第 3節 応急住宅対策 

第 4 一般被災住宅の応急修理(P.154) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｄ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体    ○◎ → → 4 ● 

主な対策①    ○◎ → → 4※ 23-① 

主な対策②     ○◎ → 4※ 23-② 

主な対策③     ○◎ → 4※ 23-② 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

⑤その他 〇 応急修理選定住宅一覧の作成・提

出 

〇 災対情報部と連携して、区民に広

報を行う。 

○ 都と調整を行いながら、スケジュ

ールを確認し、応急修理選定住宅一

覧を提出する。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織の

問題 ⑤その他 
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応急業務 個票【災対建築部（災対復旧部）７】 

業務名 倒壊建物の解体及び処理 

担当部課名 
都市計画部都市計画課、地域整備課、住環境課、建築指導課、 

施設管理部整備技術課 

主な対策 
① 解体・撤去申請の受付場所の設置、広報活動 

② 申請受付、処理 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・倒壊建物の解体及び処理に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・14 ごみ・し尿・がれき等処理計画 第 3節 がれき処理  

第 2 倒壊建物の解体・撤去(P.198) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｅ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体    ○ ◎ → 5 ● 

主な対策①    ○ ◎ → 5※ 19-① 

主な対策②     ○◎ → 5※ 19-② 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

①人員の問題 〇 倒壊建物等の解体・撤去について

申請の受付をする人員の確保 

○ 部内で連携して人員体制を整え

る。それでもなお、人員が不足する

場合は、相互協力協定を締結してい

る他自治体等に要請する。 

⑥その他 ○ 申請窓口設置の周知 〇 災対情報部と連携して、区民に広

報を行う。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織の

問題 ⑤その他 
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応急業務 個票【災対建築部（災対復旧部）８】 

業務名 災害復旧工事（区有施設） 

担当部課名 
都市計画部都市計画課、地域整備課、住環境課、建築指導課、 

施設管理部整備技術課 

主な対策 

① 復旧方法等の検討 

② 工事の発注 

③ 工事の実施 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・災害復旧工事に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

なし 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｅ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体    ○ ◎ → 10 なし 

主な対策①    ○ ◎ → 10※ － 

主な対策②     ○ ◎ 10※ － 

主な対策③     ○ ◎ 10※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

④連絡体制や組

織の問題 

〇 工事の発注・実施に関する調整 〇 関係機関との調整方法を確認して

おく。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織の

問題 ⑤その他 
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応急業務 個票【災対土木部１】 

業務名 倒壊家屋等からの救出及び救護活動 

担当部課名 総務部契約管財課、土木部管理課、道路課、みどり公園課 

主な対策 

① 要救助情報の収集 

② 関係機関との調整、資機材等の調達 

③ 救助、救護活動 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・倒壊家屋等からの救出及び救護活動に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

なし 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｂ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体 ○ ◎ → →   5 なし 

主な対策① ○ ◎ → →   5※ － 

主な対策② ○ ◎ → →   5※ － 

主な対策③  ○◎ → →   5※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

②資機材・イン

フラ・環境の問

題 

〇 救出及び救護に使用する資機材が

少ない。 

〇 消防、警察と協議を行い、区が準

備する資機材を明確にして備蓄する。 

 

④連絡体制や組

織の問題 

〇 消防、警察、区との役割分担が明

確ではない。 

〇 消防、警察と協議を行い、役割を

明確化し、対応内容を整理する。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織の

問題 ⑤その他 
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応急業務 個票【災対土木部２】 

業務名 水防に関する業務 

担当部課名 総務部契約管財課、土木部管理課、道路課、みどり公園課 

主な対策 
① 浸水危険箇所の巡回調査 

② 浸水危険の防除、応急復旧 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・水防に係る業務に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

なし 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｂ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体 ○ ◎ → → → → 4 なし 

主な対策① ○ ◎ → →   4※ － 

主な対策②  ○◎ → → → → 4※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

④連絡体制や組

織の問題 

〇 調査内容の整理 〇 調査する順番（優先順位）や確認

する調査項目について、事前に決め

ておく。 

④連絡体制や組

織の問題 

〇 浸水危険の防除、応急復旧等に向

けた取組 

〇 班体制で巡回調査が実施できるよ

う体制を整備する。 

〇 都や隣接する自治体と連携する。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織の

問題 ⑤その他 
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応急業務 個票【災対土木部３】 

業務名 障害物の除去 

担当部課名 総務部契約管財課、土木部管理課、道路課、みどり公園課 

主な対策 

① 道路の巡回調査 

② 道路の障害物の除去 

③ 土石、竹木等の除去 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・緊急道路における障害物の除去及び応急の補修に関すること。 

・障害物の除去に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・5 輸送計画 第 2節 道路障害物除去(P.69) 

・14 ごみ・し尿・がれき等処理計画 第 4節 土石、竹木等の除去(P.200) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｂ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体 ○ ◎ →  → → 10 ● 

主な対策① ○ ◎ →    10※ 24-① 

主な対策② ○ ◎ →    10※ 24-① 

主な対策③     ○ ◎ 5※ － 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

④連絡体制や組

織の問題 

〇 調査内容の整理 〇 区と協定に基づく協力会社におい

て、災害時に確認する調査項目等に

ついて、事前に決めておく。 

④連絡体制や組

織の問題 

〇 迅速な障害物の除去に向けた取組 〇 区と協定に基づく協力会社におい

て、災害時に障害物除去を迅速に取

り組めるよう体制を整備する。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織の

問題 ⑤その他  
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応急業務 個票【災対土木部４】 

業務名 道路、橋梁等の災害対策及び復旧等 

担当部課名 総務部契約管財課、土木部管理課、道路課、みどり公園課 

主な対策 
① 道路、橋梁、公共溝渠の被害調査 

② 道路、橋梁、公共溝渠の応急復旧 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・道路、橋梁、公共溝渠等の災害対策及び被害調査に関すること。 

・道路、橋梁、公共溝渠等の復旧計画に関すること。 

・道路、橋梁、公共溝渠等の復旧及び整備に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・5 輸送計画 第 3節 土木施設復旧作業(P.71) 

・12 公共施設等の応急対策 第 1節 区施設の応急対策活動(P.186) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｂ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体  ○◎ → → → → 10 ● 

主な対策①  ○◎ → → →  10※ 25-② 

主な対策②  ○◎ → → → → 5※ 
25-① 
25-② 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

④連絡体制や組

織の問題 

〇 調査内容の整理 〇 調査する順番（優先順位）や確認

する調査項目について、事前に決め

ておく。 

④連絡体制や組

織の問題 

〇 迅速な道路、橋梁等の災害対策及

び復旧等に向けた取組 

〇 班体制で巡回調査が実施できるよ

う体制を整備する。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織の

問題 ⑤その他 

 

りょう 

きょ 
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応急業務 個票【災対土木部５】 

業務名 公園等の災害対策及び復旧等 

担当部課名 総務部契約管財課、土木部管理課、道路課、みどり公園課 

主な対策 
① 公園等の被害調査 

② 公園等の応急復旧 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・公園、児童遊園等の災害対策及び被害調査に関すること。 

・公園、児童遊園等の復旧及び整備に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・12 公共施設等の応急対策 第 1節 区施設の応急対策活動(P.186) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｃ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体  ○ ◎ → → → 5 ● 

主な対策①  ○ ◎ →   5※ 26-② 

主な対策②   ○◎ → → → 5※ 
26-① 
26-② 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

④連絡体制や組

織の問題 

〇 調査内容の整理 〇 調査する順番（優先順位）や確認

する調査項目について、事前に決め

ておく。 

④連絡体制や組

織の問題 

〇 応急復旧の進め方 〇 応急復旧の指示を出す優先順位の

考え方を整理する。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織の

問題 ⑤その他 
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応急業務 個票【災対土木部６】 

業務名 飲料水の配送 

担当部課名 総務部契約管財課、土木部管理課、道路課、みどり公園課 

主な対策 

① 給水計画の作成 

② 給水容器、給水車等の確保 

③ 区設置貯水槽からの給水 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・飲料水の配送に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・7 救援及び援護に関する計画 第 1節 給水活動(P.112) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｂ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体 ○ ◎ → → → → 10 ● 

主な対策① ○ ◎ → →   2※ 27-① 

主な対策② ○ ◎ → → → → 5※ 27-① 

主な対策③ ○ ◎ → → → → 10※ 
27-② 
27-③ 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

②資機材・イン

フラ・環境の問

題 

○ 給水活動の準備 〇 輸送拠点、給水拠点について、情

報を共有する。 

○ 給水作業の手順、方法及び資機材

の状況を確認する。 

④連絡体制や組

織の問題 

○ 情報の収集方法と連絡体制の整備 〇 住民への広報、都への要請等で必

要となる断水地域等の把握方法につ

いて整理する。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織の

問題 ⑤その他 
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応急業務 個票【災対土木部７】 

業務名 備蓄物資、救援物資、食糧及び資材の輸送 

担当部課名 総務部契約管財課、土木部管理課、道路課、みどり公園課 

主な対策 

① 車両の調達 

② 輸送車両の配車 

③ 燃料の確保 

④ ヘリコプター輸送の要請、離着陸場の運用 

⑤ 防災船着場の運用 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・備蓄物資、救援物資、食糧及び資材の輸送に関すること。 

・車両及び物品の調達並びに作業員の雇上げに関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・5 輸送計画 第 1節 輸送活動(P.64) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｂ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体 ○ ◎ → → → → 5 ● 

主な対策① ○ ◎ → → → → １ 4-③ 

主な対策②  ○ ◎ → → → 1 4-③ 

主な対策③  ○ ◎ → → → 1 4-③ 

主な対策④ ○ ◎ → → → → 1 － 

主な対策⑤  ○ ◎ → → → １ － 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

②資機材・イン

フラ・環境の問

題 

○ 運搬手段の確保 〇 平常時から区有車両の保有部署、

稼働状況を確認しておく。 

〇 各施設の物資輸送車両の荷物積卸

場所について、確認しておく。 

④連絡体制や組

織の問題 

○ 情報の収集方法と連絡体制の整備 〇 区有車両が不足した場合に連絡す

る東京都交通局や関係機関等のリス

トを備えておく。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織の

問題 ⑤その他  
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応急業務 個票【災対教育部１】 

業務名 避難所の運営管理に関する連絡及び調整 

担当部課名 教育推進部教育総務課、教育指導課、教育センター 

主な対策 ① 災対本部事務局等との連絡調整  

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・学校教育施設における避難所の開設に当たっての連絡及び調整に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・6 避難計画 第 2節 避難所の開設・運営等(P.85) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 

Ａ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体 ○◎ → → → → → 2 なし 

主な対策① ○◎ → → → → → 2 － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

②資機材・イン

フラ・環境の問

題 

〇 施設利用可否の確認 〇 施設の被災状況を確認し、避難所

の開設が可能か判断する。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織の

問題 ⑤その他 
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応急業務 個票【災対教育部２】 

業務名 園児等の避難計画 

担当部課名 教育推進部教育総務課、教育指導課、教育センター 

主な対策 ① 避難誘導、保護者への引渡し 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・児童及び生徒の避難計画に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・6 避難計画 第 1節 避難態勢 第 5 幼稚園の避難誘導(P.81) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ａ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体 ○◎ → → →   37 なし 

主な対策① ○◎ → → →   37 － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

①人員の問題 〇 保護者への引渡しができない児童

への対応 

〇 情報配信システムの活用による保

護者との連携強化を図る。 

②資機材・イン

フラ・環境の問

題 

〇 避難先での環境（アレルギー児へ

の対応等）の確保 

〇 アレルギーフリーの備蓄推進、子

どもの情報（疾病・服薬・アレルギ

ー等）の共有についてのルール作成 

⑤その他 〇 保護者が帰宅困難者等の理由によ

り、引き取りに時間がかかる子ども

の保育 

〇 １週間程度保育が可能な環境を確

保する。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織の

問題 ⑤その他 
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応急業務 個票【災対教育部３】 

業務名 学校及び幼稚園等との連絡及び調整 

担当部課名 教育推進部教育総務課、教育指導課、教育センター 

主な対策 ① 学校及び幼稚園等との連絡及び調整 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・学校及び幼稚園等との連絡及び調整に関すること。 

・東京都教育庁及び教育委員会委員との連絡及び調整に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・13 応急教育 第 1節 応急教育活動(P.188) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｂ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体 ○ ◎ → → → → 2 なし 

主な対策① ○ ◎ → → → → 2 － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

②資機材・イン

フラ・環境の問

題 

〇 電話・ＦＡＸ・メールが使用不能

となった場合の連絡手段の確保 

〇 複数の連絡手段を確保しておく。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織の

問題 ⑤その他 
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応急業務 個票【災対教育部４】 

業務名 教育活動の再開 

担当部課名 教育推進部教育総務課、教育指導課、教育センター 

主な対策 

① 施設の確保 

② 応急教育計画の策定 

③ 応急教育の実施 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・被災した児童及び生徒の救援並びに教育活動の再開に関すること。 

・被災した児童及び生徒への教科書等の支給に関すること。  

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・13 応急教育 第 1節 応急教育活動(P.188)  

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｅ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体    ○ ◎ → 20 ● 

主な対策①    ○ ◎  5 － 

主な対策②    ○ ◎  5 28-① 

主な対策③    ○ ◎ → 10 28-① 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

②資機材・イン

フラ・環境の問

題 

○ 施設が使用できない場合の教育活

動が課題である。 

○ オンライン学習等の代替手段の検

討を行う。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織の

問題 ⑤その他  
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応急業務 個票【災対教育部５】 

業務名 所管施設の災害対策及び復旧等 

担当部課名 教育推進部教育総務課、教育指導課、教育センター 

主な対策 ① 所管施設の被害調査及び復旧、ライフラインの維持 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・教育推進部の所管施設の災害対策及び被害調査に関すること。 

・教育推進部の所管施設の復旧及び整備に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

・12 公共施設等の応急対策 第 1節 区施設の応急対策(P.186) 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｂ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体  ○◎ →    5 ● 

主な対策①  ○◎ →    5 
3-① 
3-② 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

①人員の問題 〇 専門的な判断をできる職員がいな

いため、対応が難しい。 

〇 災対建築部と連携して、応急危険

度判定調査を行い、施設の閉鎖、応

急補修等の応急的な対策を講じる。 

○ 設備保守点検委託業者等から、各

施設の被害状況等について、情報を

収集する。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織の

問題 ⑤その他 
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応急業務 個票【災対教育部５】 

業務名 文化財の災害対策及び被害調査 

担当部課名 教育推進部教育総務課、教育指導課、教育センター 

主な対策 

① 文化財の被害調査 

② 文化財の保護、退避 

③ 文化財の修復、復旧 

該当する災害対策 

本部事務分掌 

・文化財の災害対策及び被害調査に関すること。 

職員防災行動 

マニュアル該当箇所 

なし 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続 ※兼務の場合 

優先度 

Ｃ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

受援

対象 

業務全体   ○◎ → → → 5 ● 

主な対策①   ○◎ → → → 5※ 29-① 

主な対策②   ○◎ → → → 5※ 29-① 

主な対策③    ○ ◎ → 5※ － 

● 受援対象の番号は、災害時受援応援計画における受援シートの受援業務番号を示す。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視点※ 問題点・課題 対策 

①人員の問題 〇 区職員のみで応急業務に対応する

ことには限界がある。状況調査や保

護・修復等を実施するには、専門的

な知見・技術を持った人員の確保が

必要である。 

〇 日頃から文化庁や東京都教育委員

会、建築士会、日本博物館協会等の

団体や、文化財所有者との連携の体

制づくりと情報共有を行う。 

⑤その他 〇 区内にある文化財は、種類や点数

が多く、広範囲にわたるため、短時

間で全てに対応することは困難であ

る。 

〇 指定・登録文化財のうち屋外に所

在し、かつ、目視で確認可能なもの、

及び区（所管）で所蔵する埋蔵文化

財（出土遺物）を優先して実施する

対象とし、リストを整備する。状況

に応じてそれ以外（美術工芸品等の

有形文化財）に範囲を広げる。 

⑤その他 〇 未指定・未登録文化財の被災状況

をどのように確認し、対応していく

か。 

〇 平常時からの情報収集やリスト作

りに努める。 

※ ①人員の問題 ②資機材・インフラ・環境の問題 ③システム稼動の問題 ④連絡体制や組織の

問題 ⑤その他
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６ 優先度の高い通常業務個票 
優先度が高い通常業務 個票【企画政策部１】      

業務名 予算の総括 

担当部課名 企画政策部財政課 
業務内容 ・予算の編成、執行管理 
目標レベル ・予算の編成を行い、執行状況を管理する。 
主な対策 ① 予算の編成作業 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｃ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体   ○◎ → → → 2 事務 
主な対策①   ○◎ → → → 2 － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

その他 〇 予算スケジュール調整 〇 必要な業務が滞ることがないように、

各部署と連携し、予算編成に向けた体

制を整える。 
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優先度が高い通常業務 個票【企画政策部２】      

業務名 都区財政調整・資金調達 

担当部課名 企画政策部財政課 
業務内容 都区財政調整に関する基礎数値報告、資金調達を行う。 
目標レベル 災害時に支出に伴う区の財源管理を行う。 

主な対策 
① 支出に伴う費目と数値の把握 
② 財源確保と資金調達の調整 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｄ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体   ○ ◎ → → 8 事務 
主な対策①   ○ ◎ → → 8※ － 
主な対策②    ○◎ → → 2※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

施設・設備、 

資機材、 

情報 

〇 財務会計システムが使用できなくな

った場合、予算管理上大きな制約を受

ける。 

〇 早期のシステム復旧に向けて、関係

部署と連携し対応する。 

〇 時間を要する場合は、応急的な対応

について検討する。 
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優先度が高い通常業務 個票【企画政策部３】 

業務名 ホームページ運用 

担当部課名 企画政策部広報課 
業務内容 ・区ホームページの作成・更新 

目標レベル 
・通常業務と同様、ホームページの作成・更新・公開ができる。また、各ソーシャ

ルメディアでの情報発信ができる。 

主な対策 
① 緊急事態情報収集の初動（災害対策本部に収集・集約された情報の把握） 
② 情報発信（ホームページ、LINE、ツィッター、フェイスブックを更新し、区民

等に情報を提供） 
 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ａ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体 ○◎ → → → → → 2 事務 
主な対策① ○◎ → → → → → 2※ － 
主な対策② ○◎ → → → → → 2※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

施設・設備 ○ 東京都セキュリティクラウドと

サーバをつなぐ回線、庁内ＬＡ

Ｎ（事務用パソコン）等の電源

やインターネット環境が必要と

なる。 

○ リニューアルを経て、災害時におけるリスク

分散のために編集用サーバ・公開用サーバと

もに遠隔地に配置していることから、東京都

セキュリティクラウドの安定運用が見込めない

際は、サーバを切り替えて安定的な運用環境

と速やかな情報発信体制を整える。 

また、災害発生時、アクセスが集中した場

合に備え災害用のトップページを配備するだ

けでなく、区ホームページのキャッシュサイト

をヤフーのサービス上に掲載する旨の協定を

締結している。 

さらに、公開サーバの容量を拡張するとと

もに、アクセス負荷を分散する仕組みである

CDNの運用を図ることで、突発的なアクセス

集中があった際も、ホームページの安定的な

運用が行えるようになった。 

資機材 ○ パソコン、各サーバ等の正常

な稼働が必要となる。 

○ サーバを遠隔地に置き、冗長化を図ってい

る。 

サプライ 

チェーン 

○ ソフト、ハード等の機器の保守

について、業者に委託しているた

め、機器等に障害が発生した場

合、復旧は事業者次第となる。 

○ 保守事業者に限定して、リモート操作を行

える環境を整えている。 
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優先度が高い通常業務 個票【企画政策部４】 

業務名 報道対応 

担当部課名 企画政策部広報課 
業務内容 ・報道機関への情報提供及び取材対応 
目標レベル ・メール、FAX、電話などで報道機関への情報提供と取材対応ができる。 

主な対策 
① 緊急事態情報収集の初動（災害対策本部に収集・集約された情報の把握） 
② 情報発信（会見、メール、ＦＡＸ、電話等で各マスメディアに情報を提供） 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ａ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体 ○◎ → → → → → 2 事務 
主な対策① ○◎ → → → → → 2※ － 
主な対策② ○◎ → → → → → 2※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

施設・設備 ○ 必要に応じて、文京シビックセン 

ター内に記者向けの会見会場を確保

する。 

○ あらかじめ、会見会場となる部屋を

確保する。 

資機材 ○ パソコン、ＦＡＸ、電話、インター

ネット環境等の正常な稼働が必要とな

る。 

○ 記者会見を行う場合は、マイク等の

電源設備が必要となる。 

○ 原稿作成のための用紙・プリンター

が必要となる。 

○ 文京シビックセンターの自家発電

で、パソコン、ＦＡＸ、電話等の電源

を確保する。 
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優先度が高い通常業務 個票【企画政策部５】    

業務名 有線テレビ広報活動 

担当部課名 企画政策部広報課 
業務内容 ・都市型有線テレビの区民チャンネルを活用した広報活動 
目標レベル ・発災直後からタイミングに応じた区からの情報を放送する。 

主な対策 
① 緊急事態情報収集の初動（災害対策本部に収集・集約された情報の把握） 
② 情報発信（区民チャンネル文字放送及び生放送により、区民等に最新情報を 
提供） 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ａ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

職種 

業務全体 ○◎ → → → → → 2 事務 
主な対策① ○◎ → → → → → 2※ － 
主な対策② ○◎ → → → → → 2※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

施設・設備 ○ 文京シビックセンターにおける電源

の確保及び有線設備の被害状況の確認

が必要となる。 

○ 文京シビックセンターの自家発電

で、電源を確保する。また、有線設備

の被害状況の確認方法について、事業

者に確認しておく。 

資機材 ○ シティスタジオ設備及びカメラ等資

機材に不具合や故障があった場合に対

応が必要となる。 

○ 原稿作成のための用紙、プリンター

が必要となる。 

○ シティスタジオ設備については、事

前に施設管理課と対応を協議してお

く。カメラ等については、委託事業者

に対応を依頼する。 
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優先度が高い通常業務 個票【企画政策部６】      

業務名 内部情報システムの運営 

担当部課名 企画政策部情報政策課 
業務内容 ・グループウェア・ファイルサーバ・ＬＧＷＡＮの運用に関する業務 
目標レベル ・内部情報システムの機器類の点検及び運用確保 

主な対策 
① 内部情報システムのサーバ等機器の点検（機器の正常稼働の確認） 
② 状況及び対応の周知 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ａ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体 ○◎ → → → → → 2 事務 
主な対策① ○◎ → → → → → 2※ － 
主な対策② ○◎ → → → → → 2※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

資機材、 

その他 

○ 業務時間外の発災による目視で行う

機器障害の確認方法が不十分である。 

○ 庁内サーバ機器に障害が発生した

際、内部情報システムの利用に制限が

生じる。 

○ 平成 26年度の機器更新以降、機器の

監視については、24時間遠隔監視を実

施している。 

○ 物理的障害が発生した場合でも、冗

長構成をした機器構成となっているた

め、給電設備の能力に応じた運用を行

う。 

〇 庁内サーバ機器に給電が整わない場

合でも、庁外クラウド環境に必要最小

限のサーバ環境を用意することにより、

出先施設及びテレワーク用端末が内部

情報システムを利用でき、迅速な事業

継続が可能となっている。 
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優先度が高い通常業務 個票【企画政策部７】 

業務名 庁内ネットワークの運営 

担当部課名 企画政策部情報政策課 
業務内容 ・庁内ネットワークの運用に関する業務 
目標レベル ・庁内ネットワークの接続確認、ネットワーク機器の点検及び運用の確保 

主な対策 
① ネットワーク機器の点検（機器の正常稼働の確認） 
② 状況及び対応の周知 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ａ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

職種 

業務全体 ○◎ → → → → → 3 事務 
主な対策① ○◎ → → → → → 3※ － 
主な対策② ○◎ → → → → → 3※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

資機材、 

その他 

○ 全てのネットワークの復旧には、被

害状況によって相応の時間が必要とな

るため、業務の重要度に応じて復旧レ

ベルの選定が必要となる。 

○ 文京シビックセンター内執務室及び

会議室に、全て冗長構成した無線ＬＡ

Ｎ環境を用意しているため、防災セン

ター以外の場所でもネットワークが利

用できる環境を構築している。 

○ 各地域活動センター間の通信につい

て、既存の通信回線以外にモバイルデ

ータ通信による冗長構成を実施してい

る。 
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優先度が高い通常業務 個票【企画政策部８】   

業務名 住民情報システムの運営 

担当部課名 企画政策部情報政策課 
業務内容 ・住民情報システムの運営 
目標レベル ・住民情報システムの機器類の点検及び運用の確保 

主な対策 
① 住民情報システムのサーバ等機器の点検（機器の正常稼働の確認） 
② 状況及び対応の周知 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｄ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

職種 

業務全体   ○ ◎ → → 3 事務 
主な対策①   ○ ◎ → → 3※ － 
主な対策②   ○ ◎ → → 3※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

資機材、 

その他 

○ 文京シビックセンターマシン室の耐

震性は、おおむね確保されているので、

マシン室以外での機器類や住民情報シ

ステムの部分的な障害への対応が必要

となる。 

○ 保守事業者の優先的な支援を受ける

体制が整備されているので、事業者と

職員で連携して復旧作業を行う。 

○ 住民情報系システム及び証明発行シ

ステムについて、24時間遠隔監視を実

施している。 
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優先度が高い通常業務 個票【総務部１】    

業務名 郵便・文書交換便等関係業務 

担当部課名 総務部総務課 

業務内容 
・郵便等の発送、受取、仕訳、所管への配付 
・出先機関及び都庁との文書交換便業務 

目標レベル ・可能な業務から再開 

主な対策 
① 郵便等の発送、受取等業務の再開（郵便事業の再開状況把握） 
② 出先機関及び都庁との交換便運行の再開（文書交換業務の運営状況、ルート、

文書交換便運行スケジュールの確認） 
 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｅ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体    ○ ◎ → 3 事務 
主な対策①    ○ ◎ → 3※ － 
主な対策②    ○ ◎ → 3※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

サプライ 

チェーン 

○ 日本郵便㈱及び都庁の文書交換業務

の再開状況を把握する必要がある。 

○ 文書交換業務等は、業務委託により

実施しているため、以下の状況の把握

をする必要がある。 

 ・委託事業者の被災状況 

 ・区内主要道路の復旧状況 

 ・出先機関の施設復旧及び業務再開状  

  況 

○ 関係機関との連絡体制を構築し、再

開時期までの応急を検討する。 
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優先度が高い通常業務 個票【総務部２】 

業務名 審査請求・訴訟事務及び情報公開業務等 

担当部課名 総務部総務課 

業務内容 
・「行政不服審査制度」と「行政事件訴訟制度」の運用 
・「情報公開制度」及び「自己情報開示制度」の運用 

目標レベル ・住民からの申出等があった場合の対応を行う。 
主な対策 ① 受付対応 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｆ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体      ○◎ 2 事務 
主な対策①      ○◎ 2 － 

 ※情報公開、自己情報開示請求については、復旧状況により上記目標より早期に再開する。 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

施設・設備、 

サプライ 

チェーン 

〇 郵便、通信、電力供給、庁内施設の

復旧状況によっては、受付方法を制限

する必要がある。 

〇 個々のインフラ、庁内施設の復旧状

況に応じた受付方法を整理しておく。 
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優先度が高い通常業務 個票【総務部３】 

業務名 例規の制定・改廃事務 

担当部課名 総務部総務課 

業務内容 
・区議会に提出する条例の制定・改廃議案の作成 
・規則の制定・改廃文の作成 
・議決された条例及び制定・改廃した規則の公布 

目標レベル ・緊急性・必要性の高い例規の制定・改廃について対応する。 

主な対策 
① 議案の作成・区議会への送付 
② 規則の制定・改廃文の作成 
③ 制定・改廃例規の公布 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｆ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体      ○◎ 3 事務 
主な対策①      ○◎ 3※ － 
主な対策②      ○◎ 2※ － 
主な対策③      ○◎ 1※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

その他 〇 議会の開会状況等により、議決ま

でのスケジュールやプロセスを調整

する必要がある。 

○ 区議会事務局等と災害発生時におけ

る対応について確認する。 
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優先度が高い通常業務 個票【総務部４】 

業務名 男女平等センター相談室の運営、女性相談 

担当部課名 総務部総務課、福祉部生活福祉課 

業務内容 
・配偶者や恋人からの暴力（緊急避難も含む。）に関すること及びＳＯＧＩや性（性

被害に関すること）などの相談の受付を行う。 
目標レベル ・女性相談員やカウンセラーによる相談活動を再開する。 

主な対策 
① 相談場所の確保 
② 女性相談員、カウンセラー等の確保 
③ 相談の再開 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｄ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体   ○ ◎ → → 2 事務・福祉 
主な対策①   ○ ◎ → → 1※ － 
主な対策②    ○◎ → → 1※ － 
主な対策③    ○◎ → → 2※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

資機材・イン

フラ・環境の

問題 

○ プライバシーの配慮のため、個室で

相談を行う必要がある。 

○ 避難所の統括者等に相談し、個室で

相談できる場所を確保する。 

また、オンラインでの相談が可能か、

代替手段がないかどうか検討する。 

人材の確保 ○ 専門的な知見のある相談員が確保で

きない可能性がある。 

○ 避難所の統括者等に相談し、オンラ

インでの相談が可能か、代替手段がな

いかどうか検討する。 

連絡体制や

組織の問題 

○ 相談ができることをどのように周知

するか。 

○ 避難所の統括者等に相談し、相談場

所・日時等が分かるようなちらし等を

避難所等の人目に付く場所に掲出す

る。 
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優先度が高い通常業務 個票【総務部５】 

業務名 職員定数・人員配置 

担当部課名 総務部職員課 
業務内容 ・災害対策業務の拡大や中長期派遣職員の受入れに伴い、人員配置を検討する。 
目標レベル ・適正な人員配置ができるようにする。 
主な対策 ① 人員配置の検討 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｆ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体   ○ → → ◎ 4 事務 
主な対策①   ○ → → ◎ 4 － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

その他 〇 限られた人的資源を臨機応変かつ適

正に配置するに当たり、人員配置の優

先度が高い業務を時期及び状況に応じ

て的確に判断する必要がある。 

 

〇 状況に応じた適正な人員配置を行う

ために、平常時の職員定数等に縛られ

ることなく、必要に応じて臨時流動勤

務等を積極的に行うとともに、人員配

置の優先度が高い業務を的確に判断す

るための仕組みを構築する必要がある。 
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優先度が高い通常業務 個票【総務部６】 

業務名 給与支給事務（正規職員及び会計年度任用職員） 

担当部課名 総務部職員課 
業務内容 ・正規職員及び会計年度任用職員の給与等の支給事務 
目標レベル ・通常どおりの給与支給事務を実施する。 

主な対策 
① システム等の稼働確認、復旧 
② 給与支給事務の実施 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｆ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体    ○ → ◎ 7 事務 
主な対策①    ○ → ◎ 3※ － 
主な対策②      ○◎ 7※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

その他 〇 情報政策課所管庁内ネットワーク等

インフラ設備の復旧が前提 

〇 情報政策課との連携を密にし、シス

テム復旧までの時間を短縮する体制を

整える必要がある。 

その他 〇 会計管理室及び指定金融機関の業務

復旧が前提 

〇 会計管理室及び指定金融機関との連

携を密にし、予算執行及び各職員への

振込みを行える仕組みを整える必要が

ある。 

 

  



 

179 

優先度が高い通常業務 個票【総務部７】 

業務名 職員の安全衛生 

担当部課名 総務部職員課 
業務内容 ・職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成に関する業務 
目標レベル ・災害対策業務の増大による職員の健康の維持、カウンセリング等を行う。 

主な対策 
① 健康等に関する広報活動、労働環境の実態把握 
② カウンセリング等の実施 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｄ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体    ○◎ → → 2 事務 
主な対策①    ○◎ → → 2※ － 
主な対策②    ○ ◎ → 2※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

資機材 〇 職員の健康（心身）についての相談

を受ける体制をとる。 

〇 相談体制の中で、既に電話でも実施

しているが、オンライン相談など多様

な相談方法に対応できるよう機器の整

備が必要である。 

情報 〇 端末の故障やサーバーの停止により

職員ポータルが使用できない場合の健

康等に関する広報活動 

〇 紙面での安全衛生ニュースの配付に

加え、庁内放送等を活用し、情報が各

所へ行き届くようにする。 
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優先度が高い通常業務 個票【総務部８】 

業務名 公務災害補償 

担当部課名 総務部職員課 
業務内容 ・公務災害補償に関する手続の実施 
目標レベル ・通常と同様の公務災害補償手続の実施 

主な対策 
① 公務又は通勤による傷病又は精神疾患の申請者の把握 
② 補償等の手続の実施 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｆ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体      ○◎ 1 事務 
主な対策①      ○◎ 1※ － 
主な対策②      ○◎ 1※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

その他 〇 被災職員から認定請求があり、公務

遂行上、公務（通勤）起因性が不明確

な災害について 

〇 個別事案ごとに地方公務員災害補償

基金に相談を行う。 
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優先度が高い通常業務 個票【総務部９】  

業務名 契約関係事務（請負契約等） 

担当部課名 総務部契約管財課 
業務内容 ・区が締結する請負、労力その他の供給契約に関する事務 

目標レベル 
・緊急性の高い契約案件に対する一定の判断を行う。緊急性の優先度等により再開

する。 

主な対策 
① 緊急性の高い契約関係事務 
② 通常の契約関係事務 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｅ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体    ○ ◎ → 3 事務 
主な対策①    ○ ◎ → 3※ － 
主な対策②     ○ ◎ 3※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

施設・設備、 

資機材、 

情報 

○ 電気やパソコン、システムの使用可

能状況により契約依頼、契約書類作成

等の財務会計システムを利用した事務

に制約を受ける。  

○ 財務会計システムを利用している帳

票については、緊急性の高いもののみ

手書きの帳票にて対応する。 

また、システム利用外の帳票につい

ても、手書きの帳票にて対応する。 
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優先度が高い通常業務 個票【総務部１０】          

業務名 検査関係事務 

担当部課名 総務部契約管財課 
業務内容 ・区が締結する購買、請負、労力その他の供給契約の検査に関する事務 
目標レベル ・検査業務を緊急性の高い案件を優先して再開する。 

主な対策 
① 緊急性の高い検査係事務 
② 通常の検査事務の再開 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｅ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体    ○ ◎ → 3 
建築・機械 
電気・土木 
造園・事務 

主な対策①    ○ ◎ → 3※ － 
主な対策②     ○ ◎ 3※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

施設・設備、 

資機材、 

情報 

○ 電気やパソコン、システムの使用可

能状況により検査依頼受付、検査証等

の財務会計システムを利用した事務に

制約を受ける。 

○ 財務会計システムを利用している帳

票については、緊急性の高いもののみ

手書きの帳票にて対応する。 
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優先度が高い通常業務 個票【総務部１１】           

業務名 購買契約事務 

担当部課名 総務部契約管財課 
業務内容 ・区が締結する購買に関する事務 

目標レベル 
・災害対策に関連し、緊急性の高い購買契約について、判断を行う。緊急性の優先

度等により再開する。 

主な対策 
① 緊急性の高い購買契約関係事務 
② 通常の購買契約関係事務 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｃ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体   ○◎ → → → 2 事務 
主な対策①   ○◎ → → → 2※ － 
主な対策②     ○ ◎ 2※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

施設・設備、 

資機材、 

情報 

○ 電気やパソコン、システムの使用可

能状況により契約依頼、契約書類作成

等の財務会計システムを利用した事務

に制約を受ける。  

○ 財務会計システムを利用している帳

票については、緊急性の高いもののみ

手書きの帳票にて対応する。 

また、システム利用外の帳票につい

ても、手書きの帳票にて対応する。 
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優先度が高い通常業務 個票【総務部１２】       

業務名 収納管理事務 

担当部課名 総務部税務課 

業務内容 
・収納事務、コンビニ収納・マルチペイメント事務、歳入調定・実績事務、納税勧

奨事務、入湯税・たばこ税事務、過誤納還付事務等 
目標レベル ・消込等の収納事務、還付事務の開始 

主な対策 

① 情報機器類の起動・点検（住民税システム、滞納整理システム等の起動・点

検） 
② 税情報システム稼働の確認・点検 
③ 他課等（会計管理室、指定金融機関等）との連携確認 
④ 未処理データ等の処理 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｅ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体    ○ ◎ → 4 事務 
主な対策①    ○ ◎ → 1※ － 
主な対策②    ○ ◎ → 1※ － 
主な対策③    ○ ◎ → 1※ － 
主な対策④     ○◎ → 4※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

資機材、 

情報 

○ 税情報システムによりデータの管理・

運用を行っているため、システムと既

存データの保全及び維持が必要となる。 

○ 他課及び他機関との連携確認を行

い、システムの安全を図るとともに、

既存データの確認と入力データの点検

により、正確なデータの復旧を行う。 
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優先度が高い通常業務 個票【総務部１３】           

業務名 特別区民税・都民税賦課事務 

担当部課名 総務部税務課 

業務内容 
・普通徴収賦課事務、特別徴収賦課事務、特別徴収異動処理事務、賦課事務関係電

算事務、年金特徴事務 

目標レベル 
・システムの稼働確認・データの検証 
・職員を配置し来庁した被災住民の相談に対応する。 

主な対策 
① 住民税システム稼働確認作業 
② 未処理帳票等の入力作業 
③ 住民の相談対応 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｅ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体   ○ → ◎ → 7 事務 
主な対策①    ○ ◎ → 1※ － 
主な対策②     ○◎ → 5※ － 
主な対策③   ○◎ → → → 2※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

資機材、 

情報 

○ 税情報システムによりデータの管理・

運用を行っているため、システムと既

存データの保全及び維持が必要となる。 

○ 他課との連携確認を行い、システム

の安全を図るとともに、既存データの

確認と入力データの点検により、正確

なデータの復旧を行う。 

その他 〇 相談体制の構築 〇 電話やオンラインなどの相談対応に

ついても検討する。 
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優先度が高い通常業務 個票【総務部１４】          

業務名 特別区民税等滞納整理事務 

担当部課名 総務部税務課 

業務内容 
・滞納金の徴収事務、徴収金の嘱託及び受託事務、滞納処分事務、滞納金徴収連絡

調整事務 
目標レベル ・納付データの復旧及び正確性の確保 

主な対策 
① 情報機器類の起動確認及び点検（滞納整理システムの起動確認及び点検） 
② 他課等（会計管理室等）との連携確認 
③ 未処理データ等の処理 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｅ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体    ○ ◎ → 4 事務 
主な対策①    ○ ◎ → 1※ － 
主な対策②    ○ ◎ → 1※ － 
主な対策③     ○◎ → 4※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

資機材、 

情報 

○ 滞納整理システムにより滞納データ

の管理を行っているため、システムの

保全及び維持管理が必要となる。 

○ システムの稼働確認及び収納データ

の復旧と内容確認及び新規入力データ

の入力による正確性の確保を行い、シ

ステムの保全と維持管理を行う。 
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優先度が高い通常業務 個票【総務部１５】           

業務名 調査及び証明事務 

担当部課名 総務部税務課 
業務内容 ・区税の調査及び証明事務 
目標レベル ・情報機器類の起動・点検、システム稼働確認・データの検証 
主な対策 ① 税情報システムの起動確認及び点検 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｅ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体    ○ ◎ → 2 事務 
主な対策①    ○ ◎ → 2 － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

資機材、 

情報 

○ 税情報システムによりデータの管理・

運用を行っているため、システムと既

存データの保全及び維持が必要となる。 

○ システムの安全を図るとともに、既

存データの確認により、正確なデータ

の復旧を行う。 
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優先度が高い通常業務 個票【総務部１６】       

業務名 安心・防災メールによる情報配信 

担当部課名 総務部危機管理課（防災課） 
業務内容 ・メール登録者に対し、安心（防犯）・防災に関わる情報を配信する。 
目標レベル ・速やかに、区民に必要な情報を収集して配信を行う。 

主な対策 
① 情報の収集・集約及び事実確認 
② メール登録者への情報配信 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ａ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体 ○◎ → → → → → 1 事務 
主な対策① ○◎ → → → → → 1※ － 
主な対策② ○◎ → → → → → 1※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

施設・設備 ○ メール配信システム運用先の設備の

損傷等 

○ 委託先システムのバックアップ機能

の整備と代替手段を確保する。 

資機材 ○ 情報配信機器の破損及び故障 ○ 予備機器を準備する。 
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優先度が高い通常業務 個票【総務部１７】           

業務名 防犯対策 

担当部課名 総務部危機管理課 

業務内容 
・被災地における犯罪の防止も考慮し、通常の青色防犯パトロール等の再開や、家

屋の修理等に関する詐欺等への注意喚起の活動を実施する。 
目標レベル ・通常と同様の青色防犯パトロール体制 

主な対策 
① 青色防犯パトロールの実施 
② 広報活動 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｄ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体    ○◎ → → 2 事務 
主な対策①    ○◎ → → 2※ － 
主な対策②    ○◎ → → 2※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

資機材 ○ 車両の給電場所を確保する。 ○ 文京シビックセンター以外での給電

場所の資料を車中に配備する。 

その他 ○ 警察署との情報共有のための連絡体

制を整える。 

○ 巡回エリア、時間帯、状況など調整

を行う。 

その他 ○ パトロール実施のため、あらかじめ

道路啓開状況を把握しておく必要があ

る。 

○ 他の部署や関係機関と連携し、情報

収集に努める。 
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優先度が高い通常業務 個票【区民部１】          

業務名 収容施設業務 

担当部課名 区民部区民課 

業務内容 ・災害被災者の収容業務 

目標レベル ・収容施設での収容業務再開 

主な対策 ① 収容施設での収容業務再開（被害状況の把握、関係部署と連携した応急危険

度判定の実施等） 

 
＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 

Ｆ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

職種 

業務全体    ○ → ◎ 2 事務 

主な対策①    ○ → ◎ 2 － 

 
＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 
施設・設備 ○ ライフラインの被害により、停電、

断水が発生する。 
また、建物の破損により収容施設が

利用不能になる場合がある。 

○ 施設の建物被害の状況を迅速に把握

し、防災課と連携し、収容施設の業務

再開に努める。 

施設・設備 〇 区民課が所管する施設についても、

被害状況を把握する。 
〇 各施設と迅速に情報共有を図り、被

害状況を把握する。 
サプライ 
チェーン 

○ かるた記念大塚会館運営協議会、本

郷旅館ホテル組合（ホテル機山館）と

の連絡調整が必要だが、通信の不通に

より外部事業者との連絡が取れない場

合がある。 

○ 電話等の通信が復旧後、連絡を取り、

業務再開に努める。 
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優先度が高い通常業務 個票【区民部２】          

業務名 中小企業等資金融資あっせん 

担当部課名 区民部経済課 

業務内容 
・中小企業が経営の安定及び経営基盤の強化に必要な設備の導入を図るに当たり、

必要となる事業資金融資のあっせん及び利子補給を行う。 

目標レベル ・融資あっせん業務の開始 

主な対策 
① 緊急性の高い融資あっせん事務の再開 

② 全ての融資あっせん事務の再開 

 
＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 

Ｄ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

職種 

業務全体   ○ ◎ → → 3 事務 

主な対策①   ○ ◎ → → 3※ － 

主な対策②     ○ ◎ 3※ － 

 
＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 
施設・設備、 
資機材 

○ 端末の落下、電源供給など執務環境

の悪化により、融資あっせんシステム

を利用した事務に制約を受ける可能性

がある。 

○ 端末の落下防止及びＯＡ機器の転倒

防止を行う。 
  また、早期のシステム復旧に向けて、

関係部署と連携し対応する。 
その他 ○ 外部に委託している経営相談業務

が、委託先の状況によっては制約を受

ける可能性がある。 

○ 委託先と災害時の対応について、事

前に協議する。 
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優先度が高い通常業務 個票【区民部３】            

業務名 戸籍関係事務（受付・審査・記載決裁） 

担当部課名 区民部戸籍住民課 

業務内容 
・死亡届、出生届等の各種の戸籍関係の届出を受け付け、戸籍に記録する。死亡届

の場合、火葬許可証を発行する。 

目標レベル 
・死亡届の受付、火葬許可証の発行及び出生届の受付など、緊急性の高い案件に限

定して再開する。 

主な対策 

① 死亡届・出生届の受付開始   

② 執務環境の確保 

③ 戸籍関係事務の再開 

 
＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 

Ｂ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

職種 

業務全体  ○◎ → → → → 4 事務 

主な対策①  ○◎ → → → → 4※ － 

主な対策②  ○◎ → → → → 4※ － 

主な対策③   ○◎ → → → 4※ － 

 
＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 
施設・設備 
 

○ 端末の落下、戸籍保管庫の転倒及び

停電等執務環境の悪化 
○ 端末の落下防止及びＯＡ機器の転倒

防止を行う。 
情報システ

ム 
 

○ 戸籍情報システムは、電算システム

であるため、電力の供給及びサーバの

稼動状況に依存する。 
〇 システム技術者の確保 

○ 早期のシステム復旧に向けて、関係

部署と連携し対応する。 
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優先度が高い通常業務 個票【区民部４】      

業務名 住民票異動・印鑑登録事務（受付・入力・審査） 

担当部課名 区民部戸籍住民課 

業務内容 
・区内に住む住民の記録を管理し、選挙人名簿の登録、国民健康保険、国民年金、

介護保険などの行政サービスの基盤として利用される。 

目標レベル ・死亡、出生など、異動の実態が把握できるものから再開する。 

主な対策 
① 当面の住民異動事務等の再開 

② システム復旧後の住民異動事務等の再開 

 
＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 

Ｂ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

職種 

業務全体  ○ ◎ → → → 7 事務 

主な対策①  ○◎ → → → → 2※ － 

主な対策②   ○◎ → → → 7※ － 

 
＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 
施設・設備 ○ 端末の落下、戸籍保管庫の転倒及び

停電等執務環境の悪化 
○ 端末の落下防止及びＯＡ機器の転倒

防止を行う。 
情報 ○ 住民記録システム、印鑑登録システ

ムは、電算システムであるため電力の

供給及びサーバの稼動状況に依存す

る。 
○ システム技術者の確保 

○ 早期のシステム復旧に向けて、関係

部署と連携し対応する。 
○ 住民記録システムが利用できない場

合の代替方法及び手順の検証を行う。 
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優先度が高い通常業務 個票【区民部５】      

業務名 各種証明発行事務 

担当部課名 区民部戸籍住民課 

業務内容 
・戸籍、住民記録、印鑑登録、税等に関する各種証明の発行事務、住基ネットワー

クシステム運用等の管理事務及び公的個人認証事務 

目標レベル ・各種証明の交付業務を滞りなく再開する。 

主な対策 
① 各種証明発行業務（窓口）の再開   

② 各種証明発行業務（郵送）の再開 

 
＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 

Ｃ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

職種 

業務全体  ○ ◎ → → → 6 事務 

主な対策①  ○ ◎ → → → 2※ － 

主な対策②    ○ ◎ → 6※ － 

 
＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 
施設・設備 ○ 端末の落下、戸籍保管庫の転倒及び

停電等執務環境の悪化 
○ 端末の落下防止及びＯＡ機器の転倒

防止を行う。 
情報 ○ 戸籍情報システム・住民記録システ

ム・印鑑登録システム・税証明システ

ムは、電算システムであるため電力の

供給及びサーバの稼動状況に依存す

る。 
○ システム技術者の確保 

○ 早期のシステム復旧に向けて、関係

部署と連携し対応する。 
○ 情報システムが利用できない場合の

代替方法及び手順を検証する（証明書

の手書き発行）。 
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優先度が高い通常業務 個票【福祉部１】           

業務名 民生・児童委員関係事務 

担当部課名 福祉部福祉政策課 

業務内容 
・民生委員・児童委員の相互連絡や行政との情報交換を図るための協議会を開催す

るなど、活動のサポートをする。 

目標レベル 
・民生委員・児童委員の被害状況の把握及び問合せ等に対応する事務局担当者の確

保を行う。 

主な対策 
① 執務環境の確保 
② 民生委員・児童委員等の状況確認（連絡体制及びサポート体制の確立） 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｄ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体   ○ ◎ → → 1 事務 
主な対策①   ○ ◎ → → 1※ － 
主な対策②    ○◎ → → 1※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

施設・設備 ○ 執務場所、通信機器等に支障がある

場合、対応が困難である。 

○ 全庁的な施設・設備の復旧対策の中

でサポート環境を整える。 
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優先度が高い通常業務 個票【福祉部２】           

業務名 区営住宅等各種住宅の管理運営 

担当部課名 福祉部福祉政策課 
業務内容 ・区営住宅、シルバーピア等各種住宅の管理運営を行う。 

目標レベル 
・ライフライン復旧後、安全性が確認された住宅について、居住可能な最低限の管

理を行う。 
主な対策 ① 被害状況の確認 

② 住宅の管理運営（応急修理・補強の実施等） 
 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｆ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体   ○ → → ◎ 4 事務 
主な対策①   ○ ◎   4※ － 
主な対策②    ○ → ◎ 4※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

施設・設備 ○ 震災後に必要となる修理・補強等は、

指定管理者が内容に応じた施工事業者

に委託することになるが、施工事業者

がどの程度対応できるか不明である。 

○ 指定管理者が震災時にも事業継続体

制を維持し、速やかな対応ができるよ

う要請する。 
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優先度が高い通常業務 個票【福祉部３】          

業務名 地域包括支援センター運営 

担当部課名 福祉部高齢福祉課 

業務内容 

・区内に高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）を８箇所設置し、

以下の業務を委託している。 
①介護予防サービスのマネジメント 
②高齢者や家族に対する総合的な相談・支援 
③虐待の防止、早期発見等の権利擁護に関する相談業務 
④支援困難ケースへの対応などケアマネジャーへの支援 

目標レベル ・オンラインの復旧と高齢者あんしん相談センター間の最低限の連絡調整 

主な対策 
① 被害状況の確認 
② 施設職員の体制確認 
③ 地域包括ケア管理システムの復旧 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｄ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体   ○ ◎ → → 2 事務 
主な対策①   ○◎ → → → 2※ － 
主な対策②   ○ ◎ → → 2※ － 
主な対策③   ○ ◎ → → 2※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

施設・設備 ○ ＯＡ機器が使用不能となる場合や停

電などによる電源供給が止まった場合、

地域包括ケア管理システムが使用不可

となる。 

○ 運営事業者が震災時にも事業継続体

制を維持し、速やかな対応ができるよ

う要請する。 

 

  



 

198 

優先度が高い通常業務 個票【福祉部４】           

業務名 緊急一時保護事業 

担当部課名 福祉部高齢福祉課 

業務内容 
・虐待を受けている高齢者若しくはそのおそれがある高齢者又は緊急に保護する必

要がある高齢者を、一時的に契約施設に保護し、当面の生活基盤を確保する。 
目標レベル ・緊急性の高い案件に限定して、緊急一時保護を実施する。 

主な対策 
① 執務環境の確保 
② 緊急性の高い案件から順次対応（保護先の施設の状況確認、施設への利用依

頼等） 
 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｆ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体    ○ → ◎ 2 事務・福祉 
主な対策①    ○◎ → → 1※ － 
主な対策②    ○ → ◎ 2※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

サプライ 

チェーン 

○ 委託事業者が運営する施設の安全や

十分なサービス提供体制を確保する必

要がある。 

○ 事前に複数の連絡先を確認するな

ど、迅速に施設の被災状況や職員の出

勤状況を把握できるよう、委託事業者

との緊密な連絡体制を構築しておく。 

その他 ○ 発災時に一時保護中の利用者がいた

場合、帰宅や避難の要否について、委

託事業者と協議を行う必要がある。 

○ 利用者の安全確保を最優先に行うと

ともに、保護者等に連絡が取れるまで、

委託事業者は保護を行うこととし、そ

の後の取扱いについては、状況に応じ

て個別に判断する。 
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優先度が高い通常業務 個票【福祉部５】            

業務名 高齢者自立生活支援事業 

担当部課名 福祉部高齢福祉課 

業務内容 
・介護保険を申請するほどではないが、骨折や退院等により一時的に援助を要する

高齢者や、初期の認知症・精神疾患などにより生活への助言や指導が必要な高齢

者に、ヘルパーを派遣し支援する。 
目標レベル ・緊急性の高い案件に限定して再開する。 

主な対策 
① 執務環境の確保 
② 緊急性の高い案件から順次対応（利用者及び支援員の状況確認等） 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｆ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体    ○ → ◎ 2 事務・福祉 
主な対策①    ○◎ → → 1※ － 
主な対策②    ○ → ◎ 2※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

資機材、 

サプライ 

チェーン 

○ ＯＡ機器が使用不能となる場合、停

電などにより電源供給が止まった場合

など、地域包括ケア管理システムが使

用不可となり、情報の確保が困難にな

る。 

○ 自立支援員の派遣を介護保険事業者

に委託しているので、事業者が支援員

派遣不可の場合、事業遂行が不可能と

なる。 

○ 委託事業者が震災時にも事業継続体

制を維持し、速やかな対応ができるよ

う要請する。 

 

  



 

200 

優先度が高い通常業務 個票【福祉部６】           

業務名 在宅高齢者支援 

担当部課名 福祉部高齢福祉課 

業務内容 
・65 歳以上の高齢者や家族を対象に、高齢者自身の心配事、家族関係や経済的な

悩み及び高齢者虐待に関すること等について、電話や面接による相談及び支援を

行う。 
目標レベル ・相談支援員の派遣を緊急性の高い案件に限定して再開する。 

主な対策 
① 執務環境の確保 
② 緊急性の高い案件から順次対応（利用者及び相談支援員の状況確認等） 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｆ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体    ○ → ◎ 2 事務・福祉 
主な対策①    ○◎ → → 1※ － 
主な対策②    ○ → ◎ 2※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

資機材 ○ ＯＡ機器が使用不能となる場合、停

電などにより電源供給が止まった場合

など、地域包括ケア管理システムが使

用不可となり、情報の確保が困難にな

る。 

○ 運営事業者が震災時にも事業継続体

制を維持し、速やかな対応ができるよ

う要請する。 
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優先度が高い通常業務 個票【福祉部７】            

業務名 障害福祉サービス、障害児通所支援等支給決定事務 

担当部課名 福祉部障害福祉課 

業務内容 
・障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、介護給付・訓

練等給付・障害児通所給付等のサービスを利用できるよう受給者証を交付する。 
目標レベル ・生命・生活の維持が困難となる障害者（児）に支給できるようにする。 

主な対策 
① 訪問等及び資料作成 
② 支給決定及び受給者証交付 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｄ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体   ○ ◎ → → 5 事務 
主な対策①   ○◎ → → → 5※ － 
主な対策②   ○ ◎ → → 5※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

その他 ○ 社会資源につながっていない障害者

へのアウトリーチが困難である。 

○ ホームページ等での周知 

○ 民生委員等との連携 

サプライ 

チェーン 

○ ヘルパーの確保や事業所の運営状況

などによって、サービス提供が激減す

る可能性がある。 

○ 障害福祉サービス事業所の運営状況

の確認 
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優先度が高い通常業務 個票【福祉部８】           

業務名 自立支援医療（更生医療）の支給決定事務 

担当部課名 福祉部障害福祉課 

業務内容 
・身体障害者の障害の程度を軽減し、除去・進行を防ぐための特定の医療について

助成を行う。 

目標レベル 
・更生医療の支給が認められる障害者に、支給決定できるようにする。既に支給を

受けている障害者には指定医療機関の運営状況などの情報提供を行う。 

主な対策 
① 申請書類受付 
② 受給者証交付 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｄ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体   ○ ◎ → → 2 事務 
主な対策①   ○◎ → → → 2※ － 
主な対策②   ○ ◎ → → 2※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

サプライ 

チェーン 

○ 被災により、既に支給決定を受けて

いる指定医療機関で、人工透析などの

医療を受けられなくなった場合に緊急

度が高くなる。 

○  指定医療機関の運営状況を把握し、

情報提供を行うとともに、受給者証発

行事務を適切・迅速に処理する。疑義

が生じた場合は、東京都と密に連絡を

取る。 
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優先度が高い通常業務 個票【福祉部９】         

業務名 補装具費の支給事務 

担当部課名 福祉部障害福祉課 

業務内容 
・身体障害者の日常生活や就学、就労のために、身体機能を補完し、又は代替する

補装具を製作し、又は修理するための費用を支給する。 
目標レベル ・日常生活に支障を来した補装具の修理ができるようにする。 

主な対策 
① 相談・申請受付 
② 支給決定 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｄ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体   ○ ◎ → → 1 事務 
主な対策①   ○◎ → → → 1※ － 
主な対策②   ○ ◎ → → 1※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

施設・設備、

資機材、 

情報 

○ システムを使用する事務のため、復

旧まで通常の処理が困難 

○ 各設備等の復旧 

サプライ 

チェーン 

○ 補装具事業者の態勢が整うまで給付

が困難 

○ 補装具事業者の状況確認 
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優先度が高い通常業務 個票【福祉部１０】          

業務名 日常生活用具の給付事務 

担当部課名 福祉部障害福祉課 
業務内容 ・障害者の日常生活を容易にするために必要な用具を給付する。 
目標レベル ・日常生活に支障を来した日常生活用具の給付ができるようにする。 

主な対策 
① 相談・申請受付 
② 給付決定 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｄ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体   ○ ◎ → → 1 事務 
主な対策①   ○◎ → → → 1※ － 
主な対策②   ○ ◎ → → 1※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

施設・設備、

資機材、情

報 

○ システムを使用する事務のため、復

旧まで通常の処理が困難 

○ 各設備等の復旧 

サプライ 

チェーン 

○ 給付委託をした事業者の給付態勢が

整うまで給付が困難 

○ 委託事業者の給付態勢確認 
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優先度が高い通常業務 個票【福祉部１１】          

業務名 障害者基幹相談支援センター運営 

担当部課名 福祉部障害福祉課 

業務内容 

・文京総合福祉センター内に障害者基幹相談支援センターを設置し、主に以下の業

務を委託している。 
①障害及び難病等に関する総合相談支援 
②関係機関や相談員連絡会との連携・協働等による相談支援体制の強化 
③入所施設や精神科病院への働きかけや、地域の体制整備等のコーディネートに

よる地域移行・地域定着の推進 
④虐待の防止、早期発見等の権利擁護に関する相談及び啓発 

目標レベル ・オンラインの復旧と障害者基幹相談支援センターとの最低限の連絡調整 

主な対策 
① 被害状況の確認 
② 施設職員の体制確認 
③ システムの復旧 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｄ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体   ○ ◎ → → 2 事務 
主な対策①   ○◎ → → → 2※ － 
主な対策②   ○ ◎ → → 2※ － 
主な対策③   ○ ◎ → → 2※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

施設・設備 ○ ＯＡ機器が使用不能となる場合、停

電などによる電源供給が止まった場合、

システムが使用不可となる。 

○ 運営事業者が震災時にも事業継続体

制を維持し、速やかな対応ができるよ

う要請する。 
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優先度が高い通常業務 個票【福祉部１２】 

業務名 心身障害者（児）短期保護事業 

担当部課名 福祉部障害福祉課 

業務内容 
・心身障害者（児）の介護に当たっている家族が疾病、事故、冠婚葬祭、出産、休

養、学校行事等の理由で介護を行うことが困難なとき、家族に代わり保護する。 

目標レベル 
・緊急性の高い事由により、介護者の確保ができない障害者（児）に対してのみ保

護する。 

主な対策 
① 事業再開に向けた状況の把握（施設職員の配置確認等） 
② 事業再開 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｂ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体  ○◎ → → → → 1 事務 
主な対策①  ○◎ → → → → 1※ － 
主な対策②  ○◎ → → → → 1※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

施設・設備 ○ 建物及び建物内の居室の安全性確保

の確認、使用が不可能な場合の居室の

確保ができるかどうか不明確 

○ 居室の安全確保のため、家具等の転

倒防止等の安全対策を講じると同時

に、使用不可となった場合の対応を協

議する。 

資機材 〇 食事の提供において、現在備蓄する

食材等で対応が十分かどうか不明確 

〇 想定される利用者に対して、どのよ

うな準備が必要か検討する。 

サプライ 

チェーン 

○ 業務を委託する社会福祉法人におい

て、利用者の保護に必要な法人職員の

確保が可能か不確定 

○ 事業継続体制を維持し、速やかな対

応ができるように委託先法人へ要請す

る。 

その他 〇 発災時の利用者に対する対応が必要 ○ 法人は、発災直後の利用者の安全確

保等を行い、保護者等へ連絡が取れる

まで保護し、その後の個別対応につい

て、区は事業者と調整する。 

 

 



 

207 

優先度が高い通常業務 個票【福祉部１３】           

業務名 緊急ショートステイ事業 

担当部課名 福祉部介護保険課 

業務内容 
・65 歳以上の高齢者の介護者や家族が入院、冠婚葬祭等の理由で、短期間支援を

要する場合や虐待等により一時的に保護を要する方を対象とした居室を確保す

る。 
目標レベル ・施設の受入態勢が整い次第再開する。 

主な対策 
① 施設の被害状況等把握 
② 事業再開 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｄ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体   ○ ◎ → → 1 事務 
主な対策①   ○◎ → → → 1※ － 
主な対策②   ○ ◎ → → 1※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

サプライ 

チェーン 

○ 委託事業者が運営する施設の安全や

十分なサービス提供体制を確保する必

要がある。 

○ 施設の被災状況等を把握するため、

委託事業者との連絡体制を構築する。 

その他 ○ 発災時にサービス提供中の利用者が

いた場合、帰宅や避難の要否について、

委託事業者と協議を行う必要がある。 

○ 利用者の安全確保を最優先に行うと

ともに、介護者等に連絡が取れるまで、

委託事業者は、サービスを提供するこ

ととし、その後の取扱いについては、

状況に応じて個別に判断する。 
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優先度が高い通常業務 個票【福祉部１４】 

業務名 介護保険相談窓口運営 

担当部課名 福祉部介護保険課 

業務内容 
・区民や事業者の介護保険に関する相談、苦情等に、適切な指導・助言や情報提供、

関係機関の紹介等を行うことで、相談、苦情等の早期解決を図る。あわせて、介

護サービス事業者に関する情報提供を行う。 
目標レベル ・介護保険相談窓口の規模を縮小した運営開始 

主な対策 
① 被害情報の確認 
② 介護サービス事業者の情報収集 
③ 介護サービスに関する区民等からの問合せへの対応 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｄ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体   ○ ◎ → → 2 事務 
主な対策①   ○ ◎ → → 2※ － 
主な対策②    ○◎ → → 2※ － 
主な対策③    ○◎ → → 2※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

施設・設備 

 

○ 災害状況に応じた相談方法（電話・

対面・オンライン化）を確認しておく

必要がある。 

○ 相談内容などを考慮した会場の確

保、災害状況を考慮した機材等の用意

などを事前に確認しておく。 

その他 ○ 停電等で、電話、ＦＡＸ、パソコン

等の通信機器の使用が不可の場合、区

からの情報発信や事業所からの情報収

集が困難となる。 

○ 高齢者あんしん相談センター及び関

係部署等と連携し、情報収集や情報発

信を行う。 
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優先度が高い通常業務 個票【福祉部１５】 

業務名 介護保険システム運用事務 

担当部課名 福祉部介護保険課 
業務内容 ・介護保険事務処理システムの運用・保守 
目標レベル ・介護保険システムの復旧・稼働 

主な対策 

① 被害状況の確認 
② システム復旧作業及び連絡調整 
③ 他課との連携（住民記録・税・福祉データとの連携） 
④ 復旧状況の周知 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｄ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体   ○ ◎ → → 3 事務 
主な対策①   ○◎ → → → 3※ － 
主な対策②    ○◎ → → 3※ － 
主な対策③    ○◎ → → 3※ － 
主な対策④    ○◎ → → 3※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

情報 ○ 業務運営は、情報管理システムの復

旧が前提 

○ 仮想サーバ利用につき、介護保険シ

ステムの復旧は、情報政策課管理の仮

想基盤の復旧が前提 

○ 職員を情報政策課に派遣し、復旧に

協力する。 
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優先度が高い通常業務 個票【福祉部１６】 

業務名 介護保険認定調査業務 

担当部課名 福祉部介護保険課 

業務内容 
・介護保険法第 27条の規定により、要介護・要支援認定の申請受付及び申請者に

対して認定のための調査を行う。 
目標レベル ・緊急に介護サービスの利用を要する者についての認定申請受付を再開する。 

主な対策 
① 執務環境の確保 
② 高齢者あんしん相談センター施設職員の体制確認 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｄ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体   ○ ◎ → → 3 
事務・福祉 
・介護指導 

主な対策①   ○ ◎ → → 3※ － 
主な対策②   ○ ◎ → → 3※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

サプライ 

チェーン 

○ 申請受付業務は、高齢者あんしん相

談センターでも行っているが、発災直

後は地域の高齢者の安否確認等の緊急

対応が主となり、受付対応を行う余裕

がない。 

○ 当面は、区の窓口のみで申請受付を

行い、復旧の状況に応じて高齢者あん

しん相談センターでの受付業務を再開

させる。 
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優先度が高い通常業務 個票【福祉部１７】 

業務名 資格保険料事務 

担当部課名 福祉部介護保険課 

業務内容 
・介護保険の資格賦課に関する事務及び第１号被保険者介護保険料の収納事務を行

う。 

目標レベル 
・被保険者台帳事務のうち、転出入又は介護保険認定申請に直ちに影響するものに

ついて、優先的に着手する。 

主な対策 
① 被害状況の確認 
② 窓口開設 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｄ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体    ○◎ → → 2 事務 
主な対策①    ○◎ → → 2※ － 
主な対策②    ○◎ → → 2※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

資機材 ○ 業務は、介護保険システムの復旧が 

前提 

○ 証などの必要物品確保 

○ 介護保険システム復旧に人員を優先

する。 

○ 他自治体から借り入れ、仮帳票発行

の措置をする。 
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優先度が高い通常業務 個票【福祉部１８】 

業務名 国民健康保険資格賦課事務 

担当部課名 福祉部国保年金課 

業務内容 
・国民健康保険の被保険者の資格の得喪、被保険者証、賦課、調定、減免に関する

事務 
目標レベル ・国民健康保険加入喪失事務、保険証発行業務の再開 

主な対策 
① 事務担当の設置と準備  
② 加入喪失切替事務、保険証発行、減免措置（システム稼働確認等） 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｄ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体    ○◎ → → 6 事務 
主な対策①    ○◎ → → 1※ － 
主な対策②    ○◎ → → 6※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

情報 ○ 国保システムが必要であるが、文京

シビックセンター11階以外に窓口を開

設し、その場で手続事務を完了するた

めには、システムの配置が必要となる。 

○ 文京シビックセンター11階以外の窓

口開設場所に国保システムを移設又は

増設することができない場合は、窓口

開設場所と連絡を取って手続が完了す

るようにする。手続に時間を要する場

合は、郵送等により対応する。 
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優先度が高い通常業務 個票【福祉部１９】 

業務名 国民健康保険給付事務 

担当部課名 福祉部国保年金課 

業務内容 
・国民健康保険の給付、診療報酬、公害健康被害の補償等求償、一部負担金の減免

及び徴収猶予に関する事務  
目標レベル ・一部負担金の減免、徴収猶予事務の再開 
主な対策 ① 事務担当の設置と準備 

② 一部負担金の減免、徴収猶予事務の実施（システム稼働確認等） 
 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｄ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体    ○◎ → → 6 事務 
主な対策①    ○◎ → → 1※ － 
主な対策②    ○◎ → → 6※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

情報 ○ 国保システムが必要であるが、文京

シビックセンター11階以外に窓口を開

設し、その場で申請手続を完了するた

めには、システムの配置が必要となる。 

○ 文京シビックセンター11階以外の窓

口開設場所に国保システムを移設し、

又は増設することができない場合は、

窓口開設場所との連絡を取り申請手続

が完了するようにする。証明書等の発

行に時間を要する場合は、郵送等によ

り対応する。 
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優先度が高い通常業務 個票【福祉部２０】 

業務名 国民健康保険収納・徴収事務 

担当部課名 福祉部国保年金課 
業務内容 ・国民健康保険料の徴収、還付、充当、督促等滞納整理事務  
目標レベル ・徴収猶予、保険料還付事務の再開 

主な対策 
① 事務担当の設置と準備（金融機関との協議調整等） 
② 徴収猶予事務の実施（システム稼働確認等） 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｄ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体    ○◎ → → 4 事務 
主な対策①    ○◎ → → 1※ － 
主な対策②    ○◎ → → 4※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

情報 ○ 国保システムが必要であるが、文京

シビックセンター11階以外に窓口を開

設し、その場で手続事務を完了するた

めには、システムの配置が必要となる。 

○ 文京シビックセンター11階以外の窓

口開設場所に国保システムを移設し、

又は増設することが難しい場合は、窓

口開設場所と連絡を取って手続きが完

了するようにする。手続に時間を要す

る場合は、郵送等により対応する。 
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優先度が高い通常業務 個票【福祉部２１】 

業務名 国民年金事務 

担当部課名 福祉部国保年金課 

業務内容 
・国民年金の加入・喪失、年金裁定請求、国民年金保険料の免除、特別障害給付金

の受付等  
目標レベル ・国民年金の裁定請求、国民年金保険料の免除、特別障害給付金の受付事務の再開   

主な対策 
① 事務担当の設置と準備（日本年金機構文京年金事務所との連絡調整） 
② 国民年金の裁定請求、国民年金保険料の免除、申請等の給付事務の実施（シス

テム稼働確認等） 
 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｆ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体     ○ ◎ 3 事務 
主な対策①     ○◎ → 1※ － 
主な対策②     ○ ◎ 3※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

情報 ○ 国民年金システムが必要であるが、

文京シビックセンター11階以外に窓口

を開設し、その場で手続事務を完了す

るためには、システムの配置が必要と

なる。 

○ 文京シビックセンター11階以外の窓

口開設場所に国民年金システムを移設

し、又は増設することが難しい場合は、

窓口開設場所と連絡を取り、手続事務

が完了するようにする。手続に時間を

要する場合は、郵送等により対応する。 

サプライ 

チェーン 

 

○ 日本年金機構所管の情報システム

（日本年金機構内に設置）の復旧に時

間を要する場合、手続に必要な納付状

況等について電話照会することができ

ず、区の窓口で手続事務を完了できな

い場合がある。 

○ 日本年金機構文京年金事務所との調

整・連携を図り、対応する。 

 

  



 

216 

優先度が高い通常業務 個票【福祉部２２】 

業務名 後期高齢者医療制度資格事務 

担当部課名 福祉部国保年金課 

業務内容 
・後期高齢医療制度被保険者の資格の得喪、被保険者証、減免に関する事務、後期

高齢者医療制度の各種届出受付  
目標レベル ・後期高齢者医療制度切替事務、保険証の引渡業務の再開 

主な対策 
① 事務担当の設置と準備（広域連合との連絡調整） 
② 加入喪失切替事務、保険証引渡し、減免措置（システム稼働確認等） 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｅ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体    ○ ◎ → 2 事務 
主な対策①    ○◎ → → 1※ － 
主な対策②    ○ ◎ → 2※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

情報 ○ 後期高齢者医療システムが必要であ

るが、文京シビックセンター11階以外

に窓口を開設し、その場で手続事務を

完了するためにはシステムの配置が必

要となる。 

○ 文京シビックセンター11階以外の窓

口開設場所に後期高齢者医療システム

を移設し、又は増設することができな

い場合は、窓口開設場所と連絡を取っ

て手続が完了するようにする。手続に

時間を要する場合は、郵送等により対

応する。 

サプライ 

チェーン 

 

○ 後期高齢者医療システムは広域連合

の所管であるため、システム維持につ

いて区単体で対応することは困難であ

る。 

○ 後期高齢医療については、広域連合

との連携・調整を行う。 
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優先度が高い通常業務 個票【福祉部２３】 

業務名 後期高齢者医療制度給付事務 

担当部課名 福祉部国保年金課 
業務内容 ・医療給付、一部負担金の減免及び徴収猶予に関する事務  
目標レベル ・一部負担金の減免、徴収猶予事務の再開 

主な対策 
① 事務担当の設置と準備 
② 一部負担金の減免、徴収猶予事務の実施（システム稼働確認等） 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｅ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体    ○ ◎ → 2 事務 
主な対策①    ○◎ → → 1※ － 
主な対策②    ○ ◎ → 2※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

情報 ○ 後期高齢者医療システムが必要であ

るが、文京シビックセンター11階以外

に窓口を開設し、その場で手続事務を

完了するためにはシステムの配置が必

要となる。 

○ 文京シビックセンター11階以外の窓

口開設場所に後期高齢者医療システム

を移設し、又は増設することができな

い場合は、窓口開設場所との連絡を取

り、手続が完了するようにする。手続

に時間を要する場合は、郵送等により

対応する。 

サプライ 

チェーン 

 

○ 後期高齢者医療システムは広域連合

の所管であるため、システム維持につ

いて区単体で対応することは困難であ

る。 

○ 後期高齢医療については、広域連合

との連携・調整を行う。 
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優先度が高い通常業務 個票【福祉部２４】  

業務名 後期高齢者医療制度収納事務 

担当部課名 福祉部国保年金課 
業務内容 ・後期高齢者医療保険料の収納、還付、充当、督促等滞納整理事務  
目標レベル ・徴収猶予、保険料還付事務の再開 

主な対策 
① 事務担当の設置と準備（金融機関との協議調整等） 
② 徴収猶予、保険料還付事務の実施（システム稼働確認等） 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｆ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体    ○ → ◎ 3 事務 
主な対策①    ○◎ → → 1※ － 
主な対策②    ○ → ◎ 3※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

情報 ○ 後期高齢者医療システム及び後期高

齢（保険料）システムが必要であるが、

文京シビックセンター11階以外に窓口

を開設し、その場で手続事務を完了す

るためにはシステムの配置が必要とな

る。 

○ 文京シビックセンター11階以外の窓

口開設場所に後期高齢者医療システム

を移設し、又は増設することが難しい

場合は、窓口開設場所と連絡を取って

手続が完了するようにする。手続に時

間を要する場合は、郵送等により対応

する。 

サプライ 

チェーン 

○ 後期高齢者医療システムは広域連合

の所管であるため、システム維持につ

いて区単体で対応することは困難であ

る。 

○ 後期高齢医療については、広域連合

との連携・調整を行う。 

 

  



 

219 

優先度が高い通常業務 個票【子ども家庭部１】        

業務名 保育園情報の配信（保育園情報配信システム） 

担当部課名 子ども家庭部幼児保育課 

業務内容 

・区立保育園から日常の連絡や緊急連絡事項等を希望する保護者へ一斉配信する。

受信者は、メール、電話、LINE を事前に登録しておき、指定した受信媒体への

連絡を受けることができる。 

また、私立保育園の保護者については、幼児保育課から各園へ情報を配信するこ

とで、各園を通じて連絡や情報を受けることができる。 

目標レベル 

・生命・財産に直ちに影響するものではないが、災害時における保育園からの情報

を保護者に伝える有力なツールであることから、通信回線の状況把握を行い、想

定外の事態に備える。 

主な対策 ① 情報配信 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 

Ａ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

職種 

業務全体 ○◎ → → → → → 2 事務 

主な対策① ○◎ → → → → → 2 － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

施設・設備 ○ 災害により設備の故障、断線が生じ

た際は不能となる。 

○ 設備のバックアップ機能の整備と代

替手段の確保 

資機材 ○ 災害により機器が破損した場合は不

能となる。 

○ 機器の複数所持 

サプライ 

チェーン 

○ 災害により設備及び NTTデータのシ

ステムが破損した場合は不能となる。 

○ 委託先システムの問題が生じた場合

の対処方法を確認 
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優先度が高い通常業務 個票【子ども家庭部２】   

業務名 区立保育園の運営（特定園） 

担当部課名 子ども家庭部幼児保育課 

業務内容 ・区立保育園の運営に係る業務のうち、児童の保育業務 

目標レベル 
・災害復旧作業従事者の養育する児童の保育を行うために、区内１園でＢＣＰ保育

園の運営業務を実施する。 

主な対策 
① 特定の保育園への参集（児童の状況把握等） 

② 特定の保育園１園運営 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 

Ｄ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

職種 

業務全体  ○ → ◎ → → 20 事務・保育 

主な対策①  ○◎ → → → → 9※ － 

主な対策②   ○ ◎ → → 20※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

施設・設備 ○ 通信手段の確保 

○ ライフラインの確保 

○ 簡易自家発電機による通信機器の利

用 

○ 被害状況により、保育の内容を変更

し園児の安全確保に努める。 

○ 非常用食料等の備蓄 
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優先度が高い通常業務 個票【子ども家庭部３】       

業務名 総合相談事業 

担当部課名 子ども家庭部子ども家庭支援センター 

業務内容 

・子どもと家庭に関する悩み、児童虐待に関する相談等に対応する。また、虐待や

保護者の入院・死亡等により一時保護が必要な児童について、児童相談所との連

絡調整を行う。 

目標レベル 
・保護者の行方不明、死亡等により、保護者不在となった児童について、情報収集・

安全な環境の確保のための連絡調整等を行う。 

主な対策 
① 保護者不在児童の情報収集（各避難所、学校等からの生活状態等の情報収集） 

② 児童の安全確保に必要な調整（児童相談所との保護施設、移送方法等の調整） 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続   

優先度 

Ｃ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

職種 

業務全体   ○◎ → → → 2 事務・福祉 

主な対策①   ○◎ → → → 2※ － 

主な対策②   ○◎ → → → 2※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

その他 ○ 児童相談所による保護等が行われる

までの期間の保護者不在児童の安全な

環境の確保 

○ 避難所等で安全な環境の確保が困難

な児童がいる場合は、区施設等で一時

的に児童を保護できる場所及び人材の

確保に努める。 
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優先度が高い通常業務 個票【保健衛生部１】         

業務名 食中毒対策 

担当部課名 保健衛生部生活衛生課 

業務内容 

・食中毒発生時における調査、被害拡大防止措置を行う。（営業停止、施設改善命

令等不利益処分を含む。） 

・食中毒発生防止のための普及啓発事業を行う。  

目標レベル ・食中毒発生時の原因究明調査の開始 

主な対策 

① 執務環境の整備（システム稼働確認等） 

② 事件発生探知、初動（都、検査機関との連絡調整） 

③ 食中毒調査及び被害拡大防止対応 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 

Ｂ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

職種 

業務全体  ○◎ → → → → 4 食品衛生監視 

主な対策①  ○◎ → → → → 1※ － 

主な対策②  ○◎ → → → → 4※ － 

主な対策③  ○◎ → → → → 4※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

人員 ○ 食中毒事件が多発し、又は大規模な

場合、食中毒調査を行う食品衛生監視

員が不足する。 

○ 人員配置等を確認し、必要に応じて

東京都等他自治体等からの受援体制を

確保する。 

インフラ・ 

環境 

〇 区内の被災状況（道路、建物）によ

り、施設調査や検体搬入等の食中毒調

査や被害拡大防止措置に支障を来す場

合がある。 

〇 検査を依頼する東京都安全研究セン

ター等の被災状況により、食中毒に係

る検査に支障を来す場合がある。 

〇 災害時の食中毒調査や被害拡大防止

措置について、移動手段を含めて事前

に検討しておく。 

 

〇 災害時の食中毒調査や被害拡大防止

措置について、東京都と事前に検討し

ておく。 

施設・設備 〇 衛生管理監視システムにおいて監視

台帳等を管理しているため、稼働状況

の確認・把握が必要である。 

〇 早期のシステム復旧に向けて、関係

部署と連携し対応する。また、システ

ムの保守契約事業者と連絡体制を構築

する。また、システムが使用できない

場合に備えて、最低限の許可情報につ

いて紙出力したものを保管する。 
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優先度が高い通常業務 個票【保健衛生部２】   

業務名 食品衛生監視 

担当部課名 保健衛生部生活衛生課 

業務内容 

・食品営業施設に対する許認可や監視指導を行う。 

・食品衛生に関する講習会等の普及啓発事業やリスクコミュニケーション事業を行

う。  

目標レベル ・食品営業施設再開への衛生指導及び調査 

主な対策 

① 区内情報の収集 

② 対応準備（システム稼働確認等） 

③ 営業施設再開等への衛生指導及び調査 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 

Ｄ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

職種 

業務全体   ○ ◎ → → 4 食品衛生監視 

主な対策①   ○◎ → → → 1※ － 

主な対策②   ○◎ → → → 1※ － 

主な対策③   ○ ◎ → → 4※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

人員 〇 区内の被災状況（建物）により、食

品営業施設再開への衛生指導を行う食

品衛生監視員が不足する。 

〇 人員配置等を確認し、必要に応じて

東京都等他自治体等からの受援体制を

確保する。 

インフラ・ 

環境 

〇 区内の被災状況（道路）により、施

設調査等の食品営業施設再開への衛生

指導に支障を来す場合がある。 

〇 移動手段について、事前に検討して

おく。 

施設・設備 〇 衛生管理監視システムにおいて監視

台帳等を管理しているため、稼働状況

の確認・把握が必要である。 

〇 早期のシステム復旧に向けて、関係

部署と連携し対応する。また、システ

ムの保守契約事業者と連絡体制を構築

する。また、システムが使用できない

場合に備えて、最低限の許可情報につ

いて紙出力したものを保管する。 
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優先度が高い通常業務 個票【保健衛生部３】        

業務名 薬事衛生監視 

担当部課名 保健衛生部生活衛生課 

業務内容 

・「医薬品医療機器等法」に基づく薬局、店舗販売業等の許可事務及び監視指導を

行っている。 

また、「毒物及び劇物取締法」に基づき、毒物劇物販売業の登録事務及び監視指

導を行っている。 

目標レベル ・毒物劇物の漏えい等の事故に対する業務に限定して再開 

主な対策 
① 執務環境の整備（システム稼働確認等） 

② 毒劇物漏えい等事故対応業務（危害防止措置指導等） 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 

Ｄ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

職種 

業務全体   ○ ◎ → → 2 保健衛生監視 

主な対策①   ○◎ → → → 2※ － 

主な対策②   ○ ◎ → → 2※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

インフラ・ 

環境 

〇 区内の被災状況（道路）により、

施設調査・指導に支障を来す場合が

ある。 

〇 移動手段について、事前に検討し

ておく。 
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優先度が高い通常業務 個票【保健衛生部４】    

業務名 受水槽等給水施設調査及び指導 

担当部課名 保健衛生部生活衛生課 

業務内容 
・水道法に基づく専用水道及び簡易専用水道並びに水道法適用外の小規模貯水槽等

の調査及び指導を行う。 

目標レベル ・受水槽等タンク水、地下水使用に伴う衛生監視指導を開始する。 

主な対策 ① 貯水槽の衛生管理指導 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 

Ｄ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

職種 

業務全体    ○◎ → → 2 保健衛生監視 

主な対策①    ○◎ → → 2 － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

資機材 ○ 検査に必要なものとして試薬が必要

となる。 

○ 試薬をストックしておく。 
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優先度が高い通常業務 個票【保健衛生部５】        

業務名 収去品等の検査 

担当部課名 保健衛生部生活衛生課 

業務内容 

・監視指導計画に基づく食品の収去検査及び簡易検査を行う。 

・違反に基づく食品検査及び廃棄命令、不利益処分を行う。 

・苦情に基づく食品検査を行う。  

目標レベル ・不良・違反食品排除のための収去検査等の再開と衛生指導 

主な対策 

① 執務環境の整備（システム稼働確認等） 

② 違反や苦情に基づく調査と衛生指導 

③ 収去検査等の再開と衛生指導 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 

Ｆ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

職種 

業務全体    ○ → ◎ 2 食品衛生監視 

主な対策①    ○◎ → → 1※ － 

主な対策②    ○ → ◎ 2※ － 

主な対策③    ○ → ◎ 2※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

人員 〇 違反食品又は食品衛生に係る苦情が

多発し、又は大規模な場合、調査・指

導を行う食品衛生監視員が不足する。 

〇 人員配置等を確認し、必要に応じて

東京都等他自治体等からの受援体制を

確保する。 

インフラ・ 

環境 

〇 区内の被災状況（道路、建物）によ

り、施設調査や検体搬入等の違反・苦

情対応について事務に支障を来す場合

がある。 

〇 検査を依頼する保健サービスセンタ

ー及び東京都安全研センター等の被災

状況により、検査に支障を来す場合が

ある。 

〇 災害時の違反・苦情対応について、

移動手段を含めて事前に検討してお

く。 

 

〇 災害時の違反・苦情処理や違反に基

づく事務について、事前に検討してお

く。 

施設・設備 〇 衛生管理監視システムにおいて監視

台帳等を管理しているため、 稼働状

況の確認・把握が必要である。 

〇 早期のシステム復旧に向けて、関係

部署と連携し対応する。また、システ

ムの保守契約事業者と連絡体制を構築

する。また、システムが使用できない

場合に備えて、最低限の許可情報につ

いて、紙出力したものを保管する。 
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優先度が高い通常業務 個票【保健衛生部６】    

業務名 環境衛生監視 

担当部課名 保健衛生部生活衛生課 

業務内容 

・環境衛生関係施設（理容所、美容所、クリーニング所、旅館業、公衆浴場、興行

場等）に対する衛生監視指導を行い、施設の衛生管理の向上を図り、区民の健康

と安全を守る。 

目標レベル ・公衆浴場、コインシャワー施設等の衛生管理指導を開始する。 

主な対策 
① 公衆浴場の衛生監視指導 

② 旅館業の衛生監視指導（一時避難する旅館業施設の衛生監視指導） 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 

Ｄ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

職種 

業務全体    ○◎ → → 2 保健衛生監視 

主な対策①    ○◎ → → 2※ － 

主な対策②    ○◎ → → 2※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

資機材 ○ 検査に必要なものとして試薬が必要

となる。 

○ 試薬をストックしておく。 
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優先度が高い通常業務 個票【保健衛生部７】       

業務名 建築物等衛生監視 

担当部課名 保健衛生部生活衛生課 

業務内容 ・住居や事務所等の衛生環境を確保するため、調査・指導や立入検査を行う。 

目標レベル 
・衛生管理状態に問題が生じた建築物等の室内衛生環境確保のための調査・指導を 

開始する。 

主な対策 ① ビル等建築物への衛生管理指導 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 

Ｄ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

職種 

業務全体    ○◎ → → 2 保健衛生監視 

主な対策①    ○◎ → → 2 － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

資機材 〇 検査に必要なものとして機器や試薬

等が必要になる。 

〇 機器の整備や試薬等のストックを

しておく。 
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優先度が高い通常業務 個票【保健衛生部８】      

業務名 ねずみ害虫駆除対策 

担当部課名 保健衛生部生活衛生課 

業務内容 
・感染症の病原菌を媒介するおそれのあるねずみや昆虫類について、対処法を助言

し、又は指導し、環境衛生の向上と増進を図る。 

目標レベル ・ねずみや昆虫類発生に伴う対処法の助言指導法を開始する。 

主な対策 ① 避難所等におけるねずみや昆虫類発生時の対処指導 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 

Ｄ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

職種 

業務全体    ○◎ → → 1 保健衛生監視 

主な対策①    ○◎ → → 1 － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

資機材 〇 対処に必要なものとして資材や資

料、薬剤等が必要になる。 

〇 資材や資料、薬剤等をストックし

ておく。 
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優先度が高い通常業務 個票【保健衛生部９】         

業務名 狂犬病予防 

担当部課名 保健衛生部生活衛生課 

業務内容 
・狂犬病予防法による犬の登録と狂犬病の予防注射の徹底を図り、狂犬病の発生を

未然に防ぐ。 

目標レベル ・犬の登録確認と予防注射確認業務 

主な対策 
① 犬の登録確認業務 

② 予防注射確認業務 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 

Ｅ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

職種 

業務全体     ○◎ → 1 事務 

主な対策①     ○◎ → 1※ － 

主な対策②     ○◎ → 1※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

施設・設備 〇 犬の登録等を確認するため、庁内

ＬＡＮ（事務用パソコン）等の電源

やインターネット環境等の正常な稼

働が必要になる。 

〇 文京シビックセンターの自家発電で

パソコン等の電源を確保し、情報政策

課と連携してインターネット環境等を

復旧する。 

その他 〇 犬の逸走などによる飼い主の確認

が必要になる。 

〇 関係機関（東京都・獣医師会・警察

署等）と連携を図り、速やかに犬の飼

い主情報を収集する。 

〇 日頃から、飼い主に、犬に鑑札・注

射済票の装着及びマイクロチップの装

着など身元表示の徹底を推進する。 
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優先度が高い通常業務 個票【保健衛生部１０】      

業務名 母子健康手帳交付 

担当部課名 保健衛生部健康推進課、保健サービスセンター 

業務内容 
・医療機関において妊娠の診断を受けた方に対し、母子健康手帳及び妊婦健診受診

票等を交付する。 

目標レベル ・申請受理・発行業務 

主な対策 ① 母子健康手帳交付事務の再開（システム稼働確認等） 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 

Ｄ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

職種 

業務全体   ○ ◎ → → 2 事務 

主な対策①   ○ ◎ → → 2 － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

施設・設備 ○ 交付は、保健サービスセンター、保

健サービスセンター本郷支所、戸籍住

民課、区民サービスコーナーで行って

おり、問合せ等対応のため、電話、電

源供給、母子保健システム稼働など執

務環境の保持が必要である。 

○ 電気・通信設備等の復旧状況を確認

し、交付場所に情報提供する。 
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優先度が高い通常業務 個票【保健衛生部１１】      

業務名 感染症対策 

担当部課名 保健衛生部予防対策課 

業務内容 ・平常時の感染症発生動向調査、感染症発生時の疫学調査・防疫措置等を行う。 

目標レベル ・速やかな調査の実施及び必要に応じた治療、入院、消毒等の指導及び措置 

主な対策 

① 情報収集・調査 

② 関係機関（都、医療機関等）との連絡調整 

③ 感染予防策の実施 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 

Ａ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

職種 

業務全体 ○◎ → → → → → 6 
医師・ 

保健師・事務 

主な対策① ○◎ → → → → → 6※ － 

主な対策② ○◎ → → → → → 6※ － 

主な対策③ ○◎ → → → → → 6※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

設備 ○ 電話・ＦＡＸ等の不通により、発生

状況の把握や関係機関との連絡が十分

に行えない可能性がある。 

○ 応急的な感染拡大防止策実施の指示

等当面の対応を行う。その後に、現地

に赴き、本格的な対策を実施する。 

資機材 ○ 流通のマヒにより、調査や消毒に使

用する医療資器材が十分に確保できな

い可能性がある。 

○ 平常時から備蓄を行う。大規模感染

時等においては、都や近隣区から資器

材を借り受け、対応する。 

人員 ○ 感染症発生拡大状況により、対応職

員の人員が足りなくなる可能性がある。 

○ 業務の優先順位を付け、対応する。

他自治体等に応援体制を依頼する。 
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優先度が高い通常業務 個票【保健衛生部１２】        

業務名 地域安心生活支援事業 

担当部課名 保健衛生部予防対策課 

業務内容 
・精神障害者が地域で安心した生活が送れるよう、緊急時相談支援事業・ショート

ステイ事業、地域生活体験事業を実施する。 

目標レベル ・受託業者の受入態勢が整い次第、緊急度の高い方を優先し、事業を再開する。 

主な対策 

① 支援準備（受託業者の運営状況等の確認） 

② 支援実施（生活の維持が困難な精神障害者へ受託業者の運営状況等の情報を

提供） 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 

Ｆ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

職種 

業務全体     ○ ◎ 1 
医師・ 

保健師・事務 

主な対策①     ○◎ → 1※ － 

主な対策②     ○ ◎ 1※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

施設・設備 〇 建物及び利用居室等の安全性の確

保、利用ができない場合は事業実施が

困難となる可能性ある。 

〇 受託事業者に家具の転倒防止等居室

の安全対策を依頼する、また、建物が

利用不可となった場合の代替策を事前

に協議する。 

サプライ 

チェーン 

○ 受託業者が、緊急時相談支援事業等

を実施するが、受託業者の運営状況等

によって支援が困難となる可能性があ

る。  

○ 受託事業者が震災時にも事業継続体

制を維持し、速やかに対応ができるよ

う要請する。  

 

その他 ○ 発災時に利用者がいる場合は、対応

が必要となる。  

○ 受託事業者は、発災直後、利用者の

安全確保を行い、その後の対応につい

ては、区と調整する。 
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優先度が高い通常業務 個票【保健衛生部１３】     

業務名 公害健康被害補償給付事務 

担当部課名 保健衛生部予防対策課 

業務内容 

・公害健康被害被認定者の損害を補償するため、医療費の給付、障害補償金や療養

手当の支給を行う。 

また、被認定者の遺族に対し、遺族補償費・一時金、葬祭料を支給する。 

目標レベル ・生活維持上、必要性の高い補償費を給付する。 

主な対策 
① 給付準備（システム稼働確認等） 

② 給付実施（生活維持上必要性の高い補償費） 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 

Ｆ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

職種 

業務全体    ○ → ◎ 1 
医師・ 

保健師・事務 

主な対策①    ○◎ → → 1※ － 

主な対策②    ○ → ◎ 1※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

資機材 ○ データ管理を全て公害健康被害補償

システムに依存しているため、システ

ムに不具合が生じた場合は、支給事務

が困難になる可能性がある。  

○ 保守事業者に震災時にも事業継続体

制を維持し、速やかな復旧作業ができ

るよう要請する。 

 

サプライ 

チェーン 

○ 給付事務は、指定金融機関を通じて

口座振替を行うため、金融の流通機能

がマヒしている場合は、支給事務が困

難になる可能性がある。 

○ 指定金融機関に震災時にも事業継続

体制を維持し、速やかな復旧作業がで

きるよう要請する。 
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優先度が高い通常業務 個票【保健衛生部１４】       

業務名 障害福祉サービス・障害児通所支援・地域生活支援事業 

担当部課名 保健衛生部予防対策課 

業務内容 
・障害者総合支援法、児童福祉法に基づき、精神障害者・難病患者・障害児等に対

してホームヘルプサービス等の給付を行う。 

目標レベル ・日常生活を営む上での緊急性の高いサービスを優先的に給付する。 

主な対策 
① 給付準備（事業所の運営状況等の確認） 

② 給付実施 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 

Ｄ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

職種 

業務全体   ○ ◎ → → 2 
医師・ 

保健師・事務 

主な対策①   ○◎ → → → 2※ － 

主な対策②   ○ ◎ → → 2※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

サプライ 

チェーン 

○ 指定事業者が、障害福祉サービスの

提供を行うが、事業所の運営状況やヘ

ルパーの確保などによってサービスの

提供が困難になる可能性がある。  

○ 指定事業者が震災時にも事業継続体

制を維持し、速やかな対応をできるよ

うに要請する。 

○ サービス提供可能な事業所の情報収

集を行う。 

資機材 ○ データ管理をシステムに依存してい

るため、システムに不具合が生じた場

合は、支給事務が困難になる可能性が

ある。  

○ 保守事業者に震災時にも事業継続体

制を維持し、速やかな復旧作業ができ

るよう要請する。 
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優先度が高い通常業務 個票【保健衛生部１５】      

業務名 メンタルヘルス 

担当部課名 保健衛生部予防対策課・保健サービスセンター 

業務内容 ・精神保健に関する相談・助言・指導等の実施 

目標レベル ・通常と同等の実施 

主な対策 
① 専門職（医師・保健師・精神保健福祉士等）の確保、広報の実施 

② 区民相談の実施 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 

Ｆ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

職種 

業務全体     ○ ◎ 1 事務・保健師 

主な対策①     ○◎ → 1※ － 

主な対策②     ○ ◎ 1※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

その他 〇 被災状況により、メンタルケアを必

要とする区民の増加が見込まれるが、

対応できる専門職の人員が確保できな

い可能性がある。 

〇 他自治体等に応援体制を依頼し、人

員体制を確保する。 
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優先度が高い通常業務 個票【保健衛生部１６】      

業務名 母子保健事業 

担当部課名 保健衛生部予防対策課・保健サービスセンター 

業務内容 ・妊婦及び乳幼児の健康診査、定期予防接種を実施する。 

目標レベル ・通常と同等の実施 

主な対策 
① 実施体制の確保（医療機関との調整等） 

② 事業の再開 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 

Ｆ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

職種 

業務全体     ○ ◎ 26 保健師・事務 

主な対策①     ○◎ → 6※ － 

主な対策②     ○ ◎ 26※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

設備 〇 電源供給、母子保健システム稼働 〇 庁舎内の電源供給が復旧すれば稼働

できるが、庁舎外では使用できない。 

その他 〇 健康診査や予防接種を行う医師（外

部）、保健師等の確保が困難 

〇 医療機関や職員の体制が整ってから実

施する。 

その他 〇 対象者の所在確認を行い、健診や予

防接種を案内することが難しい。 

〇 避難所等での健康診査の実施は難し

いため、ある程度状況が落ち着いてか

ら実施する。 
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優先度が高い通常業務 個票【保健衛生部１７】     

業務名 微生物検査業務 

担当部課名 保健衛生部保健サービスセンター 

業務内容 ・微生物検査（赤痢・サルモネラ・腸管出血性大腸菌 O157等通常項目） 

目標レベル ・微生物検査業務を緊急性の高い案件に限定して再開 

主な対策 
① 機器・試薬の確認と培地作成 

② 検体搬入と処理 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 

Ｂ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

職種 

業務全体  ○◎ → → → → 2 検査技師 

主な対策①  ○◎ → → → → 2※ － 

主な対策②  ○◎ → → → → 2※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

施設・設備 ○ 執務及び検査可能な環境の保持（微

生物検査に使用できる清浄な部屋であ

ること。） 

○ 試験検査のための電気・水の確保 

○ 窓ガラス・ドアの破損防止、電源・

水の確保について、関係課と協議を進

める。 

資機材 ○ 冷蔵庫、滅菌器、ふらん器、安全キ

ャビネット等の機器が、棚等の転倒に

より破損しないで使用できること。 

○ 機器や棚等の転倒防止対策を講じ

る。 
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優先度が高い通常業務 個票【都市計画部１】           

業務名 区民住宅等各種住宅の管理運営 

担当部課名 都市計画部住環境課 
業務内容 ・区民住宅、区立住宅等各種住宅の管理運営を行う。 

目標レベル 
・ライフライン復旧後、安全性が確認された住宅について、居住可能な最低限の管

理を行う。 
主な対策 ① 住宅の管理運営（必要な設備等の応急修理・補強等） 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｆ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体    ○ → ◎ 2 事務 
主な対策①    ○ → ◎ 2 － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

サプライ 

チェーン 

○ 震災後に必要となる修理・補強等は、

オーナーが内容に応じた施工事業者に

委託することになるが、施工事業者が

どの程度対応できるか不明である。 

○ 管理を受託している住宅管理会社等

が震災時にも事業継続体制を維持し、

速やかな対応ができるよう要請する。 
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優先度が高い通常業務 個票【都市計画部２】         

業務名 建築指導事務 

担当部課名 都市計画部建築指導課 
業務内容 ・建築物等確認申請（計画通知）・許可及び手数料の徴収、建築物の諸証明等発行 

目標レベル 
・建築物等確認審査業務、許可業務及び検査業務を緊急性の高い案件に限り再開す

る。  
主な対策 ① 建築物等確認及び許可業務、完了検査業務 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｆ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体     ○ ◎ 7 
建築・機械 
電気・事務 

主な対策①     ○ ◎ 7 － 
 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

サプライ 

チェーン 

○ 建築確認には消防署の同意が必要と

なる。 

また、建物の規模等により、指定

構造計算適合性判定機関の判断が必

要となる。 

（消防署及び指定構造計算適合性判定機

関の業務が滞る場合は、建築確認も滞

る。） 

○ 災害時の対応について、消防署及び

指定構造計算適合性判定機関と協議を

行う。 
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優先度が高い通常業務 個票【土木部１】              

業務名 道路維持工事 

担当部課名 土木部道路課 

業務内容 

・道路維持緊急工事：①道路法に基づく区道の維持管理を行う。②雨水桝及び透水

性舗装機能回復清掃：雨水桝・浸透ます及び透水性舗装の清掃を実施し、浸水水

害の軽減を図る。 

目標レベル ・陥没・亀裂等の危険な箇所が応急修復された状態 

主な対策 ① 道路の巡回調査の結果を受けて、陥没・亀裂等を応急処置 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 

Ｆ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

職種 

業務全体    ○ → ◎ 11 土木 

主な対策①    ○ → ◎ 11 － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

資機材 ○ 道路の補修に必要な資機材の確保  ○ 道路課資材置場に、最低限の資機材

を確保する。 

サプライ 

チェーン 

○ 年間契約しているメンテナンス事業

者が機能しているかが条件となる。 

○ 大地震が起きてもメンテナンス事業

者が機能できるように要請する。 
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優先度が高い通常業務 個票【土木部２】            

業務名 街路灯・保安灯維持 

担当部課名 土木部道路課 

業務内容 
・防犯及び交通安全のために設置された街路灯（区道等）及び保安灯（私道）の維

持管理を行う。 

目標レベル ・倒壊の危険がない状態・夜間の安全が確保できる状態 

主な対策 ① 道路の巡回調査の結果を受けて、倒壊の危険がある施設を撤去 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 

Ｆ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

職種 

業務全体    ○ → ◎ 1 土木 

主な対策①    ○ → ◎ 1 － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

サプライ 

チェーン 

○ 年間契約しているメンテナンス事業

者が機能しているかが条件となる。 

○ 大地震が起きてもメンテナンス事業

者が機能できるように要請する。 
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優先度が高い通常業務 個票【土木部３】              

業務名 交通安全施設維持 

担当部課名 土木部道路課 

業務内容 
・歩行者の安全と交通事故防止を図るため設置された交通安全施設の維持管理を行

う。 

目標レベル ・倒壊の危険がない状態 

主な対策 ① 道路の巡回調査の結果を受けて、倒壊の危険がある標識を撤去 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 

Ｆ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

職種 

業務全体    ○ → ◎ 6 土木 

主な対策①    ○ → ◎ 6 － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

資機材 ○ 交通安全施設の補修に必要な資機材

の確保  

○ 道路課資材置場に、最低限の資機材

を確保する。 

サプライ 

チェーン 

○ 年間契約しているメンテナンス事業

者が機能しているかが条件となる。 

○ 大地震が起きてもメンテナンス事業

者が機能できるように要請する。 
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優先度が高い通常業務 個票【土木部４】              

業務名 交通安全対策 

担当部課名 土木部道路課 

業務内容 
・災害対策による交通の変化（工事車両の増加、迂回路の設定、建物倒壊等）に対

応して、危険箇所の交通安全対策を検討する。 

目標レベル ・歩行者等の安全が図られるレベルとする。 

主な対策 ① 交通安全対策の検討 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 

Ｄ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

職種 

業務全体    ○◎ → → 2 土木 

主な対策①    ○◎ → → 2 － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

連絡体制 〇 災害時に協力会社から、被害及び啓

開状況について、適切に情報収集がで

きる連絡体制を構築する必要がある。 

〇 区と協力会社において、災害時にお

ける役割、連絡内容・方法を連絡調整

会議など確認しておく。 
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優先度が高い通常業務 個票【資源環境部１】         

業務名 公害対策 

担当部課名 資源環境部環境政策課 

業務内容 

・公害について、区民からの通報等に基づき状況を把握し、都等の関係機関と対応

を行う。 

また、災害に伴うがれき・ごみの不法焼却について、広報活動や指導を実施する。 

目標レベル ・公害の防止ができるレベルの維持 

主な対策 ① 通報の受付、関係機関への対応 

② 現場への調査、指導等 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 

Ｃ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

職種 

業務全体  ○ ◎ → → → 7 
衛生監視・ 
電気・事務 

主な対策①  ○ ◎ → → → 3 － 

主な対策②  ○ ◎ → → → 4 － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

業務全体 ○ 人員確保が必要となる。 ○ 現場調査については２人１組体制で

行う必要がある。不足する人員につい

ては、関係部署の応援を得ながら進め

ていく。 

現場への調

査・指導 

 

○ 倒壊・半壊などの現場では、安全確保

を踏まえた上での立入調査・指導が必要

となる。その判断が困難となる場合があ

る。 

 

○ 倒壊建物解体・撤去システム・フロ

ーの調査・判定結果（建築物応急危険

度判定結果等）を参考とし、現地調査

を行っていく。 

○ 不法焼却については、現地を確認し、

関係機関と連携を取りながら指導を行

っていく。 

二次災害へ

の対応 

○ 周辺環境の確保 ○ 公害、不法焼却が発生した際は、警

察・消防を始めとする関係機関と連携

して現場対応を行う。 
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優先度が高い通常業務 個票【資源環境部２】           

業務名 廃棄物の収集・運搬（可燃ごみ） 

担当部課名 資源環境部文京清掃事務所 

業務内容 ・家庭等から排出される廃棄物（可燃ごみ）を収集し、運搬する業務 

目標レベル ・家庭、避難所等から排出される可燃ごみを収集し、工場に搬入する。 

主な対策 

① 作業体制の把握（清掃工場の稼働状況確認、清掃車両の確認等） 

② 作業計画の作成 

③ 収集・運搬 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 

Ｃ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

職種 

業務全体  ○ ◎ → → → 70 作業・運転 

主な対策①  ○◎     10※ － 

主な対策②  ○ ◎    10※ － 

主な対策③   ○◎ → → → 70※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

資機材 ○ 清掃車両用燃料の確保 ○ 契約先及び協定先からの優先供給を

依頼する。 
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優先度が高い通常業務 個票【資源環境部３】           

業務名 廃棄物の収集・運搬（不燃ごみ等） 

担当部課名 資源環境部文京清掃事務所 

業務内容 
・家庭等から排出される廃棄物（不燃ごみ、粗大ごみ、資源）を収集し、運搬する

業務 

目標レベル ・家庭、避難所等から排出される不燃ごみ、資源を収集し、工場に搬入する。 

主な対策 
① 不燃ごみの収集 

② 資源回収の実施 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 

Ｅ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

職種 

業務全体    ○ ◎ → 36 作業・運転 

主な対策①    ○ ◎ → 36※ － 

主な対策②    ○ ◎ → 36※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

施設・設備 ○ 搬入先への運搬が困難になることが

予測される。 

○ 不燃・資源の一時保管場所を確保す

る。 

資機材 ○ 清掃車両用燃料の確保 ○ 契約先及び協定先からの優先供給を

依頼する。 
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優先度が高い通常業務 個票【施設管理部１】         

業務名 文京シビックセンター維持管理 

担当部課名 施設管理部施設管理課・保全技術課 

業務内容 ・文京シビックセンターの業務及び維持・保守に係る業務 

目標レベル ・防災拠点としての機能を保てる範囲に限定して再開 

主な対策 

① 来庁者の安全確保・来庁者への情報提供 

② 文京シビックセンターの被害調査（施設・設備の被害状況確認） 

③ 二次災害発生の防止（危険箇所等への進入禁止の対応） 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 

Ａ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

職種 

業務全体 ○◎ → → → → → 10 
事務・建築
電気・機械 

主な対策① ○◎ → → → → → 4※ － 

主な対策② ○◎ → → → → → 6※ － 

主な対策③ ○◎ → → → → → 6※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

その他 ○ 被害の確認作業に当たる人員の確保

等 

○ 設備・警備委託事業者と連携を図り、

可能な限り速やかに確認作業に当たる。 
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優先度が高い通常業務 個票【施設管理部２】          

業務名 区有施設維持管理 

担当部課名 施設管理部施設管理課・保全技術課 

業務内容 ・区有施設（学校等教育施設を除く。）維持・保守に係る業務 

目標レベル ・各施設における災害時の応急対応業務が確保できる範囲 

主な対策 
① 各施設の被害調査（施設・設備の被害状況確認） 

② 二次災害発生の防止（危険箇所等への進入禁止の対応） 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 

Ｂ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

職種 

業務全体  ○◎ → → → → 8 
事務・建築
電気・機械 

主な対策①  ○◎ → → → → 8※ － 

主な対策②  ○◎ → → → → 8※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

その他 ○ 被害があった施設の確認作業に当た

る人員の確保等 

○ 各施設の設備委託業者と連携を図

り、可能な限り速やかに確認作業に当

たる。 
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優先度が高い通常業務 個票【施設管理部３】     

業務名 区有施設整備 

担当部課名 施設管理部整備技術課 

業務内容 ・工事中の区有施設の修繕等整備に係る業務 

目標レベル ・修繕・復旧の対応をする体制が確保されるまで 

主な対策 ① 工事現場等の状況確認（被害状況の確認） 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 

Ｃ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

職種 

業務全体   ○◎ → → → 10 建築・電気・機械 

主な対策①   ○◎ → → → 10 － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

その他 ○ 被害の確認作業に当たる人員の確保

等 

○ 工事事業者と連携を図り、可能な限

り速やかに確認作業に当たる。 
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優先度が高い通常業務 個票【会計管理室１】      

業務名 出納事務・書類審査事務 

担当部課名 会計管理室 

業務内容 ・歳出の支払及び歳入の受入事務及び各課から提出される支出命令書等の審査事務 

目標レベル ・緊急を要する現金等の支出が適正に執行できるようにする。 

主な対策 
① 支出環境の確認（財務会計システムの稼働状況確認等） 

② 緊急を要する支出の開始 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 

Ｃ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 

職種 

業務全体  ○ ◎ → → → 4 事務 

主な対策①  ○ ◎ → → → 1※ － 

主な対策②  ○ ◎ → → → 4※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

情報 ○ 歳入・歳出に関しては、全て財務会

計システムで一括管理しており、シス

テムが使用できなくなった場合に、い

かに適正な支出を確保するかが課題と

なる。 

○ 情報政策課にできるだけ速やかな財

務会計システムの復旧を依頼するとと

もに、システムが使用できない期間に

ついては、書面による記録により適正

な支出が確保できるように体制を整え

る。 

その他 ○ 会計管理室では現金は、保管してい

ない。毎朝、指定金融機関からその日

に必要な資金が持ち込まれている。震

災等により道路や交通機関が使用でき

ない場合は、現金確保が課題となる。 

○ 指定金融機関には、非常時における

現金及び人員の確保に協力を要請して

いる。 
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優先度が高い通常業務 個票【教育推進部１】          

業務名 学校・幼稚園等情報の配信（学校・幼稚園等情報配信システム） 

担当部課名 教育推進部教育総務課・児童青少年課（学務課）・教育センター 

業務内容 
・区立小・中学校、幼稚園から日常の連絡や緊急連絡事項等を、希望する保護者へ

一斉配信する。受信者は、メール、ファクシミリ、電話、ＬＩＮＥのいずれかを

事前に登録しておき、指定した受信媒体への連絡を受けることができる。 

目標レベル 
・生命・財産に直ちに影響するものではないが、災害時における学校からの情報を

保護者に伝える有力なツールであることから、通信回線の状況把握を行う。 
主な対策 ① 情報配信 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ａ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体 ○◎ → → → → → 2 事務 
主な対策① ○◎ → → → → → 2 － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

施設・設備 ○ 災害により設備の故障・断線が生じ

た際は、不能となる。 

○ 設備のバックアップ機能の整備と代

替手段の確保 

資機材 ○ 災害により機器が破損した場合は、

不能となる。 

○ 機器の複数所持 

サプライ 

チェーン  

○ 災害により設備及び NTTデータのシ

ステムが破損した場合は、不能となる。 

○ 委託先システムの問題が生じた場合

の対処方法を確認 
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優先度が高い通常業務 個票【教育推進部２】         

業務名 就学入園事務 

担当部課名 教育推進部学務課（子ども家庭部幼児保育課） 
業務内容 ・小学校及び中学校の就学、幼稚園の入園に関する事務 

目標レベル 
・避難所施設から学校施設にシフトする。 
・就学、入園に支障がないように、学齢簿管理をしているシステム等の早期復旧を 
 図る。 

主な対策 
① 避難所施設から学校施設へのシフト 
② 学齢簿管理をしているシステムの早期復旧 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｅ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体    ○ ◎ → 3 事務 
主な対策①    ○ ◎ → 3※ － 
主な対策②    ○ ◎ → 3※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

施設・設備 ○ 学校施設を避難所として使用してい

る。 

○ 避難所使用のルールを、関係部署と

協議する（どの教室を避難所のどのよ

うな機能として使用するか、どのよう

な順番で避難所としていくか、また、

どのように避難所機能を解除していく

かを明確にする。）。 
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優先度が高い通常業務 個票【教育推進部３】           

業務名 飲料水等水質検査 

担当部課名 教育推進部学務課 
業務内容 ・学校環境衛生の確保の一環としての、飲料水、プール水等の検査に関する事務 
目標レベル ・水質検査キットを確保し、水道復旧後、全園・校の水質検査を行う。 
主な対策 ① 水質検査キットを確保し、水道復旧後、全園校の水質検査の実施（学校薬剤師

に検査を依頼） 
 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｆ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体    ○ → ◎ 1 事務 
主な対策①    ○ → ◎ 1 － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

資機材 ○ 発災後、事業者から調達することは

困難である。 

○ 区立幼稚園・学校は毎年 1 回、水質

検査を行っている。検査キットをあら

かじめストックしておき、品質保持期

限の古いものから使用していく。 
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優先度が高い通常業務 個票【教育推進部４】        

業務名 校園舎等各種整備（小・中・幼） 

担当部課名 教育推進部学務課 
業務内容 ・小・中学校及び幼稚園の整備に関する事務 
目標レベル ・被害が生じた施設の修繕等を行う。 

主な対策 
① 施設等の被害状況の情報収集 
② 被害施設への修繕等 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｃ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体  ○ ◎ → → → 3 事務・建築 
主な対策①  ○◎ → → → → 1※ － 
主な対策②  ○ ◎ → → → 3※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

施設・設備 ○ 被害状況を把握するための移動手段

の確保 

○ 庁有車を使用する。庁有車が使用で

きない場合の代替手段についても整理

する。 
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優先度が高い通常業務 個票【教育推進部５】         

業務名 区立学校・幼稚園運営管理 

担当部課名 教育推進部教育指導課・学務課 
業務内容 ・区立小学校 20校、中学校 10校、幼稚園 10園の運営 

目標レベル 
・学校・幼稚園施設の一部を使用し、可能なものから適宜、授業等の教育活動を再

開する。 

主な対策 
① 施設の被災状況把握及び児童生徒の安否確認 
② 教室及び職員室の執務環境確保、施設・設備の修繕等 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｄ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体   ○ ◎ → → 4 
指導主事 
・事務 

主な対策①   ○◎ → → → 4※ － 
主な対策②   ○ ◎ → → 4※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

施設・設備 ○ 体育館等の学校施設の一部又は大半

が避難所開設等により学校として使用

できない場合には、体育授業に際して

制約を受ける。 

○ 復興状況を勘案しながら、適宜、避

難所に要するスペースの縮小化と併せ

て、学校施設としての機能回復を図る。 

資機材 ○ 消耗品以外の什器等の資機材が破

損・損失をした場合には、修理の手配、

代替品の確保等が必要となる。 

○ 機能に支障がない資機材を集約して

利活用する等による暫定措置を採る。 

サプライ 

チェーン 

○ 給食業務委託先が災害によりダメー

ジを受けた場合には、給食の提供に支

障を来すことがある。 

○ 災害用備蓄食料品、簡易給食等によ

り食事を提供する。 

○ 業務委託先の復興が見込めない場

合、新たな委託先等の確保等が必要と

なる。 
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優先度が高い通常業務 個票【教育推進部６】           

業務名 学童保育事業 

担当部課名 教育推進部児童青少年課 

業務内容 
・保護者が仕事や疾病等により、昼間家庭において適切な保護を得られない小学校

（小学校に該当する学校を含む。）１年生から３年生までの児童に対して、専任

の指導員の下で遊びと生活を通して、その健全な育成と保護を図る。 

目標レベル 

・避難所内での一定の対応が可能であるため、緊急性は低いと考えられるが、児童

の安否確認や施設の被災状況を確認しながら、可能なものから適宜、育成室での

保育を再開する。 
・保護者が仕事や病気等のため保育の必要な障害のある小学校１年生から３年生ま

での児童に対し、専任の指導員のもとで保育を実施する。 
なお、保護者の就労状況、児童の状況等を勘案した上で、小学校６年生まで延長

保育を行う。 

主な対策 
① 施設の被災状況把握及び児童の安否確認 
② 育成室における保育の再開（避難所スペースとの調整を図る。） 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｆ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体    ○ → ◎ 4 
事務・ 

保育・福祉 

主な対策①    ○◎ → → 1 － 

主な対策②    ○ → ◎ 3 － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

施設・設備 ○ ライフラインの被害により、停電、

断水が発生する。 

また、建物の破損により育成室が利

用不能になる場合がある。 

○ 他課と連携し、育成室の早期の業務

再開に努める。 

サプライ 

チェーン 

○ NTT データのシステムを使用してい

るが、通信の不通により緊急の一斉連

絡が取れない。 

○ 電話等の通信が復旧後、連絡を取り、

業務再開に努める。 
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優先度が高い通常業務 個票【教育推進部７】         

業務名 児童館等運営 

担当部課名 教育推進部児童青少年課 
業務内容 ・児童の健全育成を図るため、児童館等の運営を再開する。 
目標レベル ・施設被害、職員体制が整い次第、再開する。 

主な対策 
① 施設の点検及び補修、職員の勤務体制確認 
② 運営の再開 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｆ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体    ○ → ◎ 4 
事務・ 

保育・福祉 

主な対策①    ○◎ → → 1 － 

主な対策②    ○ → ◎ 3 － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

施設・設備 〇 ライフラインの被害により、停電、

断水が発生する。 

また、建物の破損により児童館が利

用不能になる場合がある。 

〇 他課と連携し、児童館の早期の業務

再開に努める。 
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優先度が高い通常業務 個票【教育推進部８】            

業務名 学校支援関係事業 

担当部課名 教育推進部教育センター 

業務内容 

・不登校・いじめ・特別支援教育等の学校での様々な課題に対応するために学校を

支援するための事業を行う。教育支援センターの運営、スクールカウンセラーの

配置、スクールソーシャルワーカーの派遣、また、臨床発達心理士等の派遣等が

ある。 
目標レベル ・小・中学校の再開に合わせて、児童、生徒の心のケアを行う。 

主な対策 

① 情報収集 
② スクールソーシャルワーカー・スクールカウンセラー・教育支援センターへの

連絡（今後の相談体制の確認等） 
③ スクールソーシャルワーカー・スクールカウンセラーによる相談活動、教育支

援センターでの心のケアの実施 
 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｅ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体    ○ ◎ → 1 心理 
主な対策①    ○◎ → → 1※ － 
主な対策②    ○◎ → → 1※ － 
主な対策③    ○ ◎ → 1※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

その他 ○ 災害状況に応じた相談方法（電話・

対面）を確認しておく必要がある。 

○ 相談内容などを考慮した会場の確

保、災害状況を考慮した機材等の用意

などを、学校・園に事前に確認してお

く。 
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優先度が高い通常業務 個票【教育推進部９】         

業務名 総合相談事業（教育センター） 

担当部課名 教育推進部教育センター 

業務内容 

・いじめや不登校、集団不適応、発達障害他の心身の障害等の幼児・児童・生徒に

関する教育・生活上の悩みや問題の予防・発見・解消に向けて、子どもと保護者

及び学校・園への支援を行う。総合相談室の運営、発達支援巡回相談及びスター

ティング・ストロング・プロジェクト事業がある。 
目標レベル ・幼・保・小・中学校の再開に合わせて、児童、生徒の心のケアを行う。 

主な対策 
① 情報収集 
② 心理相談員等の各専門職への連絡（今後の相談体制の確認等） 
③ 各幼・保・小・中学校での心のケアの実施及び総合相談室での心のケアの実施 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｅ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体    ○ ◎ → 4 
心理・福祉 
・理学療法士 

主な対策①    ○◎ → → 4※ － 
主な対策②    ○◎ → → 4※ － 
主な対策③    ○ ◎ → 4※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

施設・設備、 

資機材、 

情報 

○ 災害状況に応じた相談方法（電話・

対面）を確認しておく必要がある。 

○ 相談内容などを考慮した会場の確

保、災害状況を考慮した機材等の用意

などを、事前に確認しておく。 
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優先度が高い通常業務 個票【教育推進部１０】     

業務名 学校と家庭の連携推進事業 

担当部課名 教育推進部教育センター 

業務内容 
・いじめ、不登校等の課題を解決するため、該当校へ家庭と子どもの支援員を派遣

する。 
目標レベル ・小・中学校の再開に合わせて行う。 

主な対策 
① 情報収集 
② 家庭と子どもの支援員への連絡（今後の相談体制の確認） 
③ 家庭と子どもの支援員配置校での心のケアの実施 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｅ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体    ○ ◎ → 1 心理 
主な対策①    ○◎ → → 1※ － 
主な対策②    ○◎ → → 1※ － 
主な対策③    ○ ◎ → 1※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

施設・設備、 

資機材、 

情報 

○ 災害状況に応じた支援方法（電話・

対面）を確認しておく必要がある。 

○ 支援内容などを考慮した会場の確

保、災害状況を考慮した機材等の用意

などを、事前に学校・支援員に確認し

ておく。 
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優先度が高い通常業務 個票【教育推進部１１】      

業務名 児童発達支援・放課後等デイサービス 

担当部課名 教育推進部教育センター 

業務内容 
・児童福祉法に基づき、発達に何らかの遅れや偏りのある乳幼児及び小学生を対象

に、日常生活における基本的な動作の指導や、集団適応能力向上を図るための集

団療育を行う。 
目標レベル ・幼・保・小学校の再開に合わせて行う。 

主な対策 
① 情報収集 
② 担当職員への連絡 
③ 集団療育の実施 

 

＜目標時間・必要人員＞ ○着手（準備） ◎業務開始目標 →継続  ※兼務の場合 

優先度 
Ｅ 

3時間 

以内 

（Ａ） 

24時間 

以内 

（Ｂ） 

3日 

以内 

（Ｃ） 

1週間 

以内 

（Ｄ） 

2週間 

以内 

（Ｅ） 

1か月 

以内 

（Ｆ） 

最低限の

必要人員

（人） 
職種 

業務全体    ○ ◎ → 19 
事務・保育 
福祉・心理 
・看護師 

主な対策①    ○◎ → → 19※ － 
主な対策②    ○◎ → → 19※ － 
主な対策③    ○ ◎ → 19※ － 

 

＜業務上の問題点・課題と対策＞ 

視 点 課 題 対 策 

施設・設備 ○ 施設・設備面において破損がある

等、安全な運営が実施できない場合

や、電気・ガス・水道のライフライ

ンがつながらない場合には、通園の

開始が困難になる。 

○ 施設・設備面の安全確認及び再開

に向けた対応を行う。 

また、ライフラインについて、再

開に向けた情報収集をする。 

サプライ 

チェーン 

○ 送迎バス及び給食提供事業者が、食

材やガソリン等の入手や人員の確保が

困難となり、事業を再開できない。 

○ 正確な情報収集に努め、各事業者へ

早期の再開を働きかける。 
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第４章 業務執行体制の整備 

１ 指揮命令系統の確立 
（１）指揮命令系統 

災害発生時において、災害対策本部が設置されたときは、職員は、災害対策本部組 

  織の編成により、非常時優先業務に従事する。 

（２）権限の代行 

災害時において、災害対策本部長及び災対各部長が不在となる場合を想定し、職務 

代理者及び職務代理順位を、次のとおり定める。 
 

ア 災害対策本部における本部長の職務代理者及び職務代理順位 

職 務 職務代理の対象者 
職務代理の順位 

第１順位 第２順位 

本 部 長 区長 副区長 教育委員会教育長 

※ 職務代理順位は、文京区災害対策本部条例施行規則第３条第３項の規定による。 
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イ 災対各部における部長の職務代理者及び職務代理順位 

災対各部の部長の職務を代理する者は、部長補佐となっている者で、職務代理順位 

は、通常の行政組織における組織の順位によることを原則とする。 

また、部長及び部長補佐に事故がある場合は、災対各部に所属する職員の中から下  

記に示す職にある者をもって充てることとする。 

                            （令和 3年 4月 1日現在） 

 
災対本部事務局 部長 危機管理室長 ④ 総務部職員課長

① 総務部長 ⑤ 選挙管理委員会事務局長

部長補佐 ② 総務部防災課長

③ 総務部危機管理課長

災対情報部 部長 企画政策部長 ③ 企画政策部財政課長

部長補佐 ① 企画政策部企画課長 ④ 企画政策部情報政策課長

② 企画政策部広報課長 ⑤ 企画政策部政策研究担当課長

災対総務部 部長 会計管理者 ③ 施設管理部施設管理課長

部長補佐 ① 区議会事務局長 ④ 施設管理部保全技術課長

② 総務部総務課長 ⑤ 総務部法務担当副参事

⑥ 総務部ダイバーシティ推進担当課長

災対区民部 部長 区民部長 ③ オリンピック・パラリンピック担当部長

部長補佐 ① アカデミー推進部長 ④ 区民部区民課長

② 資源環境部長 ⑤ アカデミー推進部アカデミー推進課長

⑥ 資源環境部環境政策課長

⑦ 区民部経済課長

⑧ 区民部戸籍住民課長

⑨ アカデミー推進部スポーツ振興課長　　　

⑩ 資源環境部リサイクル清掃課長

⑪ 資源環境部文京清掃事務所長

⑫ 区民部緊急経済対策担当課長

⑬ アカデミー推進部観光・都市交流担当課長

⑭ アカデミー推進部オリンピック・パラリンピック推進担当課長

避難所運営部 部長 監査事務局長 ③ 子ども家庭部子ども家庭支援センター所長

部長補佐 ① 総務部税務課長 ④ 教育推進部学務課長

② 福祉部国保年金課長 ⑤ 真砂中央図書館長

⑥ 福祉部高齢者医療担当課長

⑦ 子ども家庭部児童相談所準備担当課長

⑧ 教育推進部学校施設担当副参事

災対保育部 部長 子ども家庭部長 ② 子ども家庭部幼児保育課長

部長補佐 ① 子ども家庭部子育て支援課長 ③ 子ども家庭部子ども施設担当課長

医療救護部 部長 保健衛生部長 ④ 保健衛生部保健サービスセンター所長

部長補佐 ① 保健衛生部生活衛生課長 ⑤ 保健衛生部新型コロナウイルス感染症担当課長

② 保健衛生部健康推進課長

③ 保健衛生部予防対策課長

災対福祉部 部長 福祉部長 ② 地域包括ケア推進担当部長

部長補佐 ① 福祉部福祉政策課長 ③ 福祉部高齢福祉課長

④ 福祉部障害福祉課長

⑤ 福祉部生活福祉課長

⑥ 福祉部介護保険課長

⑦ 福祉部地域包括ケア推進担当課長

災対建築部 部長 都市計画部長 ③ 都市計画部地域整備課長

部長補佐 ① 施設管理部長 ④ 都市計画部住環境課長

② 都市計画部都市計画課長 ⑤ 都市計画部建築指導課長

⑥ 施設管理部整備技術課長

災対土木部 部長 土木部長 ② 土木部道路課長

部長補佐 ① 土木部管理課長 ③ 土木部みどり公園課長

④ 総務部契約管財課長

災対教育部 部長 教育推進部長 ② 教育推進部教育指導課長

部長補佐 ① 教育推進部教育総務課長 ③ 教育推進部児童青少年課長

④ 教育センター所長

※　数字は職務代理者の順位

災対各部 編成員
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２ 非常時優先業務に必要な人員数 
○応急業務必要人員                               （単位：人） 

災対各部 
優先度A 

3時間以内 

優先度B 

24 時間以内 

優先度C 

3日以内 

優先度D 

1 週間以内 

優先度 E 

2週間以内 

優先度Ｆ 

1 か月以内 

災対本部事務局 15 20 20 20 20 20 

災対情報部 7 23 31 37 37 37 

災対総務部 14 18 24 24 24 24 

災対区民部 9 52 69 218 210 210 

避難所運営部 184 189 188 197 192 192 

災対保育部 165 185 294 294 114 114 

医療救護部 0 47 94 101 81 81 

災対福祉部 0 72 117 117 100 115 

災対建築部（災対復旧部）  20 20 41 62 76 79 

災対土木部 31 49 49 39 39 34 

災対教育部 41 46 51 66 29 19 

合計 486 721 978 1,175 922 925 

 

○優先度の高い通常業務必要人員                        （単位：人） 

各部 
優先度A 

3時間以内 

優先度B 

24 時間以内 

優先度C 

3日以内 

優先度D 

1 週間以内 

優先度 E 

2週間以内 

優先度Ｆ 

1 か月以内 

企画政策部 11 11 24 24 24 24 

総務部 1 1 10 33 42 52 

区民部 0 8 16 22 22 22 

アカデミー推進部 0 0 0 0 0 0 

福祉部 0 1 28 59 62 62 

子ども家庭部 2 11 24 24 24 24 

保健衛生部 6 12 22 32 61 61 

都市計画部 0 0 0 2 9 9 

土木部 0 0 0 20 20 20 

資源環境部 0 27 77 113 113 113 

施設管理部 10 18 28 28 28 28 

会計管理室 0 4 4 4 4 4 

教育推進部 2 5 9 46 46 46 

監査事務局 0 0 0 0 0 0 

選挙管理委員会事務局 0 0 0 0 0 0 

区議会事務局 0 0 0 0 0 0 

合計 32 98 242 407 455 465 

３ 業務対応可能人員 
（１）災害対策本部（勤務時間内） 

地域防災計画の中で、区内で震度５弱以上の地震が発生した場合又は発生するおそ 

れがある場合は、災害対策本部の設置を定めている。 

      勤務時間内は、速やかに災害対策本部を設置し、非常時優先業務に従事する人員を 

確保することが可能であるが、災対各部の対応可能人員の偏り、勤務ローテーション 

を組むための人員確保や、建築士や保健師等の有資格者が対応する業務における人員 

不足等の課題がある。 
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勤務時間における対応可能人員と非常時優先業務に必要な人員（災対部別） 

（単位：人 令和 2年 1月 1日現在） 

 
優先度A 優先度B 優先度C 優先度D 優先度E 優先度F

3時間以内 24時間以内 3日以内 1週間以内 2週間以内 1か月以内

対応可能人員

（応急業務） 15 20 20 20 20 20

（通常業務） 1 1 1 3 3 3

業務必要人員 16 21 21 23 23 23

対応可能人員

（応急業務） 7 23 31 37 37 37

（通常業務） 11 11 24 24 24 24

業務必要人員 18 34 55 61 61 61

対応可能人員

（応急業務） 14 18 24 24 24 24

（通常業務） 10 22 27 36 36 46

業務必要人員 24 40 51 60 60 70

対応可能人員

（応急業務） 9 52 69 218 210 210

（通常業務） 0 35 93 135 135 135

業務必要人員 9 87 162 353 345 345

対応可能人員

（応急業務） 184 189 188 197 192 192

（通常業務） 0 3 7 48 60 60

業務必要人員 184 192 195 245 252 252

対応可能人員

（応急業務） 165 185 294 294 114 114

（通常業務） 2 11 22 22 22 22

業務必要人員 167 196 316 316 136 136

対応可能人員

（応急業務） 0 47 94 101 81 81

（通常業務） 6 12 22 32 61 61

業務必要人員 6 59 116 133 142 142

対応可能人員

（応急業務） 0 72 117 117 100 115

（通常業務） 0 1 28 36 36 36

業務必要人員 0 73 145 153 136 151

対応可能人員

（応急業務） 20 20 41 62 76 79

（通常業務） 0 0 10 12 19 19

業務必要人員 20 20 51 74 95 98

対応可能人員

（応急業務） 31 49 49 39 39 34

（通常業務） 0 0 2 28 28 28

業務必要人員 31 49 51 67 67 62

対応可能人員

（応急業務） 41 46 51 66 29 19

（通常業務） 2 2 6 31 31 31

業務必要人員 43 48 57 97 60 50

対応可能人員

（応急業務） 486 721 978 1,175 922 925

（通常業務） 32 98 242 407 455 465

業務必要人員 518 819 1,220 1,582 1,377 1,390

※　総務部総務課及び職員課の優先度の高い通常業務は、災対総務部として集計した。

※　災対保育部の参集可能人員は、保育園の職員数を含む。

合計

1,520

災対建築部
（災対復旧部）

78

災対土木部

110

災対教育部

57

災対保育部

388

医療救護部

106

災対福祉部

141

災対総務部

39

災対区民部

299

避難所運営部

173

災対情報部

54

業務開始目標時間・参集時間

災対本部
事務局

75
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（２）臨時災害対策本部（平日夜間・休日等）  

文京区の執務時間に関する規則（平成元年４月文京区規則第 23号）に規定する執

務時間外（①平日夜間、②日曜日、③土曜日、④国民の祝日に関する法律（昭和 23

年法律第 178号）に規定する休日、⑤12月 29日から翌年の１月３日までの日。以下

「平日夜間・休日等」という。）に発災した場合、初期における事態に敏速に対処す

るため、初動態勢の組織として、本部班・救護班・地域活動センター班及び避難所開

設班から成る臨時災害対策本部を設置することとしている。 

臨時災害対策本部の編成員は、本庁舎及び地域活動センターから直線で５㎞以内の 

  区域に居住する職員としており、参集場所まで徒歩で５時間以内に到着することが可 

能な職員等を指名している。 

臨時災害対策本部（平日夜間・休日等における対応）参集可能人員と参集時間ごと 

  の対応業務を 268頁の表で示す。 

 

（３）臨時災害対策本部から災害対策本部への移行 

臨時災害対策本部は、平日夜間・休日等における初期の事態に対応する組織である 

  ため、時間の経過とともに、対応可能人員が一定確保された後は、災害対策本部へ移 

  行することになる。 

地震発生時には、臨時災害対策本部編成員だけでなく、災害対策本部編成員も同時 

に自宅から参集場所へ出発することになるため、災害対応に当たる職員の参集状況を 

269頁に示す。 

なお、臨時災害対策本部から災害対策本部への移行は、災害対策本部編成員の参集 

  状況を踏まえ、災害対策本部において決定する。 
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臨時災害対策本部（平日夜間・休日等における対応）参集可能人員及び対応業務 

各班 

参集可能人員 優先度A 3時間以内 優先度 B 24時間以内 

参考※ 3時間以内 

（4.0 ㎞以内） 

4 時間以内 

（6.0 ㎞以内） 

5 時間以内 

（8.0 ㎞以内） 
必要人員 応急業務 必要人員 応急業務 

本部班 28人 32人 35人 40人 

●本部の庶務及び統括（10人） 

●災害情報の分析及び対策立案（2人） 

●東京都災害対策本部及び関係機関との連絡（1 人） 

●応援要請業務（2人） 

●情報の収集及び整理（6人） 

●防災行政無線の管理及び統制（1 人） 

●職員の配置及び支援（4 人） 

●支援職員等の受入れ（2人） 

●所管施設の災害対策及び復旧等（5 人） 

●区議会への対応（3人） 

●避難所の運営管理に関する連絡及び調整（2人） 

●学校及び幼稚園等との連絡及び調整（2人） 

70人 

●本部の庶務及び統括（10人） 

●災害情報の分析及び対策立案（4 人） 

●本部の指示及び要請の発議（2人） 

●東京都災害対策本部及び関係機関との連絡（2人） 

●応援要請業務（2人） 

●情報の収集及び整理（6人） 

●防災行政無線の管理及び統制（2人） 

●本部の指示、要請及び情報の伝達（9 人） 

●広報活動（5 人） 

●災害資料の収集及び記録（1 人） 

●職員の配置及び支援（7人） 

●支援職員等の受入れ（2人） 

●所管施設の災害対策及び復旧等（5 人） 

●現金及び物品の出納及び保管（1 人） 

●区議会への対応（3人） 

●避難所の運営管理に関する連絡及び調整（2人） 

●学校及び幼稚園等との連絡及び調整（2人） 

●所管施設の災害対策及び復旧等（5 人） 

災対本部事務局 

災対情報部 

災対総務部 

災対教育部 

救護班 5 人 8人 12人 17人 

●倒壊家屋等からの救出及び救護活動（5 人） 

●障害物の除去（10人） 

●備蓄物資、救援物資、食糧及び資材の輸送（2人） 

67人 

●医療、助産及び応急救護（17人） 

●医療資器材、医薬品等の調達、保管及び輸送（5 人） 

●被災者のメンタルヘルスケア（10人） 

●防疫及び衛生監視（10人） 

●遺体の身元確認（5 人） 

●倒壊家屋等からの救出及び救護活動（5 人） 

●障害物の除去（10人） 

●備蓄物資、救援物資、食糧及び資材の輸送（5 人） 

医療救護部 

災対土木部 

地域活動 

センター班 
40人 58人 70人 9 人 

●地域における情報収集、救出及び救護活動（9 人） 

52人 

●地域における情報収集、救出及び救護活動（9 人） 

●帰宅困難者の支援（8人） 

●一般ボランティアの受入れ、総合調整及び活動支援（1 人） 

●救援物資及び食糧の受入れ、保管及び配分（15 人） 

●各種民間団体等との連絡及び調整（各対策に計上） 

●環境モニタリング（4 人） 

●災害廃棄物、し尿等の処理（10人） 

●所管施設の災害対策及び被害調査（5 人） 

災対区民部 

避難所開設班 200人 253人 271人 184 人 

●避難所の開設及び運営管理（164人） 

●妊産婦・乳児救護所の開設及び運営管理（20人） 

 201人 

●避難所の開設及び運営管理（164人） 

●妊産婦・乳児救護所の開設及び運営管理（20人） 

●児童施設の災害対策及び復旧等（10人） 

●学校教育施設の災害対策及び復旧等（5 人） 

●区立図書館の災害対策及び復旧等（2人） 

避難所運営部 

合計 273人 351人 388人 250人  390人  
 

 

〈参集可能人員の参集条件〉 
① 出発までのリードタイム（家族の安否を確認するとともに、飲料水等の携帯品を用意する等の自宅を出発するまでの所要時間をいう。）を１時間と見込む。 
② 発災１時間（リードタイム）後から、時速２kmの徒歩で参集する。 

※ 災対保育部の応急業務は、勤務時間外のため、該当しない。 
※ 参考欄は、災害対策本部が編成された場合に担う部署名で 
ある。 
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平日夜間・休日等における参集可能人員と非常時優先業務に必要な人員（災対部別） 

（単位：人 令和 2年 1月 1日現在） 

優先度B 優先度B 優先度C 優先度D 優先度E 優先度F

6時間以内 24時間以内 3日以内 1週間以内 2週間以内 1か月以内

参集可能人員 26 57 65 68

（応急業務） 20 20 20 20 20 20

（通常業務） 1 1 1 3 3 3

業務必要人員 21 21 21 23 23 23

参集可能人員 18 40 47 49

（応急業務） 23 23 31 37 37 37

（通常業務） 11 11 24 24 24 24

業務必要人員 34 34 55 61 61 61

参集可能人員 14 27 34 35

（応急業務） 18 18 24 24 24 24

（通常業務） 22 22 27 36 36 46

業務必要人員 40 40 51 60 60 70

参集可能人員 83 219 259 269

（応急業務） 52 52 69 218 210 210

（通常業務） 35 35 93 135 135 135

業務必要人員 87 87 162 353 345 345

参集可能人員 59 127 150 156

（応急業務） 189 189 188 197 192 192

（通常業務） 3 3 7 48 60 60

業務必要人員 192 192 195 245 252 252

参集可能人員 173 290 337 349

（応急業務） 185 185 294 294 114 114

（通常業務） 11 11 22 22 22 22

業務必要人員 196 196 316 316 136 136

参集可能人員 37 79 92 95

（応急業務） 47 47 94 101 81 81

（通常業務） 12 12 22 32 61 61

業務必要人員 59 59 116 133 142 142

参集可能人員 50 105 122 127

（応急業務） 72 72 117 117 100 115

（通常業務） 1 1 28 36 36 36

業務必要人員 73 73 145 153 136 151

参集可能人員 26 58 68 70

（応急業務） 20 20 41 62 76 79

（通常業務） 0 0 10 12 19 19

業務必要人員 20 20 51 74 95 98

参集可能人員 33 80 95 99

（応急業務） 49 49 49 39 39 34

（通常業務） 0 0 2 28 28 28

業務必要人員 49 49 51 67 67 62

参集可能人員 19 41 49 51

（応急業務） 46 46 51 66 29 19

（通常業務） 2 2 6 31 31 31

業務必要人員 48 48 57 97 60 50

参集可能人員 538 1,124 1,319 1,368

（応急業務） 721 721 978 1,175 922 925

（通常業務） 98 98 242 407 455 465

業務必要人員 819 819 1,220 1,582 1,377 1,390

※　総務部総務課及び職員課の優先度の高い通常業務は、災対総務部として集計した。

※　災対保育部の参集可能人員は、保育園の職員数を含む。

※　小数点以下四捨五入により合計が合わないことがある。

合計

1,490

災対建築部
（災対復旧部）

76

災対土木部

108

災対教育部

56

災対保育部

380

医療救護部

104

災対福祉部

138

災対総務部

38

災対区民部

293

避難所運営部

170

業務開始目標時間・参集時間

災対本部
事務局

74

災対情報部

53
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平日夜間・休日等の職員の参集状況を確認するため、全職員を対象として、自宅から 

参集場所まで徒歩で参集した場合の所要時間について調査を行った上で、「震災による 

交通事情の悪化や家族の安否確認等により、通常時間より時間が必要となる」などの 

参集条件を踏まえて、参集可能人員を算出した。 

 

  

参集条件を踏まえた参集可能人員 （平日夜間・休日等） 
                                 （令和2年 1 月 1日現在） 

参集時間 ～３時間 ～24時間 ～３日 ～１週間 １週間以降 その他 

a 参集対象人員 

（①②の予測） 

382人 1,486人 1,520人 1,520人 1,520人 109人 

25.1％ 97.8％ 100％ 100％ 100％ － 

b 参集可能人員 

（a-c-d-e） 

275人 1,124人 1,319人 1,368人 1,490人 － 

18.1％ 74.0％ 86.8％ 90.0％ 98.0％ － 

c 参集不可能人員 

（③の予測） 
－ － － － 30人 － 

d 参集不可能人員 

（④の予測） 
38人 149人 152人 152人 － － 

e 参集困難人員 

（⑤の予測） 
69人 212人 49人 － － － 

※ 「その他」は、妊娠出産休暇、育児休業、介護休暇、病気休暇等により参集できない職員 

 

〈参集条件〉 

① 出発までのリードタイム（家族の安否を確認するとともに、飲料水等の携帯品を

用意する等の自宅を出発するまでの所要時間をいう。）を１時間と見込む。 

② 発災１時間（リードタイム）後から、時速２kmの徒歩で参集する。 

③ 本人の死亡・重傷等により、参集不可能な職員を２％とする。（１週間以降） 

④ 各時間帯における参集対象者の10％を、家族の死亡や負傷、同居する家族の介護

や見守り等のため参集不可能とする。（１週間以内） 

⑤ 発災直後の負傷や混乱等により、参集不可能者及び参集済みを除いた各時間帯に

おける参集対象者の20％を参集困難とする。（３日以内） 

 

 

〈 269頁 参集可能人員の算出の考え方〉 
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４ 持続可能な業務執行体制 
長期にわたる災害対応を安定的に行うため、職員の勤務シフトや心身の健康維持の 

ために必要な環境を整備し、持続可能な業務執行体制を構築する。 

（１）災害対策に従事する職員の確保 

災対各部の参集可能人員は、職員の人事異動により、所属する災対本部や参集先が

変更となる等、年度ごとに変化する。 

また、被災直後の参集可能人員については、職員の被災等の状況により、災対各部

にばらつきが生じることになる。 

そのため、災害対策に従事する職員の確保については、業務の実施時期における職

員数と災害の状況などを考慮の上、災対本部事務局部長が職員の割当てを発議し、本

部長室において本部長が決定する。 

（２）災害対策用勤務シフトの整備 

発災直後の混乱の中にあっても、できる限り早期に災害対策用の勤務シフトを組む 

ことが持続可能な業務執行体制をとる上で重要である。 

災害対策用勤務シフトの整備に当たっては、休憩時間や業務引継時間を設けること 

に注意するとともに、日中と夜間に従事する職員数の差を設けるなどの柔軟な運用に 

ついても考慮する。 

また、他自治体から十分な応援職員が確保できる場合や帰宅可能な状況となった場 

合には、休日が取れる体制に移行するなど、勤務シフトや従事する時間等を適宜変更

する必要がある。 

 

ア【２交代の勤務ローテーション例（12時間 30分）】 

8:30 9:00                            20:30 21:00           24:00                    8:30 

昼型 
 

8:30～21:00  

夜型   
 

20:30～24:00 
 

0:00～9:00 

 

イ【３交代の勤務ローテーション例（16時間 30分）】 

0:00 0:30           8:00  8:30            16:00 16:30                 24:00 

Ａ型 
 

0:00～16:30  

Ｂ型 
 

～8:30  16:00～ 

Ｃ型   
 

8:00～0:30 

※ 「熊本地震を踏まえた災害対策の充実・強化に向けた検討」の中で、文京シビックセンターに 

勤務する災害対策本部職員は、３交代の勤務ローテーションを例示し、避難所開設班及び地域活

動センター班職員は、２交代の勤務ローテーションを例示している。 
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（例）２交代の勤務ローテーションを活用した勤務シフト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夜勤明け休日ありの24時間勤務シフト（昼２人・夜１人の職員配置⇒職員５人で対応）

A1 A2 A3 A4 A5
1日 月 N 休 Y2 Y1 N 昼２・夜１

2日 火 N N 休 Y2 Y1 昼２・夜１

3日 水 Y1 N N 休 Y2 昼２・夜１

4日 木 Y2 Y1 N N 休 昼２・夜１

5日 金 休 Y2 Y1 N N 昼２・夜１

6日 土 N 休 Y2 Y1 N 昼２・夜１

7日 日 N N 休 Y2 Y1 昼２・夜１

8日 月 Y1 N N 休 Y2 昼２・夜１

9日 火 Y2 Y1 N N 休 昼２・夜１

10日 水 休 Y2 Y1 N N 昼２・夜１

11日 木 N 休 Y2 Y1 N 昼２・夜１

12日 金 N N 休 Y2 Y1 昼２・夜１

13日 土 Y1 N N 休 Y2 昼２・夜１

14日 日 Y2 Y1 N N 休 昼２・夜１

夜勤明け休日なしの24時間勤務シフト（昼２人・夜１人の職員配置⇒職員４人で対応）

B1 B2 B3 B4
1日 月 N Y2 Y1 N 昼２・夜１

2日 火 N（休） N Y2 Y1 昼２・夜１

3日 水 Y1 N（休） N Y2 昼２・夜１

4日 木 Y2 Y1 N（休） N 昼２・夜１

5日 金 N Y2 Y1 N（休） 昼２・夜１

6日 土 N N Y2 Y1 昼２・夜１

7日 日 Y1 N N Y2 昼２・夜１

8日 月 Y2 Y1 N N 昼２・夜１

9日 火 N（休） Y2 Y1 N 昼２・夜１

10日 水 N N（休） Y2 Y1 昼２・夜１

11日 木 Y1 N N（休） Y2 昼２・夜１

12日 金 Y2 Y1 N N（休） 昼２・夜１

13日 土 N Y2 Y1 N 昼２・夜１

14日 日 N N Y2 Y1 昼２・夜１

N： 8時30分から21時まで
Y1: 20時30分から24時まで
Y2: 0時から9時まで
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（３）職員の活動支援 

ア 発災期等の帰宅ルールについて 

発災期等の帰宅ルールについては、以下の点を考慮し、災害対策本部において決定 

することとする。 

  〈考慮する項目〉 

   ・本人の健康状態 

・家族に子ども、高齢者、障害者等がいる職員の取扱い 

・一度に帰宅できる人数の制限 

・帰宅途中の二次災害の可能性 
 

イ 休憩時間の取得ルールについて 

対応する職員が不足し、休日を考慮したローテーションを組むことが困難な場合で 

あっても、可能な限り交代で休憩が取れるよう、災対各部の部長等は配慮するととも 

に、職員においても適宜休憩を取るよう意識するものとする。 
 

ウ 職員の就寝スペース等の確保 

（ア）就寝スペース 

初動期における職員の就寝スペースについては、各職場や自身のデスク回り等を 

   基本とする。中期以降については、職員休憩室や会議室等の利用を検討する。 

（イ）寝具等の確保 

災害対策本部編成員及び臨時災害対策本部編成員の就寝環境の向上を図るため、 

非常用防災ブランケットに加えて、寝袋を配備する。 

（４）職員の相談体制の整備 

ア 相談体制の整備に必要な人材及び施設 

臨床心理士、保健師等については、区職員にも有資格者は在籍するが、非常時優先 

業務への対応を優先する必要があることから、都に職員の派遣を要請することなどに 

より、人材を確保する。 

また、相談室については、職員保健室を活用するなど、プライバシーが確保できる 

場所を用意する。 
 

イ 職員のメンタルヘルスケア 

熊本地震の際に熊本県が実施したセルフケアを促すリーフレットの配付やヘルス 

チェック等の取組を参考にして、実施について検討する。
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第５章 業務の執行環境 

１ 代替施設等の特定 
（１）現状 

「文京区が所有する公共建築物の耐震化整備プログラム（平成 28年 11月更新）」

により、「防災上重要な公共建築物」及び「その他防災上重要な公共建築物」は、平

成 27年度末に耐震化率 100％となっている。 

 

災害対策本部が設置される文京シビックセンターの執行環境の現状は、次のとおり 

である。 

設 備 現  状 

耐震化 

○ 平成６年竣工（庁舎棟）、平成 11 年竣工（ホール棟）、耐震性は確保されている。 

〇 非構造部材等（特定天井、受水槽、受変電設備等）の耐震化を進めている。 

   （文京シビックセンター改修基本計画（平成29年３月策定）） 

電 力 

○ 停電時の電力供給は、非常用発電機により供給する。（７日間） 

○ 停電時の電力は、全館空調機以外の機器への供給が可能である。 

   ※ この記載は、現在工事を進めている３階屋上部分の非常用発電機設備工事及び 

各階配分工事が終了する予定の令和３年６月以降の状況である（以下の文京シビッ 

クセンターの非常用発電機に関する記載については同様である。）。 

水 道 

○ 断水時の飲料用上水は、受水槽150ｔ、低層用高架水槽４ｔ、高層用高架水槽20ｔの 

保有水量（平常時１日分）までの供給となる。 

○ 同様に、トイレ用中水は、受水槽100ｔ、低層用高架水槽６ｔ、高層用高架水槽20ｔで 

あり、保有水量（平常時１日分）まで使用できる。 

○ 停電時には、非常用発電機により、上水、排水等の設備へ電力供給する（７日間）。 

空調・換気 
○ 停電時には、非常用発電機により、マシン室内専用パッケージエアコンが電力供給 

可能期間（７日間）まで使用可能となる。その他は、空調、換気とも運転できない。 

エレベーター 

○ 災害発生時、最寄階に停止して扉が開く。籠内に地震・停電のアナウンスが流れる。 

○ 停電時には、非常用発電機の作動後に、低層及び高層階用の各１台と非常用（管理 

用）エレベーターが運転可能（７日間） 
 

（２）代替施設等の特定 

不測の事態によって、防災センター（文京シビックセンター15階）が一時的に使用 

できない場合は、文京シビックセンター５階を災害対策本部機能の代替・補完場所と 

する。 

また、文京シビックセンターが一時的に使用できない場合は、災害対策本部の運営 

を継続するため、文京スポーツセンターを代替施設として使用する。 

 なお、これらの場所には、必要な機材及び設備等を整備し、適宜、見直し、点検等 

を行う。 
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２ 電気、水、食料等の確保 
（１）電気 

ア 現状 

東京湾北部地震による被害想定では、区内の停電率は 30.2％、復旧までの日数は最 

大１週間とされており、電力が停止した場合、各業務システムの使用不能による業務 

効率の低下、電話・インターネット等の通信不通、受水槽からの送水不能による飲料 

水の不足やトイレの使用停止等が想定される。 
 
イ 対策 

 非常用電源については、備蓄スペースの確保及び燃料の維持管理体制を整えた上 

で、小型発電機や備蓄燃料の適切な配備に努める。また、燃料を増量する際には消防 

法令上の規制を遵守するとともに、持続的な燃料の供給は、「災害時における石油類 

の供給に関する協定」の締結団体の協力により対応する。 

なお、避難所等に指定されている施設の大規模改修工事に合わせて、非常用電源が 

設置可能なスペースが確保できる場合は、導入を進める。 

（２）水、食料等 

ア 現状 

災害応急対策業務に従事する職員に対し、一日分の食料や簡易寝袋を配付している 

が、発災時には、上水道の供給が停止し、食料の入手が困難となる中でも、職員が長 

時間の勤務に当たる場合があるため、職員用の食料等の備蓄を増量する必要がある。 
 

イ 対策 

  災害応急対策業務に従事する職員の食料については、一日分の配付のほか、一定量

の備蓄に努める。 

また、①勤務時間外の参集に当たっては、職員自らが水、食料等を持参すること、 

  ②平常時から自宅でも職員自身が備蓄を行うことについて周知する。 

（３）トイレ 

ア 現状 

新築する施設等については、上水道の断水時に備えて、マンホール直結型トイレの 

整備や簡易トイレの備蓄を進めている。既存施設については、断水時や停電時に利用 

可能なトイレもあるが、下水道管の破損等により使用できなくなった場合は、代替ト 

イレが必要となる。 
 
イ 対策 

職員がトイレを使用できない状態が継続した場合、職員の健康を損ね、業務の遂行 

  に影響が及ぶため、職員用簡易トイレの備蓄を進めるとともに、職員自身が備蓄する 

防災用品の一つとすることを促していく。 
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３ 多様な通信手段の確保 
（１）現状 

文京シビックセンターにおける災害時の主な情報通信回線は、次のとおりである。 

○構内交換設備経由の内線電話 

 停電時には、非常用発電機により、電力供給停止（７日間）まで使用可能となる。

（通信が不通でない場合に限る。） 

○アナログ直通電話 

 災害時における通信の輻輳制御を受ける場合は、防災センター等に設置している災

害時優先電話を活用することとしている。 

○防災行政無線電話 

 停電時、バックアップ電源の能力時間内は使用可能である。 

 

また、避難施設における通信手段については、災害時優先電話等を配備し、複数の 

通信手段があるが、固定電話以外の通信手段が配備されていない施設もある。 

（２）対策 

代替通信手段である移動型防災行政無線等の通信機器について、メンテナンスや操

作方法を習熟するための訓練を実施する。 

また、災害情報システム等の活用を検討し、多様な通信手段の確保に努める。 

 

４ 重要な行政データのバックアップ 
（１）現状 

庁内 LAN及び内部情報システム（職員ポータル、ファイルサーバ、LGWAN等）は、

災害情報システム及び戸籍システム等の各業務システムを支える重要なインフラであ

り、復旧は最優先されるべき業務の一つである。 

特に、庁内 LANは、災害情報システムと事務用パソコンを接続し、災害情報等を入 

  力可能とするものであり、インターネット接続、メールの送受信及びファイル共有に

ついても、情報発信・共有に欠かせないものとなっており、災害発生時の業務遂行に

不可欠なシステムである。 

災害時の情報システムの状況として、本庁舎内のマシン室におけるサーバ設置状

況、システムバックアップ及び各課固有システムの状況について確認を行った。 

ア 本庁舎内のマシン室の設置環境 

本庁舎内のマシン室は、庁内 LANの通信機器、内部情報システム、住民情報系シス

テム及び各課固有システムを搭載する共通基盤のサーバ機器がアンカーボルトにより

固定されており、想定震度には対応できる耐震性を有する。 

また、停電が発生した場合は、非常用電源（発電機）により、空調機、ネットワー 

ク及びサーバ等システム運用に係る機器への電源は確保されており、発電機の給電可 

ふくそう 
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能時間は運用可能となっている。 

イ 主要システム及びデータのバックアップ 

本庁舎内のマシン室内のサーバ機器は、冗長構成等による二重化がなされるととも

に、クラウドサービスを用いたバックアップサイトに接続し、証明書発行サービスや

バックアップに保存したファイルサーバの運用が可能となるなど、システム運用継続

の確保を図っている。 

また、重要な行政情報が消失しないように、システム情報及び各種データのバック 

アップも日次行い、データの保全を図っている。システム停止の場合も最短の復旧を 

目指し、区民への影響を最小限にとどめられるよう、災害時に故障した場合は、保守 

事業者に優先的な支援を実施できるように体制を構築している。 

（２）対策 

庁内 LAN及び内部情報システムは、各種の対策が行われているが、いかなる災害が 

発生しても、転倒・転落を防ぎ、電力が安定的に供給され、重要データを保全できる 

よう万全の対策を引き続き講じる必要がある。 

各課で管理しているシステムについても、通常業務で使用しているシステムが起動 

しないおそれや、文章や図面等のデータが失われると非常時優先業務の着手が遅れる

可能性が高くなるため、各課において環境の整備やデータ保全の対策を引き続き講じ

る必要がある。 

また、万が一に備え、情報システムに頼らずに業務に当たるという方法もある。非  

常時優先業務については、情報システムが停止していても事業を継続する方法を事前 

に検討しておく必要がある。 

なお、停電が発生した場合は、非常用電源（発電機）により、各フロアのネットワ 

ーク機器にも給電されるが、端末機や事務用パソコンへの給電(※)は、限られたコン

セントのみが給電対象となっているため、所管課ごとに確認して必要最小限の運用を

行うこととなる。 

（※）現在工事を進めている文京シビックセンター３階屋上部分の非常用発電機設備

工事及び各階配分工事が終了した場合は、全てのコンセントに給電される。
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第６章 計画の推進 

１ 個別計画の整備 
事業継続計画において、非常時優先業務を的確に遂行するために個別の業務ごとに

課題と対策をまとめたが、更に詳細な個別計画が必要な業務については、各部課にお

いて整備を進める。 

２ 訓練の実施 
職員全員が非常時優先業務の重要性や職員一人一人の業務継続における各自の役割

等を理解し、役割を確実に果たせるよう、教育・訓練を実施することが重要である。 

そのため、毎年度実施している危機管理対応(防災)訓練において事業継続計画や災

害時受援応援計画の視点を取り入れ、実施する。また、危機管理対応訓練に合わせて

初動期の対応をまとめた To Doリストを確認することにより、職員の対応能力の向上

を図る。 

３ 計画の点検・見直し 
地域防災計画の修正や組織改正が行われた場合は、計画の見直しを行う。 

また、訓練実施の中で課題が抽出された場合や、大規模地震による災害対応を行っ

た自治体の検証を踏まえ、必要に応じて計画に反映させる。 

 

４ 計画の持続的改善 
計画の策定（PLAN）、計画に沿った業務の実施（DO）、点検・検証（CHECK）、計画の

見直し（ACTION）というサイクルを通じて、事業継続計画の持続的改善を図り、事業

継続計画を管理・運用する事業継続マネジメント（BCM）を推進していく。 

 

＜ 事業継続計画の持続的改善のイメージ ＞ 

 

 

 

 

 

 
 

 

（注）BCMとは、「Business Continuity Management」の略をいう。 

ＰＬＡＮ 

計画の策定 

ＤＯ 

業務の実施 

 

ＣＨＥＣＫ 

点検・検証 

ＡＣＴＩＯＮ 

計画の見直し 
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資料 
文京区事業継続計画検討委員会設置要綱 

 

24文総危第 56号平成 24年７月 18日区長決定 

25文総危第 53号平成 25年６月 19日区長決定 

28文総危第 20号平成 28年４月 28日総務部長決定 

30文総危第 135号平成 30年 10月 11日総務部長決定 

 

（設置） 

第１条 文京区における事業継続計画（以下「計画」という。）について検討し、必要な

修正を行うため、文京区事業継続計画検討委員会（以下「委員会」という。）を設置す

る。 

（所掌事項） 

第２条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 

⑴ 計画の見直し及び課題の検討に関すること。 

⑵ 災害等の緊急事態が発生した際に区の通常業務の中で継続実施すべき業務（以下

「非常時優先業務」という。）の見直し及び選定に関すること。 

⑶ 全庁的な応急対策業務及び復旧業務並びに非常時優先業務に関して必要な事項 

⑷ その他委員会が必要があると認めた事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。 

２ 委員長は、危機管理室長の職にある者とし、委員会を統括する。 

３ 副委員長は、企画政策部長及び総務部長の職にある者とし、委員長を補佐し、委員長 

に事故があるときは、その職務を代理する。 

４ 委員は、別表第１に掲げる職にある者をもって充てる。 

（委員会の運営） 

第４条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。 

２ 委員長は、必要があると認めたときは、事案に関係のある者を委員会に出席させ、意 

見を聴き、又は説明を求めることができる。 

（検討部会） 

第５条 計画の具体的な見直し作業に係る検討を行うため、委員会に検討部会を置く。 

２ 検討部会は、部会長及び部会員をもって構成する。 

３ 部会長は、総務部危機管理課長の職にある者とし、検討部会を統括する。 

４ 部会員は、別表第２に掲げる職にある者をもって充てる。 

５ 検討部会は、部会長が必要に応じて招集する。 

６ 部会長は、必要があると認めたときは、事案に関係のある者を検討部会に出席させ、 

意見を聴き、又は説明を求めることができる。 

７ 部会長は、必要があると認めたときは、作業部会を置くことができる。 

８ 作業部会について必要な事項は、部会長が定める。 
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（庶務） 

第６条 委員会及び検討部会の庶務は、総務部危機管理課において処理する。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定め 

る。 

 

   付 則 

 この要綱は、平成 24年７月 19日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、平成 25年６月 19日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、決定の日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、決定の日から施行する。 
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別表第１（第３条関係） 
文京区事業継続計画検討委員会 
委員長   危機管理室長 
副委員長  企画政策部長 
      総務部長 
委 員   区民部長 
      アカデミー推進部長 
      福祉部長 
      子ども家庭部長 
      保健衛生部長 
      都市計画部長 
      土木部長 
      資源環境部長 
      施設管理部長 
      会計管理者 
      教育推進部長 
      監査事務局長 
      区議会事務局長 

 
別表第２（第５条関係） 
検討部会 
部会長   総務部危機管理課長 
部 員   企画政策部企画課長 
      企画政策部財政課長 
      企画政策部情報政策課長 
      総務部総務課長 
      総務部職員課長 
      総務部防災課長 
      区民部区民課長 
      アカデミー推進部アカデミー推進課長 
      福祉部福祉政策課長 
      子ども家庭部子育て支援課長 
      保健衛生部生活衛生課長 
      保健衛生部予防対策課長 
      都市計画部都市計画課長 
      土木部管理課長 
      資源環境部環境政策課長 
      施設管理部施設管理課長 

施設管理部保全技術課長 
施設管理部整備技術課長 

      会計管理室長 
      教育推進部教育総務課長 
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【参考】応急業務個票索引 
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応援要請業務 …………………………………………………………………………………  84 
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情報の収集及び整理 …………………………………………………………………………  85 
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職員の配置及び支援 …………………………………………………………………………  93 
支援職員等の受入れ …………………………………………………………………………  94 
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現金及び物品の出納及び保管 ………………………………………………………………  96 
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区議会への対応 ………………………………………………………………………………  98 

 
≪災対区民部≫ 
地域における情報収集、救出及び救護活動 ………………………………………………  99 
帰宅困難者の支援 …………………………………………………………………………… 100 

 一般ボランティアの受入れ、総合調整及び活動支援 …………………………………… 101 
救援物資及び食糧の受入れ、保管及び配分 ……………………………………………… 102 
各種民間団体等との連絡及び調整 ………………………………………………………… 103 
被災工場の実態調査及び公害防除 ………………………………………………………… 104 
環境モニタリング …………………………………………………………………………… 105 
災害廃棄物、し尿等の処理 ………………………………………………………………… 106 
遺体埋葬・火葬許可書の発行 ……………………………………………………………… 109 
所管施設の災害対策及び被害調査 ………………………………………………………… 110 
住家被害認定調査 …………………………………………………………………………… 111 
り災証明書の発行 …………………………………………………………………………… 112 
義援金品等の支給 …………………………………………………………………………… 113 
融資等の支援対策 …………………………………………………………………………… 114 

 
≪避難所運営部≫ 
避難所の開設及び運営管理 ………………………………………………………………… 115 
妊産婦・乳児救護所の開設及び運営管理 ………………………………………………… 116 
児童施設の災害対策及び復旧等 …………………………………………………………… 117 
学校教育施設の災害対策及び復旧等 ……………………………………………………… 118 
区立図書館の災害対策及び復旧等 ………………………………………………………… 119 
被災した児童及び生徒への学用品等の支給 ……………………………………………… 120 
国民健康保険料の減免又は徴収猶予 ……………………………………………………… 121 
国民年金保険料の免除 ……………………………………………………………………… 122 
区税等の徴収猶予又は減額若しくは免除 ………………………………………………… 123 
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≪災対保育部≫ 
保育所等の災害対策及び復旧等 …………………………………………………………… 124 
園児の避難対策 ……………………………………………………………………………… 125 
被災した園児等の救援 ……………………………………………………………………… 126 
保育再開準備 ………………………………………………………………………………… 127 

 
≪医療救護部≫ 
医療、助産及び応急救護 …………………………………………………………………… 128 
医療資器材、医薬品等の調達、保管及び輸送 …………………………………………… 129 
被災者の健康管理 …………………………………………………………………………… 130 
被災者のメンタルヘルスケア ……………………………………………………………… 131 
防疫及び衛生監視 …………………………………………………………………………… 132 
所管施設の災害対策及び復旧等 …………………………………………………………… 133 
動物救護活動 ………………………………………………………………………………… 134 
遺体の身元確認 ……………………………………………………………………………… 135 

 
≪災対福祉部≫ 
要配慮者の安全対策及び支援 ……………………………………………………………… 136 
福祉避難所の運営管理 ……………………………………………………………………… 137 
避難所外の在宅要配慮者の支援 …………………………………………………………… 138 
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義援金品等の配付 …………………………………………………………………………… 141 
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≪災対建築部（災対復旧部）≫ 
区有施設の危険度判定及び応急修理 ……………………………………………………… 144 
建築物及び宅地の危険度判定 ……………………………………………………………… 145 
応急仮設住宅の建設及び管理 ……………………………………………………………… 146 
崖及び擁壁の応急対策（区有） …………………………………………………………… 147 
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倒壊家屋等からの救出及び救護活動 ……………………………………………………… 152 
水防に関する業務 …………………………………………………………………………… 153 
障害物の除去 ………………………………………………………………………………… 154 
道路、橋梁等の災害対策及び復旧等 ……………………………………………………… 155 
公園等の災害対策及び復旧等 ……………………………………………………………… 156 
飲料水の配送 ………………………………………………………………………………… 157 
備蓄物資、救援物資、食糧及び資材の輸送 ……………………………………………… 158 

 
≪災対教育部≫ 
避難所の運営管理に関する連絡及び調整 ………………………………………………… 159 
園児等の避難計画 …………………………………………………………………………… 160 
学校及び幼稚園等との連絡及び調整 ……………………………………………………… 161 
教育活動の再開 ……………………………………………………………………………… 162 
所管施設の災害対策及び復旧等 …………………………………………………………… 163 
文化財の災害対策及び被害調査 …………………………………………………………… 164 
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【参考】優先度の高い通常業務個票索引 
≪企画政策部財政課≫ 
予算の総括 …………………………………………………………………………………… 165 
都区財政調整・資金調達 …………………………………………………………………… 166 

 
≪企画政策部広報課≫ 
ホームページ運用 …………………………………………………………………………… 167 
報道対応 ……………………………………………………………………………………… 168 
有線テレビ広報活動 ………………………………………………………………………… 169 

 
≪企画政策部情報政策課≫ 
内部情報システムの運営 …………………………………………………………………… 170 
庁内ネットワークの運営 …………………………………………………………………… 171 
住民情報システムの運営 …………………………………………………………………… 172 

 
≪総務部総務課≫ 
郵便・文書交換便等関係業務 ……………………………………………………………… 173 
審査請求・訴訟事務及び情報公開業務等 ………………………………………………… 174 
例規の制定・改廃事務 ……………………………………………………………………… 175 
男女平等センター相談室の運営、女性相談 ……………………………………………… 176 

 
≪総務部職員課≫ 
職員定数・人員配置 ………………………………………………………………………… 177 
給与支給事務（正規職員及び会計年度任用職員） ……………………………………… 178 
職員の安全衛生 ……………………………………………………………………………… 179 
公務災害補償 ………………………………………………………………………………… 180 

 
≪総務部契約管財課≫ 
契約関係事務（請負契約等） ……………………………………………………………… 181 
検査関係事務 ………………………………………………………………………………… 182 
購買契約事務 ………………………………………………………………………………… 183 

 
≪総務部税務課≫ 
収納管理事務 ………………………………………………………………………………… 184 
特別区民税・都民税賦課事務 ……………………………………………………………… 185 
特別区民税等滞納整理事務 ………………………………………………………………… 186 
調査及び証明事務 …………………………………………………………………………… 187 

 
≪総務部危機管理課≫ 
安心・防災メールによる情報配信 ………………………………………………………… 188 
防犯対策 ……………………………………………………………………………………… 189 

 
≪総務部防災課≫ 
安心・防災メールによる情報配信 ………………………………………………………… 188 

 
≪区民部区民課≫ 
収容施設業務 ………………………………………………………………………………… 190 

 
≪区民部経済課≫ 
中小企業等資金融資あっせん ……………………………………………………………… 191 

 
≪区民部戸籍住民課≫ 
戸籍関係事務（受付・審査・記載決裁） ………………………………………………… 192 
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住民票異動・印鑑登録事務（受付・入力・審査） ……………………………………… 193 
各種証明発行事務 …………………………………………………………………………… 194 

 
≪福祉部福祉政策課≫ 
民生・児童委員関係事務 …………………………………………………………………… 195 
区営住宅等各種住宅の管理運営 …………………………………………………………… 196 

 
≪福祉部高齢福祉課≫ 
地域包括支援センター運営 ………………………………………………………………… 197 
緊急一時保護事業 …………………………………………………………………………… 198 
高齢者自立生活支援事業 …………………………………………………………………… 199 
在宅高齢者支援 ……………………………………………………………………………… 200 

 
≪福祉部障害福祉課≫ 
障害福祉サービス、障害児通所支援等支給決定事務 …………………………………… 201 
自立支援医療（更生医療）の支給決定事務 ……………………………………………… 202 
補装具費の支給事務 ………………………………………………………………………… 203 
日常生活用具の給付事務 …………………………………………………………………… 204 
障害者基幹相談支援センター運営 ………………………………………………………… 205 
心身障害者（児）短期保護事業 …………………………………………………………… 206 

 

≪福祉部生活福祉課≫ 
男女平等センター相談室の運営、女性相談 ……………………………………………… 175 

 
≪福祉部介護保険課≫ 
緊急ショートステイ事業 …………………………………………………………………… 207 
介護保険相談窓口運営 ……………………………………………………………………… 208 
介護保険システム運用事務 ………………………………………………………………… 209 
介護保険認定調査業務 ……………………………………………………………………… 210 
資格保険料事務 ……………………………………………………………………………… 211 

 
≪福祉部国保年金課≫ 
国民健康保険資格賦課事務 ………………………………………………………………… 212 
国民健康保険給付事務 ……………………………………………………………………… 213 
国民健康保険収納・徴収事務 ……………………………………………………………… 214 
国民年金事務 ………………………………………………………………………………… 215 
後期高齢者医療制度資格事務 ……………………………………………………………… 216 
後期高齢者医療制度給付事務 ……………………………………………………………… 217 
後期高齢者医療制度収納事務 ……………………………………………………………… 218 

 
≪子ども家庭部幼児保育課≫ 
保育園情報の配信（保育園情報配信システム） ………………………………………… 219 
区立保育園の運営（特定園） ……………………………………………………………… 220 
就学入園事務 ‥……………………………………………………………………………… 253 

 
≪子ども家庭部子ども家庭支援センター≫ 
総合相談事業 ………………………………………………………………………………… 221 

 
≪保健衛生部生活衛生課≫ 
食中毒対策 …………………………………………………………………………………… 222 
食品衛生監視 ………………………………………………………………………………… 223 
薬事衛生監視 ………………………………………………………………………………… 224 
受水槽等給水施設調査及び指導 …………………………………………………………… 225 
収去品等の検査 ……………………………………………………………………………… 226 
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環境衛生監視 ………………………………………………………………………………… 227 
建築物等衛生監視 …………………………………………………………………………… 228 
ねずみ害虫駆除対策 ………………………………………………………………………… 229 
狂犬病予防 …………………………………………………………………………………… 230 

 
≪保健衛生部健康推進課≫ 
母子健康手帳交付 …………………………………………………………………………… 231 

 
≪保健衛生部予防対策課≫ 
感染症対策 …………………………………………………………………………………… 232 
地域安心生活支援事業 ……………………………………………………………………… 233 
公害健康被害補償給付事務 ………………………………………………………………… 234 
障害福祉サービス・障害児通所支援・地域生活支援事業 ……………………………… 235 
メンタルヘルス ……………………………………………………………………………… 236 
母子保健事業 ………………………………………………………………………………… 237 
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母子健康手帳交付 …………………………………………………………………………… 231 
メンタルヘルス ……………………………………………………………………………… 236 
母子保健事業 ………………………………………………………………………………… 237 
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≪都市計画部住環境課≫ 
区民住宅等各種住宅の管理運営 …………………………………………………………… 239 

 
≪都市計画部建築指導課≫ 
建築指導事務 ………………………………………………………………………………… 240 

 
≪土木部道路課≫ 
道路維持工事 ………………………………………………………………………………… 241 
街路灯・保安灯維持 ………………………………………………………………………… 242 
交通安全施設維持 …………………………………………………………………………… 243 
交通安全対策 ………………………………………………………………………………… 244 
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公害対策 ……………………………………………………………………………………… 245 
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廃棄物の収集・運搬（可燃ごみ） ………………………………………………………… 246 
廃棄物の収集・運搬（不燃ごみ等） ……………………………………………………… 247 

 
≪施設管理部施設管理課≫ 
文京シビックセンター維持管理 …………………………………………………………… 248 
区有施設維持管理 …………………………………………………………………………… 249 
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文京シビックセンター維持管理 …………………………………………………………… 248 
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区有施設整備 ………………………………………………………………………………… 250 
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出納事務・書類審査事務 …………………………………………………………………… 251 
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≪教育推進部教育総務課≫ 
学校・幼稚園等情報の配信（学校・幼稚園等情報配信システム） …………………… 252 
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区立学校・幼稚園運営管理 ………………………………………………………………… 256 
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学童保育事業 ………………………………………………………………………………… 257 
児童館等運営 ………………………………………………………………………………… 258 
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